
 

 

 

 

 

新宿区まちづくり⻑期計画 まちづくり戦略プラン 

エリア戦略原案の地域説明会及び意⾒募集の実施結果 
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１．意見募集等の実施結果 

（１）実施時期
地域説明会 平成 29 年５月 20 日から６月２日 ※地域センター（全 10 か所）で実施、出席者 238 名 

意見募集  平成 29 年５月 19 日から６月 12 日 

（２）意⾒提出者数及び意⾒数

提出方法 意見提出者数 意見数 

口頭 計  71 名 156 件 

地域説明会（会場発言）  71 名 156 件 

意見書 計  67 名 208 件 

メール  11 名  89 件 

ファクス  26 名  61 件 

郵送   5 名   6 件 

窓口  22 名  44 件 

地域説明会（意見用紙提出）   3 名   8 件 

合 計 138 名 364 件 

（３）意⾒項目内訳と意⾒数

意見項目 意見数 

１ エリア戦略 225 件 

２ 

エリア戦略以外  94 件 

まちづくり長期計画全体  27 件 

都市マスタープラン  61 件 

まちづくり戦略プラン 課題別戦略   6 件 

３ その他の意見  45 件 

合 計 364 件 
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２．地域説明会の開催概要 

開催日時：平成２９年５月２０日（土）１４：００～１５：３０ 

会  場：戸塚地域センター 

参加者数：４０名（うち発言者：１２名） 

意見の紹介 

○高田馬場駅だけではなく、戸山公園も魅力的な空間にしてほしい。 

○戸山口利用者が増え、高田馬場駅は大変危険な状況。早急に対策をしてほしい。 

○エリア戦略の進捗状況やマネージメント状況を積極的にＰＲしてほしい。 等 

 
開催日時：平成２９年５月２２日（月）１９：００～２０：３０ 

会  場：落合第一地域センター 

参加者数：１９名（うち発言者：８名） 

意見の紹介 

○中井駅の南北自由通路は、自転車や自動車は通れない。踏切をなくすことはできないのか。 

○歌舞伎町の環境がよくない。区役所までのアクセス路の整備をしてほしい。 

○エリア戦略の対象外の地域は、どのようになるのか説明してほしい。 等 

 
開催日時：平成２９年５月２４日（水）１９：００～２０：３０ 

会  場：四谷地域センター 

参加者数：１９名（うち発言者：４名） 

意見の紹介 

○内藤町のまちづくり協議会で活動しているが、非協力的な事業者が多い。 

○近年、マンションの建設が多く、地域のみどりが減ってきているように思う。 

○まちづくり長期計画では、基本施策「暮らしやすさ１番」と整合を図ってほしい。 等 

 
開催日時：平成２９年５月２５日（木）１９：００～２０：３０ 

会  場：落合第二地域センター 

参加者数：１６名（うち発言者：６名） 

意見の紹介 

○上落合三丁目周辺は防災性を高める対策をしてほしい。 

○中落合、西落合は新宿区の北端の住宅地なので、賑わいを広げてほしい。 

○まちの賑わいや駅周辺などのテーマは、商店街や地場産業（染色業界）にも声をかけてほしい。 等 

 
開催日時：平成２９年５月２６日（金）１９：００～２０：３０ 

会  場：若松地域センター 

参加者数：１８名（うち発言者：１０名） 

意見の紹介 

○若松環４沿道エリアの「潤いのある住環境整備」と「環状第４号線整備推進」は両立するか。 

○今後、榎地域の環状第３号線を中心としたエリアが選定された場合、意見を出す機会はあるのか。 

〇都市計画公園（富久）は具体的にどうなるのか示してほしい。 等 
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開催日時：平成２９年５月２８日（日）１４：００～１５：３０ 

会  場：大久保地域センター 

参加者数：２３名（うち発言者：８名） 

意見の紹介 

○新大久保駅をバリアフリー化しても、駅前の混雑は解消されないと思う。 

○一番老朽化している大久保駅、大久保通り、小滝橋通り周辺をよくしないと賑わいは復活しない。 

○エリアから外れている場所の問題も拾ってもらえないか。 等 

 

開催日時：平成２９年５月２９日（月）１９：００～２０：３０ 

会  場：柏木地域センター 

参加者数：１２名（うち発言者：２名） 

意見の紹介 

○住んでいる北新宿４丁目のマンションが老朽化し、管理組合が弱体化している。将来が不安である。 

○都市型災害における帰宅困難者の対策について示してほしい。 

○ＪＲ新宿駅エレベータは南口にしかない。障害のある方が外出しづらい。 等 

 

開催日時：平成２９年５月３１日（水）１９：００～２０：３０ 

会  場：牛込箪笥地域センター 

参加者数：２５名（うち発言者：８名） 

意見の紹介 

○「路地保全」とは、沿道の古い建物を建て替える際に、高さや道幅を変えずに残すということか。 

〇来街者だけでなく、地域に住んでいる人達が住みよくなることが必要だ。 

○「飯田橋駅東口五差路歩道橋」は不便なので、是非、取組んでほしい。 等 

 

開催日時：平成２９年６月１日（木）１９：００～２０：３０ 

会  場：角筈地域センター 

参加者数：３８名（うち発言者：７名） 

意見の紹介 

○「東西方向の歩行者回遊動線確保」のために、角筈トンネルの改善をＪＲとともに検討してほしい。 

○西新宿三丁目西地区再開発の早期都市計画決定及び実現化を望んでいる。住民は高齢化している。 

○新宿駅西口と東口を結ぶ公共交通手段がなく不便である。 等 

 

開催日時：平成２９年６月２日（金）１９：００～２０：３０ 

会  場：榎町地域センター 

参加者数：２８名（うち発言者：６名） 

意見の紹介 

○榎地域は環状第３号線の整備、漱石山房などによるまちづくりなど取り上げるべき課題がある。 

○外苑東通りと靖国通り交差点付近のバス停の位置は利用しづらい。 

○夏目坂通りは避難路として利用できるようにならないか。 等 
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３．意見（要旨）と意見への対応 

（１）意⾒項目と掲載⾴ 
 

意⾒項目 掲載⾴ 

１．エリア戦略に関する意⾒ ..........................................................  5 
２．エリア戦略以外に関する意⾒ ..................................................... 46 
３．その他の意⾒ ......................................................................... 63 

 
 
（２）意⾒への反映等 

１．エリア戦略に関する意⾒ 

意見への対応等 意見数 

ａ エリア戦略素案に反映する  82 件 

ｂ 今後の取組みの参考とする  34 件 

ｃ 意見として伺う  48 件 

ｄ 質問に回答する  61 件 

合   計 225 件 
 
２．エリア戦略以外に関する意⾒ 

意見への対応等 意見数 

ａ まちづくり長期計画素案に反映する  38 件 

ｂ 今後の取組みの参考とする   7 件 

ｃ 意見として伺う  20 件 

ｄ 質問に回答する  29 件 

合   計  94 件 
 
３．その他の意⾒ 

意見への対応等 意見数 

ａ まちづくり長期計画素案に反映する － 

ｂ 今後の取組みの参考とする  11 件 

ｃ 意見として伺う  22 件 

ｄ 質問に回答する  12 件 

合   計  45 件 
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意見
No.

１．エリア戦略に関する意見

〈エリア戦略全体〉

1 意見書

賑わいとはなに？という質問もあった。駅
周辺の人が多くなると、違法駐車、駐輪、
それに伴う事故の心配もある。便利さと安
全の両立できる取組みをお願いしたい。 a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案では、そのエリアにおける
課題に対して、横断的なまちづくりができ
るよう、重点的な取組みとして、都市施設
や建物の整備などハードに関する取組
みや、安全で快適な都市空間を創出す
るなどソフトの取組みを示しています。

2 口頭

西武鉄道、JRなど関係する大規模事業
者を動かさない限り、まちづくりは実現し
ない。区が大規模事業者に提案して動
かす積極的な行動をとり、その後に概ね
決まった案を区民に説明するのが流れで
はないか。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略のなかでは、重点的な取組み
を推進していくうえで区民、行政の役割と
ともに事業者の役割も示しています。計
画として位置づけることで区民や事業者
とともに実現していきたいと考えていま
す。

3 意見書

榎地域の外苑東通りを軸とし、大久保通
り～早稲田通り～新目白通り区間までの
沿道地域を推進エリアとすることを要望し
たい。
外苑東通り沿道では、市谷柳町地区計
画及びガイドラインが策定され、市谷山
伏町・南榎町・榎町・弁天町ではまちづく
りを考える会が活動しており、エリア戦略
の設定の適合性は備えていると考えられ
る。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
外苑東通りでは都市計画道路の整備が
進行し、市谷柳町地区地区計画が策定
さるなどまちづくりが進んでいるため、素
案では新たなエリア設定を行います。

4 意見書

スポーツクラスター、路地保全、コージェ
ネレーション設備、都市再生緊急整備な
どの用語について、最終版では用語集
を添付してもらいたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略の素案では、用語解説を巻末
で示します。

5 意見書

道路名称は、都市計画道路名と通称名
を併記してもらいたい。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
道路通称名路線図を踏まえ、通称名を
併記いたします。

6 意見書

13地区のエリア図の記載内容が異なり、
「課題、整備の方向性、エリア全体の記
述、協議会名」の記載等において、13地
区で統一性が見られないため、再考願い
たい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
素案では、エリア図は、課題図と方針図
に分けて示します。

7 意見書

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアで、「用
途地域、容積率の最高限度や高度地
区、日影規制の変更による幹線道路沿
道にふさわしい建物の誘導」の文章が分
かりづらい。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ご指摘を踏まえ修正します。
【変更前】用途地域、容積率の最高限度
や高度地区、日影規制の変更による幹
線道路沿道にふさわしい建物の誘導
【変更後】用途地域の変更、容積率の最
高限度や高度地区の変更、日影規制の
変更などによる幹線道路沿道にふさわし
い建物の誘導

意見（要旨） 意見への対応
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意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

8 意見書

推進方策について。箇条書きであり、都
市計画法、建築基準法、地区計画制度
を熟知していないと理解は困難だ。当エ
リア戦略の円滑な推進展開を図るため、
分かりやすい表現と構成の工夫を願いた
い。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略の素案では、用語解説を巻末
で示します。

9 意見書
エリア戦略（原案）では、説明無しに「エリ
アマネジメント」の言葉を使っている。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
素案では用語解説で示します。

10 口頭

低層部への商業施設の誘導とは、どうい
うイメージか分からない。「地区計画によ
る」とか「まちづくり協議会による」とかある
が、最終イメージ、整備イメージのポンチ
絵がほしい。専門家にしか分からない用
語が多い。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
素案では、イメージ図や写真などを用い
ます。

11 口頭

エリア図にある吹き出しの文章は、課題と
方向が混在し分かりにくい。色分けして
はどうか。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
素案では、エリア図は、課題図と方針図
に分けて示します。

12 口頭

ユニバーサルデザインとはどのような概
念か。「空間の形成」などについても、もう
少し具体的な表現のほうが一般の人にわ
かるのではないか。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ユニバーサルデザインとは、年齢、性
別、国籍、個人の能力等にかかわらず、
誰もが利用できるよう生活環境その他の
環境を作りあげることです。
素案では、用語解説で示します。

13 口頭

過去に示されたものも今回のエリア戦略
も、具体的にどこまでやろうとしているの
か示してもらわないと意見の出しようがな
い。方針の文言としてはすばらしい内容
だと思うが、８月の素案ではもう少し具体
的にどこでどういう事をするのか示して頂
きたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
現時点で動き出している事や図面で示
せる内容は、素案のなかで、方針図にで
きるだけ明示します。

14 口頭

今回のエリア戦略では、榎地域からはエ
リアが設定されていない。13エリアの設定
理由として、具体的な動きがある、周辺
地域への相乗効果が期待できるエリアと
あり、若松地域や神田川地域（戸塚地
域）などは賑わいのあるまちとして発展し
ており、隣接する地域も恩恵を受けてい
ると思う。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
まちづくり推進エリアは設定の考え方を
踏まえて原案では13エリアを設定しまし
た。都市計画審議会や今回の地域説明
会で意見のあった外苑東通り（環状第３
号線）の牛込周辺は、都市計画道路の
整備が進行し、市谷柳町地区地区計画
が策定さるなどまちづくりが進んでいるた
め、素案では新たなエリア設定を行いま
す。

15 口頭

外苑東通り（環状第３号線）が事業中で
一部拡幅されている。また、若松に関連
して夏目坂通り（環状第４号線）が拡幅さ
れた時のまちの変化、漱石山房ができて
それに伴う榎町地区のまちの変化があ
る。道路が整備されれば防災機能も向上
する。話題にしなければならない問題が
あるのではないか。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
まちづくり推進エリアは設定の考え方を
踏まえて原案では13エリアを設定しまし
た。都市計画審議会や今回の地域説明
会で意見のあった外苑東通り（環状第３
号線）の牛込周辺は、都市計画道路の
整備が進行し、市谷柳町地区地区計画
が策定さるなどまちづくりが進んでいるた
め、素案では新たなエリア設定を行いま
す。

- 6 -



意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

16 意見書

エリア戦略の目標としている周辺地域へ
の相乗効果について、定量化された指
標による効果検証を要望したい。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略については、概ね５年ごとに
継続的に検証していきます。
まちづくりの相乗効果を数値で示すこと
は難しいですが、人口の増減、地価公示
の推移等を踏まえた定量的な検証につ
いて、今後、検討を行っていきます。

17 意見書

重点的な取組みに対して、推進方策とし
て示された内容で十分であるか精査して
もらいたい。 b

今後の取組みの参考とします。
推進方策は、重点的な取組みの実現を
見据えて示しております。必要に応じて、
内容を整理し、素案で示していきます。

18 意見書

高田馬場、神楽坂エリア内において、早
稲田通りの見直しが記載されているが、
周辺地域への影響を考慮に入れると共
に、これを契機として区間単位での早稲
田通りの公共空間の検討をしてもらいた
い。

b

今後の取組みの参考とします。
高田馬場駅周辺エリア、神楽坂エリアな
どでは、都市計画道路である早稲田通り
のあり方の検討について、重点的な取組
みを示しています。空間の活用等も含め
て、今後、検討をしていきたいと考えてい
ます。

19 意見書

エリアなどと地域を限らずに計画してほし
い。入ってない地域でも課題はあり、計
画に組み入れてほしいという区民の希望
はある。５年毎に見直しをやるといっても
計画を取り入れるという保証はない。

b

今後の取組みの参考とします。
都市マスタープランの各分野に関する部
門別まちづくり方針や特別出張所の区域
を基本とした10の地域別まちづくり方針、
また、更なる賑わいや防災性の向上を示
したまちづくり戦略プランの課題別戦略
で、区全域でのまちづくりを進めていきま
す。
まちづくり推進エリアについては、おおむ
ね５年ごとに検証する中で、必要に応じ
て新たなエリアの設定などを検討します。

20 口頭
進捗状況や、マネージメント状況を区報
等で区民、その他にPRしてほしい。 b

今後の取組みの参考とします。
ホームページへの掲載等、今後検討しま
す。

21 意見書

各エリアの「戦略の方向性（キャッチフ
レーズ）」と、課題別戦略の重点課題の
テーマである「防災・賑わい・創造」は同
じである。二重行政の弊害が生じないよ
う、担当課間の調整をお願いする。

c

意見として伺います。
課題別戦略は、基本計画（答申）の５つ
の基本政策のうち、「新宿の高度防災都
市化と安全安心の強化」と「賑わい都市・
新宿の創造」を重点課題として、区内全
域を対象としています。
エリア戦略は、エリアごとの課題としてさら
なる魅力の向上や防災の強化などを解
決する戦略を示しています。このため、両
戦略は方向性としては同一になる可能性
はあります。なお、今回の見直しで重視し
た点は、ご指摘のとおり「防災と賑わい」
を一層進めることであり、これを課題別戦
略やエリア戦略で示すことは重要と考え
ています。
また、今後、担当部局間の調整は十分に
行って参ります。
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意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

22 意見書

各エリアの推進方策は、既定のまちづくり
協議会や地区計画等の内容を集大成し
ただけで「戦略」とは言えない。区・事業
者・区民の協働を強化する方策が、一番
の戦略ではないか

c

意見として伺います。
エリアごとの個別のまちづくりの動きを示
すことは区全域でのまちづくりを進めるう
えでも重要なことであると考えています。
エリア戦略は、すでに実施しているまち
づくりを推進するための重点的な取組み
だけではなく、今後、新たなまちづくりを
推進していくための重点的な取組みなど
も示しています。
区民・事業者・区民の協働の強化は、ご
指摘のとおり重要なことと捉えており、各
エリアの推進方策ではまちづくりの各主
体の役割とまちづくりの推進を示していま
す。

23 意見書

各エリアの推進方策は建築基準法の規
制強化、緩和、地域ルール設定、ガイド
ライン等の見直しや開発指導要綱の緩
和優遇や誘導の方策の羅列と寄せ集め
であり、特に規制強化と緩和を地域限定
の施策として執行することは、まちにとっ
て好ましいのか。
今後の国の土地政策、都市政策の動向
を踏まえ5年毎のPDCAを展開される事を
要望する。

c

意見として伺います。
エリア戦略は、エリアごとの課題に応じた
戦略を重点的な取組みや推進方策とし
て示しています。重点的な取組みを効果
的に推進する手法として、規制の強化或
いは緩和方策等を活用していきたいと考
えています。
概ね５年毎の検証は、PDCA（計画→実
行→評価→改善）サイクルの意味合いを
含んでいるものです。

24 意見書

推進方策は、箇条書きされているが、内
容や想定される箇所が分かりにくいので
別途「推進方策図」を示してもらいたい。

c

意見として伺います。
推進方策は、「具体的な手法の活用」及
び「各主体の役割とまちづくりの推進」を
示しています。
「具体的な手法の活用」は、地域や関係
機関等の意向を踏まえ、重点的な取組
みを推進するために示すもので、今後の
まちづくりを踏まえて具体的な場所や手
法が決まります。
また、「各主体の役割とまちづくりの推進」
は、まちづくりを進めるうえでの区民、事
業者、行政の役割を示したものです。
そのため、方針図のように図示することは
困難です。

25 意見書

エリア戦略は、エリアマネジメントを行っ
ていくことを理念としているものと理解す
るが、歌舞伎町エリアの推進方策に限り
エリアマネジメントと記載されているため、
再考ねがいたい。

c

意見として伺います。
エリア戦略のうち、推進方策では、区民、
事業者、行政による、まちの運営管理な
どについて示しています。
いわゆる「エリアマネジメント」は、地域が
主体となったまちづくり組織が、地域特性
に応じた手法を用いて費用を捻出し、ま
ちの維持管理に充てるなどの取組みで
す。
まちの運営管理の形態は、「エリアマネジ
メント」だけではないため、各エリアの特
性に応じて、表現しているものです。

- 8 -



意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

26 意見書

戦略の意義の記述の中で、ハードに関
する取組みとソフトの取組みを示しますと
あるが、推進方策はハードに関する取組
みが中心である。また、ハードの取組み
は基本計画骨子案の中に盛り込まれて
いるか。整合性の精査をお願いしたい。

c

意見として伺います。
エリア戦略で示す重点的な取組みは都
市施設や建物の整備などハードに関す
る取組みと、安全で快適な都市空間を創
出するなどソフトの取組みを示していま
す。また、エリア戦略を含めたまちづくり
長期計画は、基本計画と整合を図り策定
を進めています。

27 意見書

戦略の意義で、各主体は基本計画では
「タウン・マネージメント」「エリアマネジメ
ント」が掲げられていますので、この観点
から本原案において両者の理念を取り入
れた役割を、詳述されたい。 c

意見として伺います。
基本計画（答申）では、「タウン・マネージ
メント」は、「歌舞伎町タウン・マネージメン
ト」という既存の組織名を指しています。
エリア戦略も同様であり、「歌舞伎町タウ
ン・マネージメント」は、エリアマネジメント
を既に行っている組織ということになりま
す。

28 意見書

若松環４エリアで、「環4の道路幅員等を
考慮した建替えについての制限の見直
し」とあり、これは「新たな基準による建築
制限の緩和」の規定だと思われるが、環４
沿道以外の方にも理解して頂くため、全
ての未整備または事業中の都市計画道
路を対象に適用されることについて、脚
注を作成されたい。

c

意見として伺います。
「まちづくり推進エリア」は、駅の周辺や
幹線道路沿道など具体的なまちづくりを
行う一定の範囲を対象に、まちづくりを先
導するエリアを位置づけており、区内の
全てを対象とはしておりません。

29 意見書

推進方策について。各主体の役割とまち
づくりの推進を図るため、区民への啓蒙
と醸成に資する活動（セミナー、講座等）
についても記載ねがいたい。

c

意見として伺います。
なお、まちづくり長期計画素案では、区
民、事業者、行政の関係を示しており、ご
指摘のような行政から区民への支援・施
策策定等を位置づけています。

30 意見書

「エリア」などというカタカナ用語や、敵が
いる訳でもないのに「戦略」などという好
戦的な文字を遣うのはやめてほしい。適
切な日本語があるはず。 c

意見として伺います。
エリアという用語は、日本語として十分定
着していると考え、採用することとしまし
た。戦略は、エリアの課題を解決し生活
の利便性の向上などを図るために、区
民、事業者、行政がそれぞれの役割のも
と連携かつ一体となって取組むという姿
勢を示すため採用しました。

31 意見書

エリア戦略（原案）の「協働のまちづくりに
おける関係３者と位置付けられている住
民、行政、事業者が、エリアごとに、事業
ごとにどのようなプロセスで成立するかの
要件を見極める、場合によっては設定さ
れている要件について、今一度検証し
て、それを区全体で優先順位をつける、
それらの過程が見える化できるかどうか、
私はその点が鍵であると説明会でご指摘
させていただいた。この度のまちづくり戦
略プランの取組みには、我々住民も「行
政を動かす根気」がなければ、どれ一つ
も立ち上げられません。私たち住民もそ
の鍵をもって重い扉をそこかしこに開け
ていきたいと願っている。熱い行政の一
層のご支援をお願いしたい。

c

意見として伺います。
エリア戦略では区民、事業者、行政が連
携し、まちづくりを先導するエリアとしてま
ちづくり推進エリアを設定し、戦略として
重点的な取組みとともに推進方策を示し
ています。
今後、エリア戦略等に基づき、区の役割
を果たしながら協働によりまちづくりを進
めていきます。
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No.

意見（要旨） 意見への対応

32 意見書

まちづくり戦略プラン（骨子）では、「基本
政策１:暮らしやすさ」に関して書かれて
いない。従来のハードとしてのハコモノま
ちづくりだけに関心があり、不動産の利
活用、観光振興により大屋業に活路を開
こうとしている。エリア戦略（原案）はその
内容から、新宿区まちづくり長期計画で
はなく、新宿区都市計画部／都市計画
審議会のまちづくり長期計画の印象を受
ける。したがって、計画のタイトルを「新宿
区都市計画審議会まちづくり長期計画　
エリア戦略」または、「新宿区長マニフェ
スト：新宿区まちづくり長期計画　エリア
戦略」とするのが適当である。

c

意見として伺います。
課題別戦略とエリア戦略からなる「まちづ
くり戦略プラン」は、「都市マスタープラ
ン」で示す将来の都市像の実現に向けた
戦略として位置づけています。
なお、基本計画における５つの基本政策
の一つである「１　暮らしやすさ１番の新
宿」には健康や障害者福祉、子育て環境
など都市計画関連の分野と連携して取
組むことでより効果的なまちづくりを推進
することができることから都市マスタープ
ランやまちづくり戦略プランにも盛り込ん
でいます。

33 意見書

エリア戦略（原案）の「エリア戦略とは」
で、「区民・事業者・行政の役割分担等」
を示すと思われる三角関係図で区民が
頂点に置かれているが、大多数の区民
にエリア戦略は関係ない。エリア戦略に
関係があるのは地区計画、再開発計画、
協議会のある地区の利害関係者である。
地区計画、再開発計画、協議会のある地
区は、それぞれ具体的な計画等があるの
で、エリア戦略は不要である。

c

意見として伺います。
エリア戦略における区民とは、エリア内で
動いている、或いは今後動き出すまちづ
くりの関係者以外に、まちの運営・管理な
どを含めて、そのエリアを利用する区民も
対象になると考えています。

34 意見書

課題別戦略（骨子）に書かれていること
は、まちづくり長期計画の参照、繰り返し
で、戦略が具体化、深化していない。例
えば「戦略a住宅の耐震化率、空き家等
対策戦略」「b木造住宅密集地域の解消」
「戦略dユニーバーサルデザインまちづく
り」「戦略e地域特性をいかしたまちづく
り」また、空き家を利用して低廉な住宅を
提供することを新宿区は考えていない。
エリア戦略（原案）の記述は「木造住宅
（や店舗）が密集」が頻出、まともなことが
書かれているのは中井駅周辺エリアだけ
「閑静な住宅街」「大規模な長屋住宅へ
のワンルーム条例の適用による良好な住
環境の創出」である。

c

意見として伺います。
空家については、今年度策定する空家
等対策計画に基づき、管理不全な状態
の空家やごみ屋敷等の解消と空家等の
適正管理の促進・発生の抑制を進めて
いきます。なお、現時点では、空家を行
政目的で利活用する考えはございませ
ん。

35 意見書

課題別戦略b「地域の防災性の強化」に
対応した、地震、風水害、がけ等のリスク
地図をエリア戦略に表示する。 c

意見として伺います。
エリア戦略は、駅周辺などを対象に、区
のまちづくりを先導するエリアに設定し、
重点的な取組みなどを示しています。

36 意見書

戸山町付近には国立国際医療研究セン
ター病院、東京女子医科大学病院、新
宿区立障害者福祉センター、全国障害
者総合福祉センター、東京視覚障害者
生活支援センター、都営戸山ハイツが集
まり、高田馬場付近には日本点字図書
館、東京ヘレン・ケラー協会、日本盲人
福祉センターが集まっている。これらを核
にして、良好で低廉な住宅を増やす方向
で高齢者、障害者にも住み易いまちづく
りを目指すべきであると考えるが、エリア
戦略（原案）にはその記述は無い。

c

意見として伺います。
エリア戦略は、その地域の課題を解決す
るとともに、区民、事業者、行政が連携
し、まちづくりを先導するエリアを設定し
ています。
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意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

37 意見書

歌舞伎町のイメージは歓楽街で、映画
館、ゲームセンター、飲食店、風俗店、ラ
ブホテルが集積し、客引きなどが立って
いて、犯罪に巻き込まれるリスクが高い。
この様な歌舞伎町を「世界のエンターテ
イメントシティ」と認識しているのであるで
あれば区に絶望するだけだ。歌舞伎町を
エリア戦略の対象として指定することには
無理がある。

c

意見として伺います。
歌舞伎町エリアの重点的な取り組みに
「誰もが楽しめる賑わい拠点の形成」と
「多くの人を魅了するエンターテイメント
空間の形成」を示し、これをソフト面で支
えるため、「安全安心できれいなまちの創
造」を重点的な取組みとしています。
さらに、まちの運営・管理のため歌舞伎
町タウン・マネージメントの取組みを進め
ていきます。

38 口頭

再開発や地区計画がかかったところにエ
リアを設定して、二重構造にする必要は
あるか。新宿駅周辺のガイドラインがある
地域に新たなまちづくり案をつくる意味を
整理したほうが良い。

c

意見として伺います。
地域の課題やまちづくりに対するニーズ
が多様化しているなか、区民、事業者、
行政の連携によるまちづくりが重要に
なっています。
エリア戦略では、駅周辺や幹線道路沿
道などを対象に、区のまちづくりを先導
するエリアを設定し、戦略として重点的な
取組みや推進方策などを示しています。
エリア戦略ではエリアの課題を解決する
とともに、生活の利便性の向上や来街者
の増加などまちの活性化やその効果を
周辺地域、さらには区全体に波及させる
ことを目指し策定します。

39 口頭

エリア戦略に記載されてあることは、中身
のないきれい事だけだ。協議会は強制加
入ではなく、入りたい人が入って議論して
いる。会員同士の合意があったとしても、
会員ではない事業者に拘束力がなく、地
域の課題解決にはならない。

c

意見として伺います。
エリア戦略では戦略として重点的な取組
みとともに、区民や事業者、行政等 の役
割を示すことで、それぞれのまちづくり主
体が連携しながらエリアの課題解決に向
けたまちづくりを推進していきます。

40 口頭

新宿駅東西自由通路や中井駅南北自由
通路など既に進捗していることを踏まえ
た方針となっているようだ。しかし、10年
後を見据えるなら、手が付いていないこと
が多くあり、そこが大事なのではないか。 c

意見として伺います。
進行中の事業を捉え、さらに展開させて
いくという考え方で示しています。新宿駅
東西自由通路の整備後に重要となるの
は駅前広場の再整備であり、さらにそこ
から、来街者や人の流れを周辺にどう広
げるかが課題となりますので、こうした点
を主眼に重点的な取組みを示していま
す。

41 口頭

既に手を付けている所からの広がりとなる
と、３年後とか５年後の整備イメージであ
り、10年後の目標という気がしない。

c

意見として伺います。
エリアの課題を解決するためには区民、
事業者、行政のまちづくりの各主体が連
携してまちづくりに取り組むことが必要で
す。戦略で示した重点的な取組みや推
進方策を具体的に実施していくためには
まちづくりの各主体の合意形成なども必
要となります。このことからエリア戦略では
10年を見据えた計画とするとともに、概ね
５年ごとに検証し、進捗状況や社会状況
の変化を踏まえて必要に応じた見直しを
行います。
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No.

意見（要旨） 意見への対応

42 口頭

エリア戦略（原案）の冒頭の「戦略とは」に
ある内容は一般的な説明だ。区が意図
する具体的なところが隠されていると感じ
る。「新宿区まちづくり長期計画骨子」の
中で「エリアマネジメント」という文言は55
ページの写真のキャプションの１か所で
あり、エリア戦略原案では新宿駅周辺地
区のみに書かれている。エリア戦略原案
の冒頭の「戦略とは」で「区民、事業者、
行政が連携し」と３つの主体が協力して
いくように書いてあるが、本音は「民間開
発と連携したまちづくりの推進」と記載さ
れているようなことであり、これは所謂PPP
の非常に重要な手法と理解するが、その
ことについて区は原案にはっきりと書いて
いないのは、ずるいと思う。

c

意見として伺います。
エリア戦略では、まちづくりの主体である
区民、事業者、行政の役割を「まちの運
営・管理」とともに示しています。各エリア
おける各まちづくり主体が連携しながら、
エリアの特性に応じた、エリアマネジメント
を含む「まちの運営・管理」を推進してい
きます。

43 口頭

エリア戦略のような問題が出てくると、地
域住民としてはまた新たに考え直さなけ
ればならない。議論をするには時間が少
なすぎ、こんな短時間で結論を出すこと
はできない。地域の土台については専門
職としてやっている都市計画部の方々が
考えるべきである。

c

意見として伺います。
エリア戦略の内容は、基本は現在動きつ
つあるまちづくりを整理し、今後推進する
ための方策や役割を示しているもので、
これを広く公表することで推進力になるも
のと期待しています。

44 意見書

エリア戦略は、第一次実行計画におい
て、どのように位置づけられ、予算措置が
とられるのか。また、社会資本整備総合
交付金等の補助事業の活用はどのように
なされるのか。

d

質問に回答します。
エリア戦略の推進方策については、地域
や関係機関等の意向を踏まえ、手法など
の活用を検討するものです。重点的な取
組みのうち、区の役割として進める必要
がある事業は、実行計画に位置づけられ
ることが考えられます。
なお、第一次実行計画については、エリ
ア戦略を含めたまちづくり長期計画と並
行して、策定を進めています。第一次実
行計画におけるエリア戦略の位置付けに
ついては、関係部署間で検討を行ってい
ます。なお、補助金などの補助事業の活
用については、エリア戦略に基づき個別
の事業において、検討されるものです。

45 意見書

四谷駅周辺リア、神宮外苑・信濃町駅周
辺エリア、飯田橋駅東口周辺エリア 、大
久保・百人町エリア、 新宿駅西口エリ
ア、 歌舞伎町エリアの推進方策として新
宿区バリアフリー基本構想の改定と記載
されているが、これはH17.3の新宿区交
通バリアフリー基本構想を指すのか。

d

質問に回答します。
原案で使用していた「新宿区バリアフリー
基本構想」とは正確には、「新宿区交通
バリアフリー基本構想」です。
なお、素案における具体的な手法の活
用では「事業者などと連携したバリアフ
リー施設の整備の促進」とします。
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No.
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46 意見書

H19.3の交通バリアフリー特定事業計画
は高田馬場が対象であるが、施策方向
にユニバーサルデザインが記され、推進
方策には記されていない。バリアフリー
は、ユニバーサルデザインまちづくりガイ
ドラインに移行したと考えているが、本原
案において、幾度も新宿区バリアフリー
基本構想の改定と記されている。H17.3
のものを改定するということか。

d

質問に回答します。
ユニバーサルデザインまちづくりガイドラ
インは、つかい手（利用者、居住者）、つ
くり手（設計者、事業者、道路・公園・建
築物等の管理者）、行政等の連携による
都市空間の改善方策について示したも
のです。
交通バリアフリー基本構想は、場所と期
限を定め重点的にバリアフリー事業を展
開するという違いがあります。なお、素案
における具体的な手法の活用では「事業
者などと連携したバリアフリー施設の整
備の促進」とします。

47 意見書

「デジタルサイネージ」が施策の方向性
に記載されている一方、推進方策には記
載されていない区のスタンスを教えてもら
いたい。 d

質問に回答します。
「デジタルサイネージ」は、サイン整備や
屋外広告物の表示等における表示媒体
の１つです。「デジタルサイネージ」の活
用については、設置場所、費用、管理等
の面から検討が必要であり、個別施策や
事業の中で適切に判断されるもと考えま
す。

48 意見書

文中、空間という文言が多く出る。気にな
る。

d

質問に回答します。
都市空間や空間形成など、都市計画の
分野で使われる用語です。
専門用語については、用語解説により、
対応します。

49 意見書

エリア戦略（原案）は、実際の行動に移行
した時どうなるのか。道路拡張１つとって
も接道道路が急勾配な坂になり、生活道
路として使用できず、災害時は安全上問
題になるような設置をしている。地域住民
の要望としながら、都や区主動であり権
利を無視していないか。また、費用効果
分析を考えて行っているのか。

d

質問に回答します。
道路整備を行う場合は、周辺住民のご意
見を伺いながら進めています。
エリア戦略に示している重点的な取組み
などは、区のみで進められるものではな
く、地域住民や事業者と役割と連携のも
とに進められるものであるため、現段階で
は費用対効果を示すことは困難です。

50 口頭

10年先の計画という前に、2020年のオリ
ンピックまでには何をやるという区の決意
を示してほしい。

d

質問に回答します。
東京２０２０オリンピック・パラリンピックま
でに進めていく主な取組みとして、新宿
駅直近は、甲州街道と靖国通りに加えて
新たに東西をつなぐ東西自由通路のせ
いびや、神宮外苑周辺での、一部の道
路の無電柱化などがあります。

51 口頭

各エリアともに、重点的な取組みで１ペー
ジ、推進策で１ページを使っているが、確
実に進行管理できるのか。

d

質問に回答します。
エリア戦略は概ね５年ごとの検証を行い
ます。
検証を踏まえて、必要に応じて新たなま
ちづくり推進エリアの設定、エリアの範囲
や重点的な取組みの見直しなどを行い
ます。

52 口頭

現行の都市マスタープランを検討した際
は地区協議会単位でワークショップを開
催した。総花的になるのは仕方がない
が、エリア戦略はチャレンジだと思う。この
あとも区民意見の吸い上げなど、どのよう
に行うのか。

d

質問に回答します。
８月に、エリア戦略（原案）に関する意見
と区の考え方を示すとともにまちづくり長
期計画（素案）を公表します。８月下旬か
ら９月上旬で、パブリックコメントと地域説
明会を実施を予定しており、あらためてご
意見を伺います。
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53 口頭

エリアに入っていないとどうなるのか。10
年前の都市マスタープランでもエリア戦
略の検討していたのか。どういうことでこ
の手法を使おうとしているのか。5年ごとと
いうより、5年後にもう一度検証して外れ
たところは対象にならないのはどうなるの
か。

d

質問に回答します。
エリア戦略は、まちづくり推進エリアとして
駅周辺や幹線道路沿道などを対象に設
定し、戦略として重点的な取組みや推進
方策などを示しています。
エリアに入っていない地域では、まちづく
り長期計画を構成する都市マスタープラ
ンの都市計画の分野別の部門別まちづ
くり方針や区全体を10の地域に区分した
地域別まちづくり方針、まちづくり戦略プ
ランのうち区全域を対象にした課題別戦
略で示す、方針や重点的な取組みなど
に基づきまちづくりを進めます。
エリア戦略は概ね5年ごとに検証し、必要
に応じて新たなまちづくり推進エリアの設
定や、エリアの範囲などについて見直し
を行います。

54 口頭

この手法の提案者は誰か。

d

質問に回答します。
エリア戦略は、区民、事業者、行政の連
携によるまちづくりを進めるうえで目指す
方向性として、区が提案するものです。

55 口頭

エリア戦略の計画に予算をどのくらいか
けられるのか。概算を示して頂き区民同
士で話し合えると良い。お金をかけない
でも安心安全まちづくりはできると思う。こ
うしたことをやるためには概算でもどの程
度かかるか、区民も知っておく必要があ
り、そうでないと要望は際限なく出される
ことになる。

d

質問に回答します。
エリア戦略、都市マスタープランともに計
画策定で具体的に予算化されるものはあ
りません。個別の都市計画や事業で区が
主体で実施するもの、熟度が高いものな
ど実現化できるものは実行計画で予算化
して進めていきます。

56 口頭

都市マスタープランでは地域別で10地域
に分けているが、エリア戦略は、都市マス
タープランのエリア上の戦略と考えてよい
か。

d

質問に回答します。
都市マスタープランにおける地域別まち
づくり方針は区全体を10の地域に区分し
て各地域の総合的なまちづくり方針を示
しています。まちづくり戦略プランにおけ
るエリア戦略は、駅周辺や幹線道路沿道
などを対象に区のまちづくりを先導するま
ちづくり推進エリアを設定し、そこでの重
点的な取組みなどを示しています。

57 口頭

エリア戦略原案の推進方策の具体的な
手法の土地利用、建物、公共空間につ
いて課題別にどういった方針を立てるの
か、今回の様な資料整理は別途行うの
か。

d

質問に回答します。
推進方策における具体的な手法につい
ては、地域や関係機関等の意向を踏ま
えたうえでの重点的な取組みを推進する
ための手法について、土地利用、建物及
び公共空間に分類して示しているもので
す。
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No.

意見（要旨） 意見への対応

58 口頭

エリア戦略は、区民や事業者の意見をど
のように反映させるかといった検討を行っ
て策定するとなっているが、そのプロセス
と最終的な策定は誰が行うのか。実際の
事業予算はどう確保するのか。

d

質問に回答します。
エリア戦略は新宿区の計画であるため新
宿区が策定します。今回示した原案に対
して、地域説明会などでいただいた意見
を踏まえ、素案をまとめました。今後、あ
らためてパブリック・コメントなどによりご意
見をいただき、検討して進めていくことに
なります。そのような意味では、皆さま方
とともに策定へ向けた作業を進めている
考えています。
また、今回の原案、次の素案の各段階で
区議会、区民代表および学識経験者ら
で構成する都市計画審議会でも検討及
び審議がなされ、そこでの意見をもとに
最終的に策定することになります。
なお、エリア戦略で示す重点的な取組み
などについて具体的に事業化する際に、
行財政計画である実行計画で予算措置
を図ります。

59 口頭

パブリックコメントは、どのような意見を出
せば採用されるのか。実効性のある意見
か、それとも壮大なプロジェクトに関する
意見か。意見が採用されても予算のつか
ないものであれば、消えてしまう。

d

質問に回答します。
パブリック・コメントでは、いただいたご意
見の全てに対して、区の考え方について
示し公表していきます。

60 口頭

各方針のなかには、実行する方向で進
めていってほしいと思っていても、ステッ
プを踏んでいく中で実施までもっていくこ
とができずに消えていくものもあるのか。
原案にあるものは実際に進めていける案
が示されているのか。

d

質問に回答します。
エリア戦略では、エリアの課題を解決す
るとともにその効果を周辺地域や区全域
に波及させることを目指して、重点的な
取組みや区民、事業者、行政の各まちづ
くり主体の役割などを示します。エリア戦
略を各まちづくり主体が連携、共有して
いくことで事業等の推進につながるものと
考えています。

61 口頭

エリア戦略で示すまちづくりは、いつ頃ま
でに実現可能であると考えているか。

d

質問に回答します。
エリア戦略は概ね10年後を見据えたもの
としています。
エリア戦略で示す重点的な取組みなどを
区民、事業者、行政が共有、連携するこ
とにより地域の合意が得られた取り組み
などを進めていきます。

62 口頭

まちづくりの推進がすべて区に責任があ
るとは思わないが、これまでも同じような
方向性のまちづくり方針が出されており、
これまでの遅々とした進捗状況を踏まえ
ると、もう少し地域や組合をバックアップし
ていく考えはあるか。実現に向けて力強
いバックアップを期待する。

d

質問に回答します。
区民、事業、行政が協力し、役割を分担
しながら進めていくために、エリア戦略で
は各主体の役割とまちづくりの推進を示
しています。
エリア戦略に位置づけることで、関係機
関への働きかけがしやすくなり、事業の
推進力となると考えています。
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〈まちづくり推進エリア〉

　■四谷駅周辺エリア

63 意見書

四谷駅周辺エリアの重点的な取組みの
（１）①沿道を含めた賑わいの形成で、四
谷駅から四谷三丁目駅までの新宿通りの
区間を「賑わいのまちなみに誘導」として
いるが。既存の地区計画区域などでは限
界がある。このため沿道の商店街等の連
携が必要であり、この旨を追記されたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
新宿通り沿道と外苑東通り沿道における
賑わい形成のため”沿道の商店街等連
携”を追記します。

64 意見書

四谷一丁目南では、法定再開発を視野
に入れたまちづくりの検討が進められて
いる。
新宿通り沿道の賑わいを連続したものに
するためには、区が検討している地区計
画（一般型）による個別建替えや一部の
共同化の促進のみでまちづくりの実現を
図ることは困難と考え、再開発事業を含
めた街区単位での共同化が重要です。
このため、「四谷一丁目南地区では、街
区単位での共同化による防災性の向上
と、魅力的で賑わいのある拠点形成の推
進を図る」と位置付けていただきたい。

b

今後の取組みの参考とします。
四谷駅周辺エリアでは、推進方策として
「再開発等促進区を活用した土地の高度
利用、業務・商業・住居等の用途の誘
導、緑地・広場等の確保」を示していま
す。地域や関係機関等の意向を踏まえ、
手法などの活用を検討していきます。
四谷一丁目南地区では、平成27年にま
ちづくり協議会を設立し、地域の皆様と
話し合いを進めています。今回頂いたご
意見等も踏まえながら、引き続き取り組ん
でいきます。

65 意見書

四谷駅周辺エリアの「6.推進方策(1)具体
的な手法の活用①土地利用」の、「都市
再生緊急整備地域の指定にあわせた道
路や広場など基盤整備と土地の高度利
用」とされる手法の活用に向けて、都市
再生緊急整備地域の指定に向けて地元
組織とともに検討に取組んでいきたいの
で、地元として進むべき方向性を示して
頂くとともに、区民・事業者・行政の連携
を図らせて頂きながら緊急整備地域の指
定に向けた行政としての働きかけをお願
いしたい。

b

今後の取組みの参考とします。
今後、まちづくりが具体化するなかで、必
要に応じて都市再生緊急整備地域の指
定を目指します。そのため、区はエリア戦
略（原案）に明記するとともに、区民・事
業者と連携して、指定に向けた働きかけ
を行っていきます。

66 意見書

平成27年度に「四谷一丁目南地区沿道
まちづくり協議会」が設置され、まちづくり
の検討が進められているが、特定緊急輸
送道路の指定を受けた沿道である一方
で敷地面積が小さく耐震化をしても貸床
面積が減少しテナント確保が困難である
ことを訴える声や、迎賓館を訪れる人の
流れを街の活性化に活かせていない状
況を憂慮する意見が多数表明されてい
る。
このため、都市再生緊急整備地域の指
定に向けて地元組織とともに検討に取組
んでいきたいので、地元として進むべき
方向性を示していただき、区民・事業者・
行政の連携を図らせて頂きながら緊急整
備地域の指定に向けた行政としての働き
かけをお願いする。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）における四谷駅周辺
エリアの推進方策に、「都市再生緊急整
備地域の指定にあわせた道路や広場な
ど基盤整備と土地の高度利用」と示して
います。
地域や関係機関の意向も踏まえて都市
再生緊急整備地域の指定を目指しま
す。

67 意見書

四谷駅周辺のエリア図の「若葉須賀町地
区地区計画」の区域境が、地区整備計
画区域外を包囲している。整備方針、方
策はエリア図の外苑東通り部までの区域
に関係する計画ですか確認します。

d

質問に回答します。
エリア図では、地区整備計画区域だけで
はなく地区計画全体の区域を記載してい
ます。整備方針、方策は、外苑東通り部
までの区域に関係する計画です。
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68 意見書

四谷駅周辺エリアの推進方策で、再開発
等促進区、都市再生緊急整備地域の指
定、大規模建物な計画とあるが、これは
四谷駅前地区の再開発のことか。そうで
あれば既に決定されている事項だ。ま
た、土地の高度利用、業務・商業・居住
等の用途誘導等とあるが、再検討する意
味か。或いは新たに再開発促進区の拡
大や都市再生緊急整備地域の指定を
行っていくのか。

d

質問に回答します。
推進方策の具体的な手法の検討は、四
谷駅前地区の再開発も含め、四谷駅周
辺エリア全体を対象としています。

69 意見書

四谷駅前の再開発はH32 年に完成す
る。10 年を目標とする都市マスタープラ
ンの中に、既に決定されている事業の施
策が活用となるのか

d

質問に回答します。
四谷駅前地区再開発は、完成後の賑わ
いや活力を、周辺に広げていくことが重
要と考えています。このための市街地再
開発事業の役割も示しています。

70 意見書

四谷駅周辺エリアの推進方策で、駐車場
地域ルールを想定されている区間はどこ
か。また、当駐車場地域ルールの具体イ
メージを最終案に示される事を希望す
る。 d

質問に回答します。
駐車場地域ルールの適用地区は、すで
に都市計画で定められている駐車場整
備地区が対象範囲となります。具体的な
範囲については、地域の駐車場の利用
実態や関係機関等の意向を踏まえ、まち
づくりの機運が高まった段階で検討を
行っていくものです。

71 意見書
四谷駅周辺エリアの推進方策で、大規模
建物な計画とは、四谷駅前地区再開発
のことか。

d
質問に回答します。
四谷駅前地区の再開発も含め、今後の
大規模な建物計画を対象としています。

　■神宮外苑・信濃町駅周辺エリア

72 意見書

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアでは、新
国立競技場の帰宅困難者対策のみなら
ず、渋谷区とともに災害時の一時避難場
所、防災拠点としての整備推進につい
て、記して頂きたい。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
帰宅困難者対策については、東京都を
含めた近隣区との連携が必要な旨追記
します。
ご指摘を踏まえ、「…、港区や渋谷区と連
携し帰宅困難者対策等を推進します。」
に修正します。

73 意見書

信濃町駅周辺の戦略の方向性は「賑わ
い」であるが、まちづくり協議会の要望
は、賑わいのほか「防災」「住みやすく落
ち着いたまち」「景観」もある。この観点か
らの取組みも記載すべきだ。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ご指摘を踏まえ、以下の３点を追記しま
す。
「信濃町駅周辺や外苑東通り沿道の景
観の形成を図ります」
「外苑東通り沿道の後背地やＪＲ中央線
南側などでは、業務交通等と生活交通を
区分し住みやすく落ち着いたまちを形成
するなど、良好な環境の創出について住
民とともに検討します。」
「災害時の避難経路として、細街路の拡
幅整備とともに避難経路の確保等のため
歩行空間の確保を図ります」

74 意見書

エリア戦略（原案）の神宮外苑・信濃町駅
周辺エリアにおいて、①防災対策の充実
として「緊急車両の通行や安全な歩行者
空間確保など、市街地の防災性を高める
ため、狭隘道路の解消を優先して取り組
んでいく。」を記載してもらいたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ご指摘を踏まえ、「災害時の避難経路と
して、細街路の拡幅整備とともに避難経
路の確保等のため歩行空間の確保を図
ります」と追記します。
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意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

75 意見書

新国立競技場や神宮外苑でのイベント
開催時における、リスク管理をどう考えて
いるか。サイン計画、デジタルサイネー
ジ、ITC 等のインフラ整備等が必要だ。 c

意見として伺います。
開催時は施設管理者や主催者をはじめ
関係機関等が連携してリスク管理を行い
ます。ご指摘のようなインフラは、現在、
東京都が中心となりサイン整備等を進め
ています。

76 意見書

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアは、エリ
アの設定ではスポーツクラスターを謳い
エリアの範囲図は、中央線北側の地域も
一体としているが、その南北では土地利
用は異なる。また信濃町駅周辺地区まち
づくり協議会の要望は、必ずしもスポーツ
クラスターとしてのゾーニングではない事
を考慮し、「２-１神宮外苑、２-２信濃町」
に分けることを望む。

d

質問に回答します。
神宮外苑・信濃町駅周辺エリアは、新国
立競技場周辺のスポーツクラスターを含
めて周辺のまちづくりを推進するためエリ
アの設定をしました。このため、JR中央線
北口の商店街や信濃町周辺まちづくり協
議会の役割も重要になると考えていま
す。
また、スポーツクラスターから信濃町駅、
四谷三丁目駅をつなぐ外苑東通りの連
続した賑わい創出も示しており、このため
エリアは、一体的に捉えることがよいと判
断しました。

77 意見書

信濃町駅と神宮外苑、北側の信濃町地
域への動線計画はイベント開催時、病院
へのアクセスが重要だ。信濃町駅の改良
計画の有無、それに合わせた施策の方
向性ついて記載願いたい。

d

質問に回答します。
ご指摘の課題は十分認識しています。信
濃町駅周辺では、まちづくり協議会により
まちづくりの検討が行われており、まちづ
くりの方向性についても議論が進められ
ています。

78 意見書
神宮外苑・信濃町駅周辺エリアで、幹線
道路は外苑東通りのエリア内全区間を指
すのか。

d
質問に回答します。
エリア内の外苑東通りとして信濃町駅か
ら四谷三丁目駅の間を想定しています。

79 意見書

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアで、高度
地区の変更とは地区の変更か、最低・最
高高さの変更の何れか。 d

質問に回答します。
当エリアの幹線道路である外苑東通り沿
道が対象となりえます。ただし、推進方策
の具体的な手法の活用について、地域
や関係機関の意向を踏まえ、手法などの
活用を検討するものです。

80 意見書

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアで、地区
計画による低層部への商業施設の誘導
の対象は、若葉・須賀町か。現地区計画
区域は、外苑東通りに面する地域まで指
定されていないと思うが、どこを対象と考
えるのか。

d

質問に回答します。
低層部への商業施設の誘導は、信濃町
駅から四谷三丁目駅間の、外苑東通り沿
道が対象となりえるものと考えています。

81 意見書

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアの推進施
策で、「大規模建物な計画」とあるが該当
する計画があるのか。 d

質問に回答します。
エリア戦略は10年後を見据えた計画で
す。記載については、今後大規模な建物
計画がされた場合を想定しています。

82 意見書

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアの推進施
策。「一定規模以上の施設計画」とある
が、大規模と一定規模以上の違いは何
か。 d

質問に回答します。
「一定規模以上」の表記は、各事前協議
で定められる対象規模を簡易に表現した
ものです。「大規模」の表記は、市街地再
開発事業等の都市開発諸制度を用いた
計画を想定して表現しているものです。
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No.

意見（要旨） 意見への対応

83 口頭

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアの戦略の
イメージがつかない。対象とする方針は
具体的にどのようなものか。

d

質問に回答します。
神宮外苑・信濃町駅周辺エリアでは、神
宮外苑地区の整備、信濃町駅周辺の賑
わいの創出等を、また、快適な都市空間
の形成として地域の自然･歴史等を活か
した景観形成等を示しています。さらに
推進方策として具体的に進める手法を示
しています。

　■神楽坂エリア

84 意見書

千代田区、文京区は飯田橋駅を中心に
複数のまちづくりが着実に実を結び発展
している。さらにJR飯田橋駅は旧牛込駅
のあった場所に新たな駅を建設中だ。こ
うした中、揚場町と下宮比町にある７棟の
中大型ビルの所有者がまちづくりビジョン
を共有することが、エリア戦略の核になる
と考え、近い将来この地域が、区の東の
玄関口になることを願う。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案における飯田橋駅東口
周辺エリアのエリアの概要で「新宿の東
端にあって都心部や都内各地をむすぶ
玄関口として機能を果たしています」と示
しています。
重点的な取組みでは、大規模な開発計
画がある場合は、賑わいの形成、防災性
の向上、環境に配慮したまちづくりなどの
ため、新たな拠点の形成を図ることを示
しています。

85 意見書

神楽坂エリアで、早稲田通りは、主要地
方道ではあるがその機能はないと思う。
未整備区間の早稲田通りの在り方につ
いて、隣接の未整備区間と共に検討をお
願いしたい。 a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
神楽坂エリアの重点的な取組みでは、都
市計画道路である早稲田通りのあり方の
検討ついて示しています。都市計画道路
は広域の交通ネットワークを形成するも
のであり検討などにあたっては隣接する
区間なども考慮していきます。

86 口頭

まちづくり長期計画骨子案において、箪
笥地域まちづくり方針の見直しの視点・
方向性が「快適に観光ができる・過ごせ
る神楽坂」であったものが、ご意見を踏ま
えて骨子では、「多様な来街者が楽しめ
る神楽坂」に修正された。私が提出した
意見は、そのようなことではなく、外国人
向けのサイン整備や路上障害物の是正
などのハードウェアではなく、ホスピタリ
ティを向上させるようなソフト戦略が重要
ではないかということであり、まちづくり協
定の見直しをして広めていく必要がある
という意見である。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略の神楽坂エリアにおいては、
推進方策に「来街者に対するおもてな
し」に関する区民、事業者、行政の各ま
ちづくり主体の役割について示していま
す。

87 意見書

神楽坂エリアで、細街路の拡幅整備と
「建築基準法に基づく道路拡幅の見直
し」の関連について、最終案で記して頂
きたい。なお、「建築基準法に基づく道路
拡幅の見直し」について、最終案に脚注
をお願いしたい。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ご指摘を踏まえ用語解説で記載します。
細街路の拡幅整備は、新宿区細街路拡
幅整備条例に基づく事前協議等により、
細街路の拡幅整備を進めるものです。
建築基準法に基づく道路拡幅の見直し
は、街並み誘導型地区計画と合せて、建
築基準法第42条3項道路指定による建
替えを進めるものです。
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意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

88 意見書

神楽坂エリアの戦略は概ね賛同する。但
し路上障害物について区道は取り締まり
で解決できても、芸者新道等の私道や個
人の敷地内の店先空間も含めて考えな
ければならない。街全体で対処すべく、
神楽坂まちづくり興隆会のテーマとして
戴きたい。

b

今後の取組みの参考とします。
ご指摘の通り、路上障害物は地域全体
で連携して取り組むことが重要であると考
えており、神楽坂まちづくり興隆会を始め
各団体とともに、引き続き取り組んでいき
ます。

89 意見書

神楽坂通りに限らず、大久保通りや本多
横丁等のエリア内で、歩道上の置き看板
が歩行者の障害となっている箇所があ
り、来街者の安全と風情あるまちなみの
保全のためルール作りや撤去等の対策
が必要だ。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）の神楽坂エリアにおい
ては、重点的な取組みの一つとして置き
看板対策を示しています。ご意見の提案
は、今後の具体の取り組みの際の参考と
いたします。

90 意見書

神楽坂エリアで、路地部での出火災害時
の対応施策面や消防活動困難区域への
対応等についても記して頂きたい。

c

意見として伺います。
ご指摘のうち「路地部での出火災害時の
対応施策」は、「伝統的な建物や路地な
どの地域特性を踏まえた初期消火体制
等の充実を図ります」と「狭あい道路が多
い場所では、災害時の避難経路となる細
街路の拡幅整備を図ります」と示し、消防
活動困難区域等での重点的な取組みと
しています。

91 意見書

神楽坂エリアと飯田橋エリアのゾーン境
が重なりあうが。これで良いのか。

d

質問に回答します。
神楽坂エリアと飯田橋駅東口周辺エリア
の両方でまちづくりが進んでいます。隣
接し合うエリアにおいて、それぞれのまち
づくりで調和を図りながら進めることが必
要です。

92 意見書

地下鉄飯田橋駅の更新による歩行環境
整備が取り上げられているが、どの様な
更新が計画されていてどの様な整備を考
えられているのか。

d

質問に回答します。
地下鉄飯田橋駅で更新が行われる際に
は、交流空間やバリアフリーへ配慮した
計画となるよう、鉄道事業者とともに検討
を進めたいと考えています。

93 口頭

神楽坂エリアについて、事業を行ったこと
による経済効果の見込みと根拠を示して
ほしい。

d

質問に回答します。
エリア戦略では、エリアの課題を解決す
るとともに、生活の利便性の向上や来街
者の増加などまちの活性化やその効果
を周辺地域、さらには区全体に波及させ
ることをめざし重点的な取組みなどを示
しています。
重点的な取組みは、区民、事業者、行政
が連携・共有しながら、合意形成が図れ
たものから推進します。
現段階では、根拠のある経済効果の見
込みを示すことはできません。

94 口頭

神楽坂エリアにおける重点的な取組み
に、（１）「②地域特性を踏まえた都市計
画道路の整備」とあるが、今ある道路を整
備するのか、新しい道路をつくるのか。 d

質問に回答します。
大久保通りにおける都市計画事業は現
在の道路の拡幅整備です。この課題を
解決するため重点的な取組みとして、賑
わいの連続性に配慮した、大久保通り
（放射第25号線）の整備促進を示してい
ます。
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No.

意見（要旨） 意見への対応

95 口頭

神楽坂エリアの推進方策に、路地保全の
ことが記載されている。おそらく２項道路
のことであると思うが、ここは昔からの古
い建物、まちなみが残っている。一般的
には道路を広げるためには沿道は高い
建物に建替えることになるが、ここでいう
路地保全とは、沿道の昔からの古い建物
も建替えることもあるとは思うが、建物の
高さや道幅は変えずに残すということな
のか。

d

質問に回答します。
神楽坂エリアで検討している路地保全と
は、現状建替えにより4mとなってしまう道
路幅員を、三項道路に指定することで
2.7mにすることです。また、あわせて地区
計画により路地からの見え方の配慮や建
築物の形態意匠の制限などのまちづくり
のルールを作ることで、路地景観の保全
を図っていこうと考えています。

　■飯田橋駅東口周辺エリア

96 意見書

飯田橋駅東口周辺エリアの推進方策に
「大規模施設への、ICT によるエネル
ギーの管理、コージェネレーション設備
の導入」とあるが、重点的な取組みには
記載がない。また、当「大規模施設」と
は、今後立地する施設を指すのか。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
重点的な取組み「（１）新たな拠点と基盤
整備の推進」では、「大規模な開発計画
がある場合は、環境に配慮したまちづくり
などのため、新たな名拠点の形成を図り
ます。」と示しています。ご指摘いただい
た推進方策は、環境に配慮したまちづく
りに対応しています。

97 意見書

飯田橋駅東口周辺エリアは鉄道、道路
が集中しており、歩行者も多いので、安
全上の観点から是非整備していただきた
い。飯田橋東口には駅前広場がなく、タ
クシー乗り場も高架の近くで危険。また、
老人やベビーカーを押す女性にとって
も、大通りを渡るのは危険なので、駅前
整備及びバリアフリー化を進めていただ
きたい。また、歩道も広くし、建物を集約
化・超高層化（市街地再開発事業等を適
用）し、公共的な空地を広くして緑が多く
光が降り注ぐ健康的な街になれば良いと
思う。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の飯田橋駅東口周辺エリ
アでは、重点的な取組みの一つとして、
「誰もが快適に移動できる趣のある空間
形成」を示してます。
また、具体的な手法の活用として「市街
地再開発事業の推進による新たな賑わ
い拠点の形成」も示しています。

98 意見書

とても理解しやすい「まちづくり長期計
画」であり、賛成できる内容だ。特に「飯
田橋駅東口周辺エリア」については、既
に地区計画がかかっている「神楽坂エリ
ア」との住み分けが明確にされており、JR 
飯田橋駅ホーム移設工事、飯田橋駅東
口五差路の歩道橋、放射第25 号線の開
通に伴う土地利用の変化といった問題が
明確に示されている。また、その問題点
に対する「具体的な手法の活用」も明確
にされており、今後「飯田橋駅東口周辺
エリア」の発展に寄与するエリア戦略だと
思う。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の飯田橋駅東口周辺エリ
アでは、重点的な取組みの一つとして、
「誰もが快適に移動できる趣のある空間
形成」を示してます。
また、具体的な手法の活用として「市街
地再開発事業の推進による新たな賑わ
い拠点の形成」も示しています。

99 意見書

飯田橋駅東口エリアにおける『住・商業・
業務が調和した賑わい創出の推進』とい
う方向性はこのエリアの特性に合致す
る。多様な世代の方が行き交うこのエリア
においては、建物だけでなく、歩行者空
間におけるユニバーサルデザインの考え
が重要だ。歩道部の拡充や広場状空地
の確保など人々が集いながら賑わう場所
を創出し、それを増進するような施策　
（市街地再開発事業や高度利用地区な
ど）を推進していただきたい。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の飯田橋駅東口周辺エリ
アでは、重点的な取組みの一つとして、
「誰もが快適に移動できる趣のある空間
形成」を示してます。
また、具体的な手法の活用として「市街
地再開発事業の推進による新たな賑わ
い拠点の形成」も示しています。
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意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

100 意見書

飯田橋駅東口周辺エリアで、市街地再
開発事業、再開発等促進区、高度利用
地区をエリア図に記入されたい。 c

意見として伺います。
放射第25号線整備や飯田橋駅ホーム移
設工事などを契機とした推進方策であ
り、今後のまちづくりが進捗する中で具体
的な手法やその範囲などを検討するもの
で、現段階で図示することはできません。

101 意見書

飯田橋駅東口周辺エリアにおいて、具体
的な手法として、再開発等促進区や高度
利用地区等の活用、都市再生緊急整備
地域の指定が明記されたことは、当エリ
アのまちづくり機運を高める追い風とな
り、地域の課題解決に向けた民間開発の
動きが大いに盛り上がっている。一層の
まちづくり環境整備へのご支援を期待し
ている。

c

意見として伺います。
エリア戦略は、区民、事業者、行政の各
まちづくり主体が連携しながらまちづくり
を進めていくため、推進方策として各まち
づくり主体の役割を示しています。飯田
橋駅東口周辺エリアにおいても地域の意
向を踏まえたまちづくりを推進していきま
す。

102 意見書

まちづくり戦略プラン、特にエリア戦略は
非常に評価でき、新宿にとってとても有
効な考えだ。特に飯田橋東口周辺エリア
はまちづくり協議会が始まったとはいえ、
緊急を要する街であるので、一早くエリア
戦略に入れて頂いた事は一層のはげみ
と住民との一体感も出来ると思う。また、
五差路の問題、駅移動の問題を積極的
に取り上げて頂いている事、土地利用に
関して有効な手法が示されている事、駅
東口周辺には、都市再生緊急整備地域
の指定なども合わせて考えて頂いている
など、地域の要望に即した案だと思う。

c

意見として伺います。
飯田橋駅東口周辺エリアに限らず、まち
づくりを進めていくためには、区民、事業
者、行政の役割分担と連携が必要である
と考えています。区としてもまちづくりの
一層の推進に向けて取り組んでいきま
す。

103 口頭

整備された放射第25号線を通ってJCHO
東京新宿メディカルセンターのあたりに
行くと、道は広く空がすっきりして気持ち
よい。この都市マスタープランに沿ってこ
れからまちづくりが進むと、方々でこう
いった事が起きてすごいまちになると思
う。ただし、地域に住んでいる人のためで
はなく、地域を訪れる人のための計画で
あるようにも思える。地域に住んでいる人
達が集える場所が必要で、住んでいる人
達にとって住みよくなることが必要であ
る。

c

意見として伺います。
道路は、交通機能のほか、防災機能や
空間機能、沿道の市街地形成機能も有
しており、その整備は重要と考えていま
す。
このため、道路整備の際は、道路周辺一
体のまちづくりについて、地域住民の
方々と連携しながら、地域特性に応じた
まちづくりを進めていきます。

104 意見書

飯田橋駅東口周辺エリアで、都市再生
緊急整備地域は今後の予定か。 d

質問に回答します。
都市再生緊急整備地域については、今
後の地域指定を目指すことを示していま
す。

105 意見書

飯田橋駅東口周辺エリアで、「大規模施
設への、ICT によるエネルギーの管理、
コージェネレーション設備の導入」とある
が、どの様な政策課題に基づくのか。

d

質問に回答します。
環境政策のうちエネルギー利用の効率
化やヒートアイランド対策として、今後の
大規模開発等の際に、事業者へ導入を
促すことを想定した推進方策です。

106 意見書

飯田橋駅東口エリアで、飯田橋駅の改良
に伴う動線の変化に対する推進方策の
具体的なイメージがありましたら記載下さ
い。 d

質問に回答します。
飯田橋駅の改良に伴う動線の変化につ
いて、現在具体的な方策のイメージはあ
りません。今後、飯田橋駅ホーム移設工
事に伴う人の流れの変化を考慮したまち
づくりを進めていきます。
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107 口頭

飯田橋駅東口周辺エリアのエリア図に、
「飯田橋駅東口五差路歩道橋」が青い破
線で囲ってあるが、何とかするということ
か。 d

質問に回答します。
飯田橋駅東口五差路にかかる歩道橋に
ついてはバリアフリーなどの観点からもエ
リアの課題と捉えています。エリア戦略に
おいても重点的な取組みとともに隣接区
との連携を示しています。

　■若松環４沿道エリア

108 意見書

若松環４エリアで、「西富久地区から早稲
田駅までの道路ネットワーク化を視野に、 
エリア一帯の道路・交通体系の構築」とあ
るが、若松河田駅もポイントとなるため合
わせて考えて頂きたい。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
「西富久地区から早稲田駅までの道路
ネットワーク化」については、エリア範囲
内に位置する若松河田駅も含まれていま
す。

109 意見書

若松環４エリアで、夏目坂工区の両側拡
幅後の残地の土地活用について行政側
で支援し、一体的なまちづくりが形成され
るよう希望する。 b

今後の取組みの参考とします。
夏目坂通りは優先整備路線となってお
り、都市計画道路の整備にあたっては、
まちが大きく変わり、土地利用についても
検討が必要です。地域の方々のご意向
を踏まえながら、まちづくりの具体的な制
度や手法について検討していきます。

110 口頭

若松環４沿道エリアの夏目坂通りの感通
寺あたりから馬場下町の間は、道路は広
くなったが、沿道の状況からすると逃げ
場がなく避難経路として利用できない。
早急にこのエリアの関係町会のまちづくり
に関する集会を開いていただき、区も支
援して防災などに関することを皆さんで
検討していただきたい。榎地域は防災に
特に力を入れていろいろな事を実施して
いる地域で、毎年、各避難所で防災訓練
を行っており、皆さんで参加していただき
たい。また、町会への加入によって絆を
深め、まちづくり、福祉の面で支えあいに
協力願いたい。

b

今後の取組みの参考とします。
若松環４沿道エリアに、夏目坂通り（環状
第４号線）について記載しています。夏
目坂通りを含む「環状第４号線の整備」を
重点的な取組みとして示しました。
また、推進方策として、「地域との連携に
よる環状第４号線の整備を契機として良
好な住環境の創出」を示しています。ま
ちづくりを推進するための区民、事業者、
行政の役割を推進方策として示すこと
で、まちづくりに関わる各主体が課題解
決に向けて連携したいと考えています。

111 意見書

若松環４エリアで、「防火地域の指定」と
あるが、中井駅周辺エリアは「新たな防火
規制の指定」とある。都市計画法と都建
築安全条例のものと思いますが、最終案
では説明を加えていただきたい。また、 
中井駅エリア以外で「新たな防火規制の
指定」の地域はないのか。

c

意見として伺います。
防火地域と新たな防火規制は、用語解
説で整理します。
なお、新たな防火規制の指定は、木造住
宅密集地域を対象に建築物の不燃化を
促進する制度です。十二壮通り・青梅街
道周辺エリアにおいても示しています。

112 意見書

他の12 のエリアに比べ、この「若松環4沿
道エリア」は、地域の立ち退き問題や、町
会分断などのその住民自体の問題が大
きいだけに、他町会のものが意見を言う
事がためらわれる。

c

意見として伺います。
エリア戦略（原案）の若松環４沿道エリア
では、環状第４号線の整備あたり周辺住
宅地からの歩行者ネットワークを形成す
ることを示しています。
また、夏目坂通りの整備を見据え、地域
特性を踏まえた整備のあり方を検討する
とともに、地域住民の意識の醸成を高め
ることを示しています。
一方で、区民の役割として、環状第４号
線の整備に伴うまちづくりに参画し、まち
のあり方を検討することを示し、行政はこ
の活動を支援するとしています。
道路整備によりまちの状況の変化が想定
されますが、エリア戦略に基づきまちづく
りを行っていきます。
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113 口頭

夏目坂通り（環状第４号線）の拡幅計画
線がかかっているところには商店がある。
拡幅するために商店を移転させてまちづ
くりにつながるのか。

d

質問に回答します。
若松環４沿道エリアでは、重点的な取組
みとして、夏目坂通りの整備を見据え、
地域特性を踏まえた整備のあり方を検討
することを示してます。

114 口頭

余丁町だけでなく富久にも沿道に組織的
なものがある。若松地域の重点的な取組
みとして「みどり豊かな潤いある空間を創
出」、「安心・きれい・快適なまちの創造」
と記載されてあるが、それに添った組織
の取組みの話を聞きたい。

d

質問に回答します。
富久地区まちづくり協議会は、平成21年
に設立され、これまで富久公園部会や環
状4号線沿道部会において、まちづくりの
検討を進めてきました。今後も、地域の
皆様のご意見を踏まえてまちづくりに取り
組んでいきます。

115 口頭

若松環４沿道エリアの重点的な取組みの
（２）②「公園配置の見直し」に「地域のコ
ミュニティの場となる公園づくりについて
検討します」と記載されてあるが、都市計
画道路と重複している都市計画公園（富
久）の検討の内容は、現在の計画位置で
公園をつくるということなのか、あるいは
新たな場所での公園整備のことなのか。
５年10年で新たなコミュニティの場となる
ような公園をつくることは考えにくい。検
討事案としてではなく具体的にどうするの
か示してほしい。

d

質問に回答します。
都市計画公園（富久）については、その
あり方について検討しているところです。
平成20年度に整備された富久さくら公園
や再開発で整備される公開空地なども含
めて、コミュニティの場となるものをつくる
ということを前提に、地域の皆様とともに
検討していきます。

　■大久保・百人町エリア

116 意見書

大久保二丁目において、隣人の土地の
所有者が外国人で、アパートやシェアハ
ウス形式で外国人に部屋を賃貸してい
て、建物の裏、隣家との境目の敷地は草
取りや清掃をしない。窓から捨てられたゴ
ミ、野良猫の糞、死骸があっても当方が
処分してもらうよう連絡をしなければなら
ない。土地のオーナーは連絡先を明示し
た看板なり、又管理会社が請け負ってい
ても連絡先を明示した看板等を、責任を
もって土地の入口に提示して欲しいし、
行政がそれを出すように指導して欲しい
と願います。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
ゴミ出しは区から、町会・自治会、個人、
建物管理者などに周知し、協力をお願い
しております。
また、エリア戦略原案における大久保・百
人町エリアの重点的な取組みのなかに
「居住する外国人には、ゴミ出しの生活マ
ナー等について周知徹底を図り、地域コ
ミュニティの醸成に努めます。」と示して
います。

117 意見書

新大久保駅周辺の大久保通りの混雑
は、ピークを過ぎたといわれているが、今
日でも車いすやベビーカーなどの“交通
弱者”にとっては、とても歩けない道だ。
安全で安心して歩けるよう歩道を整備し
てこそ、「賑わいが創出」されるもので
あって、歩道を整備しないままでにぎわ
い創出は区民にとって迷惑この上もな
い。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の大久保・百人町エリア
では、重点的な取組みとして大久保通り
沿道は賑わいが損なわれることのないよ
う配慮しつつ快適な歩行空間の確保を
図ることを示しています。
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118 意見書

大久保・百人町エリアは、大規模未利用
地として、工場跡地や社宅、周辺の駐車
場を合わせた総合的な再開発を提案す
る。工場跡地は、2車線の道路と離れて
いることから、このままでは都心の貴重な
土地が有効活用せずに終わってしまう。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案における大久保・百人町
エリアの重点的な取組みとして、大規模
な未利用跡地の開発を契機としたまちづ
くりの推進を図ることを示しています。跡
地のみの開発ではなく、周辺一帯のまち
づくりを進められるよう取り組んでいきま
す。
開発を行うためには、区民・事業者・行政
の連携が必要であり、引き続き「戦略の
方向性と重点的な取り組み」に基づき、ま
ちづくりの推進に取り組んでいきます。

119 口頭

大久保通り沿道は人の集まりに対し、歩
道が狭すぎる。広げるという視点を出して
ほしい。危険だ。 a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
ご指摘については、エリア戦略において
大久保・百人町エリアの戦略で、大久保
通りの歩行空間の改良を重点的な取組
みとして示しています。

120 口頭

百人町三丁目も民泊が増え、保健所に
改善をお願いしているが改善されない。
旅行者の出すゴミが大きな問題だ。賑わ
いも重要だが、住民との関係をどうしてい
くかということも問題だ。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
区では民泊について、無許可の宿泊行
為は違法であることとして、施設の調査を
行い、違法な営業を行っている場合は、
営業者に対して指導していますが、件数
も多く是正に時間がかかっている状況で
す。
　今年6月、住宅宿泊事業法（民泊新法）
が公布され、1年以内に施行されます。
　区としては、住宅宿泊事業は、既存の
ホテルや旅館等の宿泊施設を補完し、観
光客の宿泊需要に対応するものと考えて
いますが、区民の安全と平穏な生活環境
を守ることを優先して、事業者が適正な
運営をするよう条例制定に取り組んでい
きます。

121 口頭

大久保・百人町エリアでは、大久保通り
のあり方について検討するとあるが、セッ
トバックで道路を拡幅していくと、沿道の
賑わいや個性がなくなる。道路の拡幅に
よる安心安全の確保は大事だが、かつて
の賑わいがなくなるようなことにならない
プランにしてもらいたい。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
大久保・百人町エリアの重点的な取組み
の一つに、大久保通り沿道は賑わいが
損なわれることのないよう配慮しつつ、快
適な歩行空間の確保を図ることを示して
います。

122 意見書

大久保通り背後地の４ｍ未満道路におけ
る建物建替えに関し、どの様な施策が考
えられるかについて、記載ねがいたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
拡幅細街路拡幅整備事業により拡幅し
ていきます。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「災害時の避難経路となる細街路の拡幅
整備を図ります」と追記します。
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123 口頭

大久保・百人町エリアは、大久保駅、新
大久保駅、東新宿周辺がつながる大久
保通り沿道一帯となっており、大久保地
域全体の話ではないのか。推進エリアに
は百人町三丁目が入っていないが、ここ
では大学キャンパスの整備が始まってい
る。文化通りの賑わいはいいが、整備さ
れていないため歩道上の商品陳列など
で歩けない。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに「大
学の立地による駅利用等の歩行者増加
を踏まえ、快適な歩行空間のあり方の検
討を行います。」と追記します。

124 口頭

戸山公園はどこかと尋ねられる。明治通
りの両側にあり、ネーミングでわかりやす
く案内できるようにするとよい。戸山公園
箱根山地区はエリアに入っていない。都
有地であるから入っていないのか。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
重点的な取組みの一つとして、「高田馬
場駅周辺と都立戸山公園の歩行者ネット
ワークの向上と、都立戸山公園の魅力
化」を追記します。

125 意見書

大久保・百人町エリアは、細街路・路地
が張り巡らされ、歴史を感じる。本エリア
戦略が確実に進行される事を期待する。 b

今後の取組みの参考とします。
エリアの概要で示したとおり、短冊状の町
割りは大久保・百人町エリアの特徴となっ
ています。地域の特性をいかしながら、
エリア戦略等に基づきまちづくりをを進め
ていきます。

126 意見書

大久保・百人町エリアの「都市再生緊急
整備地域の指定」は、高田馬場エリアで
も記載されているが、大久保～高田馬場
地域の領域を、今後新たに申請する予
定か。そうであれば、分かり易く記載いた
だきたい。

b

今後の取組みの参考とします。
今後、まちづくりが具体化するなかで、都
市再生緊急整備地域の指定を目指しま
す。

127 意見書

大久保・百人町エリアは、景観上見苦し
いため「景観まちづくり計画における区分
地区指定」の推進を是非願いたい。特に
大久保通り商店街において「商店街フ
ラッグ事業」の検討を要望する。 b

今後の取組みの参考とします。
景観まちづくり計画における区分地区指
定については、まちづくりの取組みが進
む中で地区計画の策定等とあわせて、検
討します。
大久保通りにおける商店街フラッグ事業
は、沿道の新大久保商店街振興組合が
既に実施しております。

128 意見書

大久保通りを歩行者天国とすること。い
つも歩けなくて困っている。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略は、地域の課題やまちづくりに
対するニーズが多様化していることから、
区民、事業者、行政の連携によるまちづ
くりが重要であることを踏まえ策定しま
す。
大久保・百人町エリアでは、大久保通り
の現状課題を踏まえ、歩行空間の改良を
重点的な取組みとして位置づけ、これを
区民、事業者、行政の連携によって解決
していきたいと考えています。
ご提案は、まちづくりの動きを見据えつ
つ、概ね５年ごとの見直しの中での参考
といたします。
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129 口頭

大久保・百人町エリアの戦略の方向性は
「人々を惹きつける新たな賑わいのまち
づくりの推進」であり、大久保通りについ
て「歩行空間の改良」とあるが、具体策が
示されていない。大久保通りの南側に職
安通り（放射第６号線）がマッカーサー道
路まで整備されており大久保通りは補助
的な道路である。例えば、明治通りから
小滝橋通り間は、休日や祝祭日は歩行
者天国にしてもいいのではないか。現状
の歩道は混雑で歩行者交通も安全でな
い。大久保駅を改良した上で、新大久保
駅と大久保駅を拠点とし、小滝橋通り～
大久保駅～新大久保駅～明治通りで相
互交流・快適な交通が実現できれば活
性化策も実現できる。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略は、地域の課題やまちづくりに
対するニーズが多様化していることから、
区民、事業者、行政の連携によるまちづ
くりが重要であることを踏まえ策定しま
す。
大久保・百人町エリアでは、大久保通り
の現状課題を踏まえ、歩行空間の改良を
重点的な取組みとして位置づけ、これを
区民、事業者、行政の連携によって解決
していいきます。
ご指摘のような提案は、まちづくりの動き
を見据えつつ、概ね５年ごとの見直しの
中で、参考といたします。

130 意見書

大久保・百人町エリアで、重点的な取組
みに「大規模開発がある場合」とあり、推
進方策に「大規模未利用跡地における」
とある。整合を望む。 c

意見として伺います。
重点的な取組みの「大規模開発がある場
合」は、開発の際の誘導事項を示してい
ます。「大規模開発」は、「大規模未利用
地跡地」を含めたエリア内全体を想定し
た表現です。また、推進方策は、容積率
を高めるなどで土地を高度利用するとい
う手法を示しています。

131 意見書

大久保・百人町エリアで、「地区計画制
度による建物の建替え促進」の内容が分
からないため、最終案で記載して頂きた
い。

c

意見として伺います。
「壁面後退と容積率や道路斜線の制限
緩和など」により、建替えを誘導する手法
としてを示してます。

132 意見書

大久保通りは計画幅２０ｍの道路であり、
事業の困難性を感じる。あり方検討をど
の様な観点から検討されるか、示された
い。

c

意見として伺います。
「未整備の都市計画道路である大久保
通のあり方検討」については、エリア戦略
等に基づき、今後、地域の方々の意向等
を踏まえて検討を行うものです。

133 意見書
大久保商店街と、大久保に多く立地する
キリスト教会が協力しお祭りを行ってはど
うか。

c
意見として伺います。

134 口頭

エリア戦略には、最も老朽化している大
久保駅についての方針がない。大久保
駅の活性化がないと、新宿百人町明るい
会商店街の活性化はありえない。エリア
戦略といってはいるが、基本的には鉄道
駅と周辺道路の整備のことだけだ。

c

意見として伺います。
大久保・百人町エリアでは、2020年を目
途にした新大久保駅の建替えが進めら
れています。改良により来街者の増加が
期待され、その効果を大久保駅も含め周
辺地域に広げるために、大久保通りの歩
行者空間の改良などを重点的な取組み
として示しています。

135 口頭

新大久保駅は改良しても西武鉄道と話を
しないと改善しない。駅をバリアフリー化
しても上がり下がりは増えて改善されな
い。このため、隣接する変電所の土地を
活用し線路の上に橋を架けて広げるとい
う案はどうか。補助第72号線にもつなが
る。駅をつくれば高田馬場駅の改善にも
なる。さらに、補助第72号線の未着工部
分を立体化し地上は道路、東側は人工
地盤をつくりホームを広げる。そうすれば
ある程度駅前の混雑は解消される。

c

意見として伺います。
新大久保駅はエレベーター整備でバリア
フリールートが一つ確保できる予定で
す。
ご指摘のような案についてはご意見とし
て伺います。
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136 意見書

大久保・百人町エリアで、地区計画の策
定とあるが、新たに区域指定するのか

d

質問に回答します。
推進方策の「（１）具体的な手法の活用」
は、地域や関係機関等の意向を踏まえ、
手法などの活用を検討していくもので
す。今後のまちづくりの機運や進捗によ
り、手法として地区計画が有効な場合
は、策定の検討を進めていきます。

137 口頭

新大久保駅の混雑は、西武新宿駅の出
口を大久保方面にもう一つつくれば緩和
すると思う。新大久保駅の混雑緩和につ
いてJRはどこまで本腰を入れているの
か、話をしているのか。

d

質問に回答します。
新大久保駅では、安全性の向上として
ホームドアが整備しました。、また、バリア
フリー化のためエレベーターの設置を行
います。今後も周辺のまちづくりとともに
混雑緩和についても事業者に要請を
行っていきます。

138 口頭

エリア戦略（原案）の大久保地域エリアで
は、大久保通りの歩行空間の改良とある
が、具体的にはどんな手法で改善するの
か。

d

質問に回答します。
想定される手法としては、道路の構成を
見直し車道と歩道の幅員を変更する、街
路樹やガードレールの再整備などが考え
られます。他にも大規模な開発に合わせ
た歩道の拡幅や建物のセットバックによ
る歩行空間の確保などもあり、今後も地
域の皆様のご意見を聞きながら、まちづ
くりに取り組んでいきます。

139 口頭

新大久保駅は改良するが、大久保駅は
何もしないのか。駅舎は古いがまちの顔
である。新宿駅や新大久保駅とは違うの
で、リニューアルでちょっと新しくするので
もよい。

d

質問に回答します。
大久保駅については、バリアフリー化とし
てエレベーターの設置を行いました。今
後も、安全で快適な駅となるよう事業者
に要請していきます。

　■高田馬場駅周辺エリア

140 意見書

駅構内だけでなく、シンボリックなまちの
顔となる駅ビルも含めた駅舎の開発が必
要である。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の高田馬場駅周辺エリア
では、重点的な取組みの中では、ご指摘
のようなシンボル性が重要と考え「駅前の
顔づくりのため、魅力的な駅前広場の整
備など洗練された景観の形成を図りま
す」と示してます。

141 意見書

高田馬場駅の駅前広場の一部が一般車
の通行路となっており、バス停が駅前広
場以外にも各所に点在。また、タクシー
の待機スペースが狭小で駅前通りが混
乱状態。さらに、広場が学生の集会場化
し非効率な利用状況。このため一般車の
進入禁止により広場の混乱を回避し、広
場のスペース上、バスターミナルおよびタ
クシー乗り場の地下化が必須だ。また、
駅前歩道の拡充等による憩いの場の整
備をのぞむ。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案では、高田馬場駅や駅
前広場のあり方の検討について示してい
ます。「戦略の方向性と重点的な取り組
み」に記載の通り、今後、再開発等を視
野に入れたまちづくりの推進の中で、駅
前広場のあり方について検討していきま
す。

142 意見書

高田馬場駅乗降客の激増により、ホーム
や改札口が大混乱状態。このため、乗降
客の動線を鉄道3社の協力のもと、地上
通路のほか、駅舎と駅前再開発ビルとの
2階デッキ連結および地下通路整備によ
る乗降客の分散化により、スムースな人
の流れを実現化すべきだ。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案では、高田馬場駅の駅前
広場のあり方を検討することや、鉄道事
業者等の役割を示しています。
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143 意見書

高田馬場駅前の建物の大半が旧耐震構
造で防災上問題であるため、法定再開
発事業による大型ビル化による防災面の
強化が必要だ。 a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案では、高田馬場駅周辺エ
リアにおいて、市街地再開発事業の推進
について重点的な取組みとして示してま
す。

144 意見書

高田馬場駅の利用度を考えると、災害時
の帰宅困難者、被災者の受け入れ、一
時滞在施設の重要性はかなり高いと思
う。建物のスタディ段階で、エマージェン
シ－パブリックスペース、公共交通ス
ペースの活用など、商業、住居スペース
プランの前に考えた上でのプラン進行を
重んぜたらと思う。そのためにも、各交通
機関の参加を希望する。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の高田馬場駅周辺エリア
においては、重点的な取り組みの一つと
して帰宅困難者対策を示しています。
また、一時滞在施設の確保は、都市マス
タープラン骨子の防災まちづくり方針で
既に示しています。

145 口頭

高田馬場駅を楽しく安全な駅にしてほし
い。周辺の再開発により昼間人口が1万
人増え、戸山口利用者が増えた。JRをま
たぐ跨線橋が必要ではないか。駅は大変
危険な状況にある。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
高田馬場駅戸山口に利用者が集中して
いる事は課題として捉えています。このこ
とも踏まえ、鉄道事業者と連携しスロープ
を設置し、周りの化粧直しを行いました。
また、駅のホームは安全柵を設置してい
ます。
エリア戦略においては重点的な取り組み
として、駅との接続方法に配慮したバリア
フリー化を示しています。

146 口頭

ユニバーサルデザインの先導的な地区
であってほしい。高齢者も、普通の人も
住んで、来訪者が来るというのが良い。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
高田馬場駅周辺エリアの重点的な取り組
みでは、ユニバーサルデザインの推進に
ついて示しています。
また、区ではユニバーサルデザインまち
づくりガイドラインを策定し、誰もが快適
に過ごせる都市空間形成に取り組んで
います。

147 口頭

高田馬場駅ホームが狭くて困っている。
西武線を地下化し、JRを広くして、埼京
線を停める駅にしたらどうか。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
西武新宿線は複々線化事業（地下急行
線）と連続立体交差事業の都市計画が
位置づけられています。高田馬場駅周辺
エリアでは、これらの都市計画のあり方を
検討することを重点的な取組みとして示
しています。

148 口頭

高田馬場駅自体は何も変わっていない。
再開発のエリアと一緒にやるなどの知恵
を働かせてほしい。10年後を目指すと
いってもJRには広げる土地がない。地元
と一緒になってやっていくという姿勢が必
要だ。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
一日当たり約90万人を超える乗降客数
である高田馬場駅は、バリアフリー化や
駅の安全性などを課題として捉えていま
す。このためエリア戦略では、駅舎と一体
となった土地の高度利用や、区と鉄道事
業者の役割を示しています。

149 口頭

エリア戦略に基づき、範囲や手法の具体
的な検討に入っていくと思うが、都市再
生緊急整備地域の資格は十分にあると
思う。駅周辺と一体化するとともに大久保
や戸山公園なども視野に入れ、また、区
と区民が協調して進めることが大切だ。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
高田馬場駅周辺エリアでは、推進方策の
具体的な手法の活用で、都市再生緊急
整備地域の指定について示しています。
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150 意見書

『高田馬場駅周辺エリアにおける、成長
戦略将来像へのヒント』。駅から人をおろ
すまちの魅力づくり。商業・業務・居住の
複合バランス。優良企業誘致やオフィス
拠点の整備。インフラ整備。国際化の対
応。サスティナプルなまちの仕組みづく
り。坂がある傾斜地の有効活用。周囲の
学校の活用。学生や地元企業のまちづく
り参画。再開発を契機に新しい人の流れ
づくり。ユニバーサルデザインの推進。エ
リア全体の環境性能の向上。植栽や壁
面緑化。駅前再開発と戸山公園の2極を
意識する発想。公園・広場などオープン
マネジメントの導入。都立戸山公園に人
を呼び寄せるほどの魅力づけ。戸山公園
の有効活用のため東京都への強力な働
きかけ。公園管理に民間アイデアやゾー
ンマネジメントの手法の検討。神田川沿
い親水エリアの活用。駅前の複層構造化
する検討。メトロの地下街と地上との連
動。駐車場の動線、SMや商業のあり方、
荷捌き場を地下化する検討。駐車場や
道路、魅力づくり。周辺部との関係を考
慮した計画。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
重点的な取組みの一つとして、「高田馬
場駅周辺と都立戸山公園の歩行者ネット
ワークの向上と、都立戸山公園の魅力
化」を追記します。

151 意見書

まちづくりのポイントは駅前広場に加えて
もう一つは生活に寄り添う公園だ。公園
は公民がかかわり育むことで人とまちを
成長させる拠点になり得る。
戸山公園をファッショナブルで楽しく人が
集うスタイルに改造できばエリア資産とし
て重要な役割を担う。（エリア戦略の売り
の一つにしたい）。明治通りで分断されて
いるが戸山公園18.6haで日比谷公園
16.1haに比べても遜色ない面積を有す
る。例えば民間企業などのアイデアも盛
り込み従来の一部ヘビーユーザーだけ
の公園ではなく、一般の多様な人が駅を
下りても行きたくなるようにつくり変えれば
人の流れも大きく変化できる可能性があ
る。普通の人が利用しやすく健康増進に
も役立つ魅力付けが必要だ。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
重点的な取組みの一つとして、「高田馬
場駅周辺と都立戸山公園の歩行者ネット
ワークの向上と、都立戸山公園の魅力
化」を追記します。

152 口頭

高田馬場駅周辺は40数年前の区画整理
以降、何も変わっていない。拠点形成を
進めるには駅前再開発、都立公園の魅
力の向上など進めていくべきである。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
新たな拠点の形成を目指し、駅前ロータ
リーや再開発はエリア戦略に位置づけて
います。公園の魅力向上についても、エ
リアの賑わいづくりや憩いの場づくりが周
辺地域への相乗効果を期待できるため、
素案に反映します。
重点的な取組みの一つとして、「高田馬
場駅周辺と都立戸山公園の歩行者ネット
ワークの向上と、都立戸山公園の魅力
化」を追記します。
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153 意見書

駅周辺やBIG BOXに菓子屋のように日
常的な買い物ができる店がほしい。

b

今後の取組みの参考とします。
現在、高田馬場駅周辺では、まちづくり
協議会において、まちの課題や将来像
について話し合いを行っています。今
後、ご指摘のような意見も踏まえ、地域の
皆様とともに検討していきます。

154 意見書

高田馬場駅の駅前通りの歩道が、狭小・
坂道で危険な状態にある（特に、視覚障
害者3 団体が存在する地域で改善が急
務）。このため、両問題を解決すべく駅前
通りの「早稲田通り」と「諏訪通り」間の一
方通行化により、車道の歩道等への有効
活用するのがよい。あわせて沿道建物の
壁面後退の緩和ならびに既存 区道との
付替え等により、視覚陣害者3団体の再
開発ビルヘの直結·集約化が図られ、徒
歩通行上のリスクが回避できる。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）では、駅前通りの歩行
空間の創出などについて示しています。
今後は、現在高田馬場駅周辺地区まち
づくり協議会で議論している「まちづくり
構想」も踏まえた上で、具体的な検討を
進めていきます。

155 意見書

高田馬場駅の駅乗降客の大半が乗換
で、地元を回遊していないため、駅前地
下街および駅舎と再開発ビルとのデッキ
新設による乗降客の回遊化の促進が必
要だ。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）の高田馬場駅周辺エリ
アでは、「駅周辺の建物等の更新にあわ
せて、周辺建物と一体となった駅舎や駅
前広場のあり方について検討」と示して
います。ご意見は、この検討に際しての
参考といたします。

156 意見書

高田馬場駅周辺の低迷する駅前商店街
の集客カアップが不可欠だ。このため再
開発事業により、差別化を図り魅力ある
まちづくりによる地上ヘの集客誘致が望
ましい。一案として、当地は東南アジア系
住民の日本最多地区にあり、東南アジア
諸国の文化芸能施設を国家間レベルで
集約設置のうえ、一大海外交流拠点とす
るのがよい。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）では、高田馬場駅周
辺エリアにおいて、市街地再開発事業の
推進による新たな賑わい拠点の形成を
示してます。ご意見は今後の参考といた
します。

157 意見書

高田馬場駅周辺は、現状の用途地域枠
では実のある再開発はできない。立体都
市計画など手法も考慮し従来の規制に
縛られない柔軟な発想が求められる。ま
た都市再生緊急整備地域に指定の上、
駅前再開発プロジェクトは都市再生特別
地区の決定を目指したい。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）では、高田馬場駅周
辺エリアは「都市再生緊急整備地域の指
定にあわせた駅前広場などの基盤の整
備」を示しています。ご意見は具体の検
討の際の参考といたします。
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158 意見書

高田馬場駅周辺は、再開発協議会の範
囲に限定せずによりよいまちづくり・将来
像に向けて可能性を探りつつ活動、検討
していくことが高田馬場の価値向上（ポテ
ンシャルアップ）にも繋がる時期と認識し
ている。早急に駅周辺全体の構想プラン
を作成しないと協議会から脱落者が出る
と理想的な開発が出来なくなる。
検討すべき内容は、周辺調査。駅周辺
の全体計画。鉄道各社との調整（西武鉄
道の都市計画決定を変更推進）。都道早
稲田通り見直し。補助72号線ほか区道、
駅前ロータリーの見直し再構築。区立戸
塚第二小学校の多目的利用あるいは移
転、土地の用途変更。駐車場、駐輪場、
バス、タクシーなどへの対応。防災（帰宅
困難者対策を含む）。環境。エリアマネジ
メントなどの必要性。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）では、再開発協議会の
区域を含む広域的な高田馬場駅周辺エ
リア全体について、まちづくりの方向性を
示しています。今後は、現在高田馬場駅
周辺地区まちづくり協議会で議論してい
る「まちづくり構想」も踏まえた上で、まち
づくりの取組みを進めていきます。
なお、ご指摘の内容については、今後の
具体的な検討の際の参考といたします。

159 意見書

高田馬場駅周辺エリアにおいては、通り
に愛称をつけることによりまちづくりに親
しみを持ってもらうのが良い。
ひとつの店がまちを変えるきっかけをつく
ることもある。西武線沿い通り、鉄道沿い
なので電車から視認性が高く、看板 PR 
効果はあるが、まちの雰囲気を伝えられ
る通りになり得る、反面看板についての
品格も必要で地区計画などでガイドライ
ンを示すのが良い。このほかにエリア毎
に特色ある商店街をめざすべきである。

b

今後の取組みの参考とします。
ご提案されている「通りの愛称づけ」や
「通りにおける個性ある店舗立地や景観
誘導」は、今後の具体の取組みにあたっ
ての参考といたします。

160 意見書

高田馬場駅周辺整備を進めるため、①
広場の地下空間の有効活用。②補助第
72号線の開通に併せて新宿駅方面から
の通過車輌のロータリ－部分の直進化。
③BIGBOXの建替に影響している計画や
規制の見直。④戸二小の高度利用を検
討し複合施設としての有効利用。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）では、広域的な高田馬
場駅周辺エリア全体について、まちづくり
の方向性を示しています。今後は、現在
高田馬場駅周辺地区まちづくり協議会で
議論している「まちづくり構想」も踏まえた
上で、まちづくりの取組みを進めていきま
す。
なお、ご指摘の内容については、今後の
具体的な検討の際の参考といたします。

161 意見書

【高田馬場に来る人々のために】①アメニ
ティとして、手塚治とアトムタウン。②日本
点字図書館について、最短アクセスの実
現と、先端的点字図書館機能と視覚障
害の方々へのアミューズメントの提供。③
ダイバーシティとしての機能向上。④早
稲田大学の学術的な知力と学生活用。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）では、広域的な高田馬
場駅周辺エリア全体について、まちづくり
の方向性を示しています。今後は、現在
高田馬場駅周辺地区まちづくり協議会で
議論している「まちづくり構想」も踏まえた
上で、まちづくりの取組みを進めていきま
す。
なお、ご指摘の内容については、今後の
具体的な検討の際の参考といたします。
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162 意見書

【高田馬場に住む人びと】①再開発の中
で、高齢者住宅を確保し高齢化問題に
対応する。②戸塚第二小学校を取り込み
複合施設内に移転。③西武線と東西線
の地下相互乗り入れの実現（東西線プ
ラットフォーム活用、新宿駅地下乗り入
れ）。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）では、広域的な高田馬
場駅周辺エリア全体について、まちづくり
の方向性を示しています。今後は、現在
高田馬場駅周辺地区まちづくり協議会で
議論している「まちづくり構想」も踏まえた
上で、まちづくりの取組みを進めていきま
す。
なお、ご指摘の内容については、今後の
具体的な検討の際の参考といたします。

163 意見書

早稲田駅出口にはエレベーターなし。バ
リアフリーとして、また１通などタクシー等
の案内も含め周辺アクセスを問い合わせ
にすぐ回答できるようにマニュアルを整備
する（新宿コール、新宿バスタ等）。ある
いはメトロ、都バス等々も連携して車イス
の方、視覚障害の方、つきそいの方、旅
行関係バス会社等々来場者、来場予定
者向け情報発信体制を整備しておく。も
し可能なら、インスタントシニア体験装置
や妊婦体験装置をつけて歩いてみるとよ
い。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略（原案）における高田馬場駅
周辺エリアの戦略の方向性は、『賑わい
とユニバーサルデザインのまちづくりの推
進』です。ご指摘のようなバリアに関する
課題が多いため、ユニバーサルデザイン
の強化を重点的な取組みの一つとしてい
ます。インスタントシニア体験装置などに
よる実証実験は、今後の検討課題としま
す。

164 口頭

補助第72号線は、南は諏訪通りまで一方
通行とし、歩行者、自転車、車の優先順
で整備をしてほしい。タクシーのたまり場
をしっかり作って台数制限をするなどして
はどうか。人が歩きやすいようにしてほし
い。

b

今後の取組みの参考とします。
ご指摘の歩行者を優先した考え方は、具
体の検討段階での参考と致します。
台数制限等の規制の考え方は、ご意見と
して伺います。

165 意見書

高田馬場駅周辺エリアでは、西武鉄道が
「地下化都市計画」の存在により法定再
開発事業に不参加表明しているが、駅前
再開発に支障が想定されることから、本
再開発事業における駅前整備は最重要
課題であり、それには「地下化都市計画」
の変更処理が必要不可欠だ。

c

意見として伺います。
エリア戦略（原案）における高田馬場駅
周辺エリアの重点的な取組みに、西武新
宿線のあり方検討を掲げ「駅周辺の整備
とともに、複々線化・立体交差事業ととも
に開かずの踏切対策も視野に入れた都
市計画のあり方を検討します」と示してい
ます。

166 意見書

高田馬場駅が日本で乗降客数 10 位で
あることを踏まえ、駅及び周辺のあり方を
再検討する必要がある。現在は乗換えが
危険と隣あわせで不快との評価。駅とま
ちの接続が快適であることは不可欠だ。
現状では駅、駅広、駅ロータリーのどこも
がボトルネックなっていて歩いて楽しいま
ちとは言いがたい。国交省、都、区から
補助金も確保できるようなプランで将来を
築き、鉄道会社に応援でありプレッ
シャーをかける。

c

意見として伺います。
エリア戦略では、推進方策として区民，
事業者、行政のまちづくりの各主体の役
割などを示しています。まちづくりの各主
体が連携しながら効果的なまちづくりを
推進していきたいと考えています。

167 意見書

高田馬場駅周辺エリアにおいては、バス
ターミナル、タクシー 乗降場、タクシー待
ちレーン、緊急車両、荷捌きエリア、障碍
者用駐車スペース、自転車専用レーン、
駐輪場、自動二輪駐車場、一般駐車場
などのインフラについて、再開発に伴い
検討すべきである。

c

意見として伺います。
高田馬場駅周辺エリアにおいては、ご指
摘の交通インフラの検討は重要なことと
考えます。具体的な対策等については、
今後のまちづくりの中で検討していきま
す。
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168 口頭

高田馬場駅の駅舎を諏訪通りまで延伸
し、山手線と埼京線をさらに高架化し、も
との線路敷きを活用し、歩行者用に開放
してはどうか。そうすると南口改札の問題
も解消するだろう。

c

意見として伺います。

169 口頭

高田馬場のエリア設定は間違っている。
早稲田大学から高田馬場駅までの歴史
的な発展を考えているのか。戦後の都市
計画で、軍用地であった戸山ヶ原一帯を
広大な緑地として残した上で、その中に
早稲田大学を拡張するというのが基本的
な考え方であったが、緑地部分はどんど
ん減っている。

c

意見として伺います。
高田馬場駅周辺エリアの設定にあたって
の理由は、大久保三丁目西地区開発が
完了するとともに、再開発事業の計画も
進み、一層の賑わい、交通ネットワークの
拡充が期待できることです。
なお、戸山公園周辺の広大な緑は、都
市マスタープランにおける将来の都市構
造で「七つの都市の森」と位置づけてお
り、みどりの保全と拡充を進めることとして
います。

170 口頭

高田馬場駅は西武新宿線についての記
載があるが、JR線、東西線も走っており、
開発するとしたらだれが音頭取りをする
かという基本的な問題がある。 c

意見として伺います。
高田馬場駅周辺エリアでは、地区のまち
づくり協議会等を通して、区民、事業者、
行政が協力して話し合うなかで検討を進
めていくことを示しており、こうしたなかで
まちづくりが進むことが重要であると考え
ています。

171 意見書

大久保・百人町エリアで、文教地区の指
定見直しが、宿泊施設誘導と結びくのか
疑問だ。理由・必要性を記載いただきた
い。 d

質問に回答します。
推進方策で示している文教地区の見直
しは、高田馬場駅周辺エリアです。
文教地区ではホテル又は旅館の建築は
禁止されていますので、その一部地区に
おいて宿泊施設の需要を踏まえ、指定の
見直しを検討するものです。

172 口頭

都市開発で、きれいで安全になるのはよ
いが、面白くない。かつては高田馬場駅
から高田馬場２丁目までや諏訪通り沿い
に多様な職種の店舗が並んでいた。高
田馬場駅は乗降客も多く、混雑してい
る。もっと違う形で開発が考えられない
か。また、目的がどこに絞りこまれたのか
分からない。

d

質問に回答します。
高田馬場駅周辺は、駅舎も含めた駅周
辺のバリアフリー化や、駅間にふさわしい
顔づくり、建物の更新による賑わいづくり
などについて、地域住民が主体となって
今後のまちのあり方について検討が進ん
でいます。
「戦略の方向性と重点的な取り組み」に
記載の通り、高田馬場駅周辺エリアで
は、賑わいとユニバーサルデザインのま
ちづくりを推進しようと考えております。

173 口頭
高田馬場駅周辺の神田川沿いの遊歩道
を貫通してほしい。 d

質問に回答します。
今後、神田川の河川改修に合わせて、
遊歩道の整備を行っていきます。

174 口頭

高田馬場駅周辺エリアの推進方策に、
「都市再生緊急整備地域の指定に合わ
せた」とあるが、新たに駅周辺を指定する
のか。

d

質問に回答します。
都市再生緊急整備地域は、国が指定す
るものです。地域や関係機関等の意向を
踏まえ、区として指定を目指します。

175 口頭

歩行者に優しいまちづくりを進めてほし
い。早稲田通りは歩道幅員が狭く、障害
者への配慮が必要だ。諏訪通りのJRとの
交差部の工事はいつまで続くのか。完成
すれば早稲田通りの通過車両が減少し、
歩道幅が広げられるのではないか。

d

質問に回答します。
早稲田通りなど駅周辺施設の障害者へ
の配慮は重要であると考えます。エリア
戦略では、駅前広場や駅周辺の一体的
なバリアフリー化について示しています。
諏訪通り（補助第74号線）は平成32年度
で完成する予定です。
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176 口頭

高田馬場駅周辺の説明資料に、空地（ア
キチ）の整備とあるが、どのようなことか。

d

質問に回答します。
アキチではなくクウチと呼んでいます。再
開発等の敷地に、誰でも自由に入れる広
場空間を、大規模開発の事業者に確保
するよう要請します。

177 口頭

高田馬場駅の戸山口が狭くて混雑して
いる。これからも利用者が増えていくと思
うが、何か対策はあるか。

d

質問に回答します。
高田馬場駅戸山口に利用者が集中して
いる事は課題として捉えています。このこ
とも踏まえ、鉄道事業者と連携しスロープ
を設置し、周りの化粧直しを行いました。
また、駅のホームは安全柵を設置してい
ます。
エリア戦略においては重点的な取り組み
として、駅との接続方法に配慮したバリア
フリー化を示しています。

　■中井駅周辺エリア

178 口頭

中井駅周辺エリアの主な課題で、「河川
景観の充実」とはどのようなことか。商業
看板の規制などか。妙正寺川沿いの店
舗や看板が、「染の小道」のフォトスポット
の場所にあるので、景観に関する取組み
をしてほしい。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略（原案）において、妙正寺川、
坂、閑静な住宅街などが織りなす、変化
に富んだ地形を活かした景観の形成を
図ることを重点的な取組みとして示して
います。
今後、河川沿いや護岸の緑化を積極的
に推進し、護岸による硬い表情を和らげ
ていきます。また、河川の流れに表情を
加えることは、河川景観に変化と彩りを加
え、魅力的な空間をつくる効果がありま
す。そこで、河川に水生生物を植え、生
物が住みやすくするような工夫をするな
ど、水とみどりが一体感を持った景観を
形成していきます。
また、看板などの屋外広告物について
は、景観事前協議制度を通じて、地域特
性に応じた景観誘導を進めています。

179 口頭

上落合三丁目の避難場所は落合公園で
あるが、妙正寺川に架かる水車橋など橋
の問題は確認しているか。道が狭くて救
急車や消防車が入れないため消防活動
が困難だ。町会で消火器を道路にいくつ
か設置したが十分ではない。電線地中化
はトランス設置などの問題があるが、大型
車両が入れないのだから対応できる筈
だ。上落合三丁目から山手通りまでの道
路が狭いので対策をとってほしい。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
中井駅周辺エリアでは、重点的な取組み
として、防災体制の強化と魅力向上のた
め、災害に備えたまちの整備を示してい
ます。
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180 口頭

中落合、西落合は住宅地区であり、賑わ
いを広げることはできないのか。豊島区と
中野区に隣接する端の地域なので見過
ごされているのか。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
原案の13エリアは、設定の考え方を踏ま
えて決めさせていただきました。このた
め、地域説明会で意見をいただき、可能
なものは反映したいと考えています。都
市計画審議会や今回の地域説明会で御
意見のあった西落合は、耕地整理事業
の基盤整備により、ゆとりのある住宅地が
形成され、区内で初となるコミュニティ
ゾーンとして、地域の皆様と道路整備事
業を行ったエリアです。今後は、中野通り
が都市計画道路の優先整備路線に選定
されるなどの動きがあります。このことを踏
まえ、素案では新たなまちづくり推進エリ
アとして追加します。

181 口頭

妙正寺川沿いの昔の木造住宅は味があ
る。建物の建替えが進んでいるが、準防
火地域の指定下で昔の木造住宅は残ら
ない。何か緩和対策はないか。

c

意見として伺います。
準防火地域内でも、一定の耐火性能を
持たせることで、木造建築物を建てること
は可能です。建て替えが進んでいくこと
で、地域の防災性が向上していきます。

182 口頭

エリア戦略（原案）では、中井駅の賑わい
創出が示されている。どこまでが目標か。
商店街がどれだけ活性化するなど具体
的な目標に関する記載がない。

c

意見として伺います。
中井駅周辺エリアでは戦略の方向性とし
て「安心して暮らせる防災まちづくりの推
進」を示し、中井駅前通りや駅周辺の賑
わい創出などを重点的な取組みとしてい
ます。区民、事業者、行政との連携による
まちづくりを推進するため、戦略に基づ
いた個別の計画や事業を推進する中で
具体的な目標を設定します。

183 口頭

高田馬場駅周辺エリアは鉄道対策が記
載されているが、中井駅周辺エリアには
ない。自由通路ができたから終わりなの
か。 d

質問に回答します。
中井駅周辺エリアでは、重点的な取組み
として、中井駅の広場・防災コミュニティス
ペースを活用したコミュニティ活動の充実
や、中井通りや駅周辺の賑わい創出、快
適な歩行空間の創出を示しています。

　■新宿駅周辺地区

184 意見書

J R新宿駅超高層ビル建設、西口駅前広
場2 - 3Fレベル建設、四号街路上２０～
３０ｍ帽員遊歩道建設（自転車・歩行者
用／ 中央公園経由オペラシティまで）、
京王線・地下鉄丸の内線連結、新幹線
誘致（埼京線活用）、J R 新宿駅超高層
ビル内新宿区役所移設並びに現区役所
周辺総合開発を提案する。

b

今後の取組みの参考とします。
ご提案は、今後の具体的なまちづくりを
進める際の参考といたします。

185 口頭

渋谷区の新宿バスタや東京オペラシティ
は新宿区も大きく関わった事業であるに
もかかわらず、このエリア戦略に示されて
いないのは残念である。

c

意見として伺います。
バスタ新宿は、新宿駅直近エリア図に示
しています。また、東京オペラシティは、
十二社通り・青梅街道周辺エリア図で新
国立劇場として示しています。
なお、バスタ新宿は、新宿駅直近エリア
の概要や主な課題で、南口における人
の流れの変化要因の一つとして記載して
おり、回遊、賑わい交流軸の一環として
考えています。
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186 意見書

新宿駅地区で、「大規模施設への、ICT 
によるエネルギーの管理、コージェネ
レーション設備の導入」とあるが、どの様
な政策課題に基づくのか

d

質問に回答します。
環境政策のうちエネルギー利用の効率
化やヒートアイランド対策として、今後の
市街地再開発事業等の大規模開発にお
いて誘導を検討する推進方策です。

187 口頭

新宿駅周辺地区の現状と課題に「相乗
効果が十分に発揮されていない」とある。
その前の「商業・業務・宿泊機能等が高
度に集積」は分かるが、相乗効果とはど
のようにあらわれるのか。どういった結果
で相乗効果が上がったといえるのか、わ
からない。

d

質問に回答します。
新宿駅の東口、西口、南口周辺がそれ
ぞれ商業・業務等の特色をもち拠点とし
ての役割を果たしていることを踏まえ、こ
れらの連携を図ることで更なる賑わいや
消費活動につなげたいという趣旨です。
そしてさらに、こうしたことが区内全域に
波及し、まちづくりの原動力になるといっ
たことを相乗効果と考えています。

188 口頭

十二社通り付近には新宿中央公園があ
り、最近はフリーマーケットだけでなく、カ
フェや地産地消の物品販売などで賑や
かになっているが、活性化のためには西
口からの交通動線も含めてもっとマクロの
プランを考えてほしい。

d

質問に回答します。
エリア戦略の新宿駅周辺地区では新宿
駅周辺地域のまちの構造として、新宿中
央公園は「みどりと文化の交流拠点」に、
また新宿御苑は「みどりの観光交流拠
点」に位置づけ、新宿駅を中心に各エリ
アを賑わい交流軸でつないでおり、この
ような地域構造の形成を目指します。

　■新宿駅直近エリア

189 意見書

新宿駅直近エリアの重点的な取組み（２）
誰もが分かりやすい歩行者中心の交通
環境は、駅前広場自体の分かりやすさと
ともに、周辺の街との接続の分かりやすさ
も求められると考える。例えば西口広場
においては、賑わい交流軸である4号街
路への歩行者動線だけでなく、5号街
路、3号街路等の方面への分かりやすい
人の流れをソフト、ハードの取組を通じて
構築していくことが必要だ。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案における新宿駅直近エリ
アの重点的な取組みの一つに、「誰もが
分かりやすい歩行者中心の交通環境」が
あり、このなかに、駅とまちの交流と回遊
を高める地上レベルを含めた多層の歩
行者ネットワークの充実を図ることを示し
ています。
ソフトな取組みは、推進方策で、エリアマ
ネジメント組織を設立し、取り組んでいく
ことを示しています。

190 意見書

新宿直近エリアの重点的な取組みの（３）
②の「〇面的なエネルギーネットワークの
強化・充実を推進します」について、賛同
の立場から意見を述べる。（意見）新宿駅
周辺地域まちづくりガイドラインの戦略８
と同主旨の記載とすることで、低炭素で
持続可能なまちの形成が実現していくも
のと考える。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ご指摘を踏まえ、以下のとおり整合させま
す。
【変更前】
②国際水準の環境性能の充実
面的なエネルギーネットワークの強化・充
実を推進します。
【変更後】
②低炭素で持続可能なまちの形成
創エネ（節電、省エネ等）の促進や、ス
マートエネルギーシステムの構築を進め
ます。

191 意見書

新宿直近エリアの推進方策の具体的な
手法の活用で、（１）②建物に「○地域冷
暖房の拡充、ICTによるエネルギー管
理、コージェネレ－ション設備の導入」を
追記されたい。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略素案における、新宿駅直近エ
リアの推進方策に追加します。
ご指摘を踏まえ、「地域冷暖房の拡充、
ICTによるエネルギーの管理等の充実、
コージェネレ－ション設備の導入」を追加
します。
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192 意見書

新宿駅直近エリアの重点的な取組み（3）
賑わいと魅力ある都市空間の持続的な
形成②国際水準の環境性能の充実は、
「新宿駅周辺地域まちづくりガイドライン」
の「地域全体のスマートエネルギーシス
テムの構築を推進する事で、低炭素で持
続可能なまちの形成が実現していくもの
と考える。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ご指摘を踏まえ、以下のとおり整合させま
す。
【変更前】
②国際水準の環境性能の充実
面的なエネルギーネットワークの強化・充
実を推進します。
【変更後】
②低炭素で持続可能なまちの形成
創エネ（節電、省エネ等）の促進や、ス
マートエネルギーシステムの構築を進め
ます。

193 意見書

新宿駅直近エリアの具体的な手法の活
用の②建物では、新宿駅周辺地域まち
づくりガイドラインの戦略8に記載の「地域
全体のスマートエネルギーシステムの構
築」のために、「○地域冷暖房の拡充、
ICTによるエネルギー管理、コージェネ
レーション設備の導入」を具体例として追
記する事で、スマートエネルギーシステム
の構築が推進されていくものと考える。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略素案における、新宿駅直近エ
リアの推進方策に追加します。
ご指摘を踏まえ、「地域冷暖房の拡充、
ICTによるエネルギーの管理等の充実、
コージェネレ－ション設備の導入」を追加
します。

194 口頭

新宿駅直近エリアの重点的な取組みに、
新宿駅の東西の連絡を強化するため、
東西方向の歩行者回遊動線確保のこと
が記載されてあるが、新宿駅東西自由通
路に加えて、角筈トンネルが含まれてい
るのか。角筈トンネルを改善していくこと
をJRとともに検討されたい。

b

今後の取組みの参考とします。
新宿駅直近エリアでは、新宿駅を東西に
つなぐ重要な動線の一つとして角筈トン
ネルを示しています。具体的な改善等に
ついては地域住民や鉄道事業者と連携
を図り、まちづくりと一体的に検討を進め
ていきます。

195 口頭

新宿駅で障害のある方が総武線を使う際
に、南口のホームにしかエレベーターは
ないようで、エレベーターの位置が分かり
づらいため障害のある方が外出しづらい
といった声を聞く。 c

意見として伺います。
新宿駅は様々な鉄道会社が乗り入れ案
内が分かりにくいということから、東京都、
新宿区及び鉄道事業者等により協議会
を設置して案内サイン等の整備を見直す
とともに、新宿ターミナルマップやバリア
フリーマップを作成し、本年度中に新宿
駅などで配布予定です。

196 口頭

新宿駅直近エリアのチケットショップが並
ぶ道の歩道が歩きにくい。再開発で整備
を誘導することはあるのか。 d

質問に回答します。
新宿駅周辺地区では、歩行者動線の充
実を示しています。再開発の誘導など、
具体的な手法の活用については、地域
や関係機関等の意向を踏まえ、検討して
いきます。
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　■新宿駅西口エリア

197 意見書

新宿駅西口エリアの重点的な取り組み
（１）①超高層ビルの屋内外にわたる足元
の空間の活用では、超高層ビル街区内
の公開空地・道路・中央公園の活用だけ
でなく、より広域の人の回遊を生むため、
西口駅前広場や西新宿一丁目町会など
と連携した一体的な取組みを促進してい
く必要がある。 a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案における新宿駅西口エリ
アの推進方策では、区民の役割として
「公共空間を活用した賑
わい創出の推進のため、新宿副都心エリ
ア環境改善委員会などとの連携を図りま
す」と示しており、広い連携を想定してい
ます。
ご指摘のとおり、区民、事業者、行政が
役割分担のもと連携して進めていく必要
があると考えており、新宿西口エリアの推
進方策においても、区民、事業者、行政
の役割とまちづくりの推進を示していま
す。

198 意見書

新宿駅西口エリアの重点的な取組みの
（２）の「①温暖化対策とエネルギー対策
の推進」について、賛同の立場から意見
を述べる。（意見）東京都環境基本計画
に記載がある「自立分散型電源の普及拡
大などを進め、低炭素、快適性・防災力
を同時に実現する「スマートエネルギー
都市」の実現に向けた施策を展開してい
る」とあるため。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略素案における、新宿駅西口エ
リアの推進方策に追加します。
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
【修正前】
自立分散型エネルギーネットワークによ
る、スマートエネルギー都市の形成を図り
ます。
【修正後】
自立分散型電源の普及やエネルギー
ネットワークの拡大など、スマートエネル
ギー都市の形成を図ります。

199 意見書

新宿駅西口エリアの推進方策の具体的
な手法の活用で、（１）②建物の「○地域
冷暖房の拡充、ICT によるエネルギーの
管理等の誘導」について、賛同の立場か
ら一部追記を希望する。「〇地域冷暖房
の拡充、コージェネレ－ション設備の導
入、ICTによるエネルギー管理等の誘
導」。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略素案における、新宿駅西口エ
リアの推進方策に追加します。
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
【修正前】
地域冷暖房の拡充、ICT によるエネル
ギーの管理等の誘導
【修正後】
地域冷暖房の拡充、ICT によるエネル
ギーの管理等の誘導、コージェネレー
ション設備の導入

200 意見書

新宿駅西口エリアのエリア図では、国家
戦略特区による道路占用事業の範囲
は、現時点では4号街路と9号街路との交
差点から12号街路との交差点までの歩
道空間だ。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
ご指摘を踏まえ、エリア戦略素案の新宿
駅西口エリアの図を修正します。
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201 意見書

新宿駅西口エリアの具体的な手法の活
用の②建物では、新宿駅周辺地域まち
づくりガイドラインの戦略8に記載の「地域
全体のスマートエネルギーシステムの構
築」を推進するために、「コージェネレー
ション設備の導入」も追記される事を希望
する。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略素案における、新宿駅西口エ
リアの推進方策に追加します。
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
【修正前】
地域冷暖房の拡充、ICT によるエネル
ギーの管理等の誘導
【修正後】
地域冷暖房の拡充、ICT によるエネル
ギーの管理等の誘導、コージェネレー
ション設備の導入

202 意見書

新宿駅西口エリアの具体的な手法の活
用では、新宿駅西口エリアには西新宿一
丁目町会エリア、超高層街区、再開発に
より整備されたエリアなど、基盤、土地利
用の特性の異なる地区が含まれているた
め、具体の制度活用の方針は一律では
なく、それぞれの特性に合った整理を行
う必要がある。

c

意見として伺います。
各まちづくり推進エリアにおける、「戦略
の方向性と重点的な取り組み」に記載の
通り、区民・事業者・行政が連携し、引き
続き取り組んでいきます。

　■十二社通り・青梅街道周辺エリア

203 意見書

西新宿五丁目南地区再開発準備組合を
設立し、市街地再開発事業の実施に向
けて活動をしているので、エリア図の中で
「区域」や「地区名」を記載していただき
たい。加えて、「再開発事業を推進してい
く」などコメントを記載して欲していただき
たい。また、「市街地再開発事業の活用
により、木造密集解消を図る地区」として
の位置付けを記載していただきたい。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の十二社通り・青梅街道
周辺エリアでは、具体的な手法の活用の
検討の一つに「市街地再開発事業等の
推進による新たな賑わい拠点の形成」を
示しています。このなかには、西新宿五
丁目の複数の再開発事業も含まれます。

204 意見書

西新宿五丁目では複数の再開発事業が
進んでいるが、その周辺地区でも続けて
再開発事業が推進できるような位置付け
をお願いしたい（エリア図の色付け、コメ
ント記載など）。 a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の十二社通り・青梅街道
周辺エリアでは、具体的な手法の活用の
検討の一つに「市街地再開発事業等の
推進による新たな賑わい拠点の形成」を
示しています。このなかには、西新宿五
丁目の複数の再開発事業も含まれます。

205 意見書

西新宿五丁目南地区再開発準備組合を
設立し、地域のまちづくりを周辺の地権
者の方と検討活動をしている。当地区は
木造建物が多く、道路が狭いという問題
がある中で、これを解決するためには再
開発事業による共同化しか方法はないと
考えている。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の十二社通り・青梅街道
周辺エリアでは、具体的な手法の活用の
検討の一つに「市街地再開発事業等の
推進による新たな賑わい拠点の形成」を
示しています。このなかには、西新宿五
丁目の複数の再開発事業も含まれます。

206 意見書

西新宿五丁目南地区の再開発に賛成
だ。現状の狭い道路や古い建物が密集
している状態は、住みやすい街とは言え
ない。こういった状態を、再開発などに
よって積極的に解消していくべきだという
ことを、エリア戦略として明記してもらいた
い。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の十二社通り・青梅街道
周辺エリアでは、具体的な手法の活用の
検討の一つに「市街地再開発事業等の
推進による新たな賑わい拠点の形成」を
示しています。このなかには、西新宿五
丁目の複数の再開発事業も含まれます。
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207 意見書

西新宿五丁目南地区再開発準備組合が
設立され、再開発に向けて動き出してい
る。エリア戦略として、南地区についても
再開発区域であることを明記していただ
き、再開発を促進していく区域として位置
付けていただきたい。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
エリア戦略原案の十二社通り・青梅街道
周辺エリアでは、具体的な手法の活用の
検討の一つに「市街地再開発事業等の
推進による新たな賑わい拠点の形成」を
示しています。このなかには、西新宿五
丁目の複数の再開発事業も含まれます。

208 意見書

十二社通り・青梅街道周辺エリアの重点
的な取り組みの（２）②環境に配慮したエ
ネルギー供給の推進は、「〇住宅向け燃
料電池を含むコージェネレ－ションや再
生可能なエネルギーなどの導入を誘導し
ます。」に変更されたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略素案における、十二社通り・青
梅街道周辺エリアの重点的な取組みに
追加します。
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
【修正前】
コージェネレーションや再生可能エネル
ギーなどの導入を誘導します。
【修正後】
住宅向け燃料電池を含むコージェネレ
－ションや再生可能エネルギーなどの導
入を誘導します。

209 意見書

西新宿七丁目地区市街地再開発準備組
合として、当再開発事業を推進するた
め、１．小滝橋通り、税務署通り交差点付
近の当地区に「文化交流広場」。２．「都
心居住地区、西新宿七丁目」と「歌舞伎
町地区」の回遊性等。３．再開発で整備
する区道21-840号線を「主要区画道路」
４．新宿西口広場と当地区を結ぶ小滝橋
通りを「地域交流軸」を追加されたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。

210 意見書

西新宿七丁目地区市街地再開発準備組
合に加入しているが、個人意見として、
区道の道路拡幅について、隣接の地権
者を得ることが出来たので、拡幅につい
てエリア戦略に位置づけをお願いした
い。加えて、西新宿七丁目地区再開発
事業が実現するよう、必要な位置付を強
く要望する。 a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。
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211 意見書

西新宿七丁目の再開発事業が促進され
るような位置づけを何としてもお願いした
い。当地区は老朽化した建物が増えて
おり、災害時にはすぐ逃げ込める広場が
ない状況であり、小滝橋通りの歩道は通
行者が多いのにも関らず歩道が狭く歩き
づらいなど課題が多い。さらに裏の区道
は幅員が狭く歩道がない状況で人も車も
交通量が多く危険。これらの課題を解決
し地域全体へ貢献する為にも、再開発事
業が進められるよう願いたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。

212 意見書

西新7宿丁目を対象に「誰でも安心して
歩ける歩行者空間の形成」という内容の
記載をお願いしたい。また、当地区の再
開発が進むよう支援をいただきたい。地
区内（西新宿７)を通っている区道の幅員
が狭いため、交通量が多いにもかかわら
ず、トラック等大型車が通る際など、歩行
者が通るスペースがなく、交通事故が発
生する恐れがある。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。

213 意見書

西新宿七丁目地区における再開発は地
域に貢献できる内容だ。西新宿七丁目
は、西新宿のビジネスマンや新宿駅近隣
の商業施設を訪れる人々が、青梅街道、
小滝橋通りから北新宿方面へ向かって
行く通過点となっているため、昼間は人
の行き来が多く感じられる。しかし町内の
道路はいずれも狭く、車1が台通るだけ
で歩行者が危険で、広場が無く災害時
には混乱が生ずる状況であり、建物が老
朽化していて安心安全とは言えない。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。
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214 意見書

（１） 西側の特別区道21－840線は、お滝
橋通りあるいは青梅街道から税務署通
り、職安通りへの抜け道になっており、交
通量の割には狭く歩行者にとっては危
険。将来再開発を実施するにあたり、６m
に拡幅し歩道を設け、歩行者の安全を確
保してほしい。（主要区画道路に位置付
け） a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。

215 意見書

 （２） 当マンションは、築４０年を経過し老
朽化対策が重要な課題。当マンションを
含む周辺地域において再開発が、検討
されているが、新宿区においても積極的
なご支援をお願いしたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。

216 意見書

小滝橋通りから税務署通りへの抜け道
は、道巾が途中狭くなっている所が有り、
青梅街道方面へ曲がる際、大型車輌が
曲がり切れず、渋滞してしまう。是非安全
の確保をお願い致します。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。
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217 意見書

当マンションも建て替えの時期になり、他
の住民の方々と気持ちを一緒にして再開
発を考えたいので、区からの積極的な協
力を願いたい。又、前の道も交通量が多
く、危険を伴うこともありますので、６ｍ巾
の道にして頂きたい（歩道をつくっていた
だきたい）

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。

218 意見書

当ハイライフ西新宿マンションは、今年で
築４０年を経過し、老朽化対策が重要に
なっています。当マンションを含む周辺
地域において再開発が検討されていま
すが、新宿区においても積極的な支援を
お願いします。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。

219 意見書

弊社が所有しているマンションは、今年
で築４０年を経過し、老朽化対策が喫緊
の課題だ。現在、当マンションを含む周
辺地域において再開発が検討されてい
るが、我ら当事者のみでなく、区におい
ても積極的な支援をお願いたい。

a

新たな内容として、エリア戦略素案へ反
映します。
エリア戦略（原案）における十二社通り・
青梅街道周辺エリアのエリアの概要では
「西新宿七丁目や西新宿八丁目では、
市街地再開発事業等を見据えたまちづ
くりの検討が開始されています」と示して
います。
ご指摘を踏まえ、重点的な取組みに、
「西新宿七丁目や西新宿八丁目地区に
ついては、新宿駅西口エリアや新宿駅直
近エリア、大久保・百人町エリアとの歩行
者ネットワークの充実を図るため、市街地
再開発事業等を含めたまちづくりを検討
します。」と追記します。

220 口頭

西新宿三丁目西地区における再開発の
早期実現化を望んでいる。時間がかかり
すぎて住民は高齢化が進み相続の問題
も発生し、疲れ切っている。対象地区が
広く合意形成は簡単ではないが、防犯、
防災の観点からも早期の都市計画決定
にむけて協力をお願いしたい。

b

今後の取組みの参考とします。
エリア戦略の推進方策では、区民、事業
者、行政の各まちづくり主体の役割を示
しています。各まちづくり主体が連携・共
有していくなかで西新宿三丁目西地区
における市街地再開発事業の推進を図
ります。
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221 口頭

十二社通り・青梅街道周辺エリアの西新
宿五丁目は、住環境を高めるという話だ
が、住宅地にするということか。

d

質問に回答します。
西新宿五丁目を含む十二社通り・青梅街
道周辺エリアは、市街地再開発事業など
による都心居住を中心とした、生活利便
施設の整った新たな賑わいを創出する
複合市街地の形成を位置づけていま
す。

　■歌舞伎町エリア

222 意見書

歌舞伎町などの繁華街は、物騒な場所
のイメージがある。火災などを含め、密集
地帯の安全を考慮して悪い印象の払拭
をお願いしたい。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
歌舞伎町エリアでは、エリアにおける防
災・防犯・美化に関わる重点的な取組み
を示しております。

223 口頭

歌舞伎町は文化発信地域だとは思わな
い。安心安全を中心に考えるべきだと思
う。社員には夜は入るなと、リスクマネー
ジメントをしている。もっと、安全安心を高
める必要がある。

a

エリア戦略原案に取り込み済みであり、
素案へ反映します。
歌舞伎町エリアでは、安全安心できれい
なまちの創造などについて重点的な取
組みを示しており、今後も引き続き安全
安心のまちづくりを進めます。

224 意見書

歌舞伎町の本来の意味の歌舞伎座を、
大久保公園を活用して興業したらどう
か。 b

今後の取組みの参考とします。
大久保公園は、歌舞伎町タウン・マネー
ジメントを中心として地域のイベント等を
積極的に開催するなど、地域の賑わい創
出に活用しています。

225 口頭

歌舞伎町の環境がよくない。区役所に行
くまでのアクセス路の整備をしっかりとで
きないか。

b

今後の取組みの参考とします。
歌舞伎町エリアでは、重点的な取組みと
して西武新宿駅前通りについて駅とシネ
シティ広場をつなぎ歩行者の回遊性の向
上と賑わいの創出を図ることを示してしま
す。
区役所までのアクセス動線の整備につい
ては、各事業や個別施策の中での参考
にしていきたいと思います。
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２．エリア戦略以外に関する意見

〈まちづくり長期計画全体〉

226 意見書

新宿６丁目地区の住宅地は築年が相当
経過した木造家屋が点在し、不燃性や
耐震性、防犯･防災上も大いに心配だ。
また細街路が多く残り、人や車の往来に
不便でかつ危険であるため、当地区の住
民･生活者の多くは、イーストサイドスクエ
アような変容を間近に見るにつけ、我が
街の将来を考えると再開発に対する期待
度は極めて高い。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘の地域では、点在する木造住宅
の耐震化や不燃化、細街路の拡幅整備
など、防災性の向上に取組む必要があり
ます。また、文化や地域のイベントの開催
などを通じて、区民などの交流を創出す
る新宿文化センターがあります。
まちづくり長期計画では、都市マスター
プランの地域別まちづくり方針「大久保
地域」において、記載しています。

227 意見書

新宿文化センターは、平成29年策定の
「公共施設等総合管理計画」でも施設の
あり方や建替えに関する記載があり、新
宿6丁目エリアの貴重な文化コンテンツ
だ。都市アメニティの観点で、大久保地
域まちづくり方針でも言及が必要だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
まちづくり長期計画の素案では、都市マ
スタープランの大久保地域まちづくり方
針において、文化活動の拠点の育成とし
て新宿文化センターについて示していま
す。

228 口頭

まちづくり長期計画の骨子「３-６住宅・住
環境整備の方針（P18-19）」に、「安定し
た居住を確保できるしくみづくり」というの
があり、「高齢者等の住まいの安定確保、
安心して子育てできる居住環境づくり・居
住継続支援」と「住宅ストックの有効活用
とセーフティネット機能向上の促進」とい
う項目がある。しかし、まちづくり戦略プラ
ンの課題別戦略とエリア戦略にその観点
の記述がない。住宅をハードだけではな
く、住宅確保要配慮者（低額所得者、被
災者、高齢者、障害者、子育て世帯、そ
の他住宅確保に配慮を要するもの）つま
り住宅弱者の部分に関して、まちづくりの
プランの中に組み込んでほしい。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
課題別戦略は、区全域の課題解決に向
けて「新宿の高度防災都市化と安全安心
の強化」「賑わい都市・新宿の創造」の重
点課題に関する重点的な取組みなどを
示しています。エリア戦略は、駅周辺や
幹線道路沿道などをまちづくり推進エリ
アに設定し、エリアの課題解決やその効
果を周辺や区全域に波及させることを目
指し、重点的な取組みなどを示していま
す。
ご指摘の住宅に関する方針については、
都市マスタープランの主に部門別まちづ
くり方針における住宅・住環境整備の方
針で示しています。

229 口頭

オリンピックなど一過性のイベントに施策
を集中させるのではなく、人を基本とした
データを解析した上で、観光、オリンピッ
クなどを踏まえたまちづくりを進めるべき
である。また、ユニバーサルデザインを
サービスとしてやっていく新しい行政のあ
り方も必要だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
人口動態は、今回の見直しにあたり初年
度（平成27年度）に調査をし、人口推計、
分析を行っています。
人を基本としたまちづくりは、例えば道路
では車中心から人への転換といった視点
から見直しを進めています。また、ユニ
バーサルデザインはまちづくりの大前提
であり、この視点により見直しを進めてい
ます。

230 口頭

区の関係者の考え方は、高度成長期の
延長線上の考え方だ。新宿駅の発展は
良いが、新宿駅周辺の開発の考え方が
区全体に広げることが問題だ。高齢社会
を迎えて、まちづくりという言葉の意味は
変わってきている。人を基本に考え、若
い人を活用していかなければいけない。
地域の特性を大事にしていかなければ
いけない。賑わいという言葉が目立ちす
ぎ。やすらぎとみどりが重要だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
「やすらぎ」については、基本構想におけ
るめざすまちの姿で、「『新宿力』で創造
する、やすらぎとにぎわいのまち」として
いるため、大前提にあると考えています。
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231 意見書

新宿６丁目地区のイーストサイドスクエア
の南側一帯は昔ながらの低層の戸建住
宅が建ち並び、都心のど真ん中にありな
がら低利用だ。ここは新宿駅東側周辺地
区に残された唯一無二の再開発待望エ
リアだ。道路は狭いが、歌舞伎町への抜
け道になっており、車両の通行量は多
い。再開発で街並みを整備し、安全･安
心暮らしやすく人に優しい街に造り替え
るべきだ。賑わいの拡がりを促すよう方策
を仕掛けてほしい。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘の地域については、周辺のまちづ
くりの進捗や近接する新宿駅周辺地域の
位置づけなどを踏まえて、土地利用方針
の見直しを行います。

232 意見書

新宿６丁目地区は、「新宿駅東口エリア」
かつ「歌舞伎町エリア」の延伸エリアと位
置づけて考える必要があるのではない
か。イーストサイドスクエアが街開きし、業
務･居住機能が加わり街の拡がりが出て
きたので、さらにこれらと一体的な開発を
継続して行うことが有意義だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘の地域については、周辺のまちづ
くりの進捗や近接する新宿駅周辺地域の
位置づけなどを踏まえて、土地利用方針
の見直しを行います。

233 意見書

新宿６丁目地区は、現行の都市マスター
プランでは低中層住宅地区の位置付け
だが、立地特性からすると、「新宿駅周辺
地区」の一角と位置付けてエリア戦略に
取り込む必要があるのではないか。周辺
地域との連続性や回遊性を勘案すると
イーストサイドスクエアのような未来志向
の再開発重点エリアに指定してはどう
か。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘の地域については、周辺のまちづ
くりの進捗や近接する新宿駅周辺地域の
位置づけなどを踏まえて、土地利用方針
の見直しを行います。

234 意見書

まちづくり長期計画骨子の全体構成に記
載のある“災害に強い、逃げないですむ
安全なまちに向けて取り組みます”に強く
賛同しており、それを受け、エリア戦略の
中で、住宅があるエリア共通で、６（１）②
建物　に、「LCP住宅（停電時でも水の供
給やエレベーターの運転に必要な最小
限の電源を確保することで、都民が自宅
での生活継続を可能とする住宅）の推
進」の記載を望む。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘いただいたLCP（Life　Continuity　
Performance／居住継続性能）住宅の導
入については、東京都が推進している取
組みのため、区内全域を対象とする都市
マスタープランの防災まちづくりの方針に
記載します。

235 意見書

区の審議会等の委員は、有識者・地域の
代表や各種団体の代表が主な構成員
で、問題意識のある区民委員は数名に
すぎない。これでは『まちづくりの方向性
を官民で共有』のアリバイ作りにすぎな
い。区民の意見を求めるには、問題意識
を持った個人や提案団体の代表を委員
会の半数以上に増やすべきだと思う。 c

意見として伺います。
まちづくり長期計画の策定にあたって
は、町会・自治会をはじめ、関連する分
野の審議会の委員の方々からのご意見
や、区内居住者 2,000名及び区内事業
者1,000社を対象にしたアンケート調査な
どを踏まえて課題等の分析を行いまし
た。また、骨子案についてパブリック・コメ
ントと地域説明会を実施し多くの区民の
皆様からのご意見をいただきました。
今後も素案に対するパブリックコメントや
地域説明会を開催する予定です。
まちづくり長期計画は多くの区民の皆様
からご意見をいただきながら策定を進め
ていきます。
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236 意見書

高田馬場駅周辺エリアにおいて、再開発
を契機にこんなまちにしたい、こんなまち
を創りたい。住民（納税者）や利用者が行
政と力を合わせて共感をよぶ計画を練り
具体的に アピールしていくことで都、国
も動かすことができる。

c

意見として伺います。
ご指摘は、エリア戦略の公表とその後の
活用にあたると考えます。エリア戦略を含
めたまちづくり長期計画を広く周知するこ
とに努めます。

237 意見書

高田馬場駅周辺エリアにおいては、まち
づくり応援団として地元で実際に活動し
ている地元企業参加や諸団体への声が
けも今後の課題だ。

c

意見として伺います。
エリア戦略を含めたまちづくり長期計画
を広く周知するよう努めます。

238 意見書

基本計画を「総合計画」、都市マスタープ
ランを「まちづくり長期計画」と複雑化し
て、区民の理解を困難にしている。それ
ぞれの計画が骨子案、原案、素案と同じ
内容が繰り返されている。これを避ける為
に、エリアごとに区の計画、事業等を全て
記載して、エリアの視点からエリア内の
個々の問題を考え、議論する様にして欲
しい。課題別戦略が縦糸、エリア戦略は
横糸の関係と思われるが、課題別戦略と
エリア戦略をバラバラに議論し、まちづく
りの布が織り上がっていない。課題別戦
略に対して、「エリア戦略」ではなく「エリ
ア戦術」とすべきである。

c

意見として伺います。
「まちづくり長期計画」は、見直しを行う
「都市マスタープラン」と新たに策定する
「まちづくり戦略プラン」で構成していま
す。このうち「都市マスタープラン」は、
「めざす都市の骨格」及び「部門別まちづ
くり方針」、「地域別まちづくり方針」を示
します。一方の「まちづくり戦略プラン」
は、「都市マスタープラン」で示す将来の
都市像の実現に向けて、区内全域を対
象として課題別戦略と、地区で抱える
様々な課題に対して、区の現状や地区
の特性などを踏まえた各主体の取組み
や方策を示すエリア戦略で構成します。

239 口頭

基本計画の５つの基本政策のうち「まち
づくり戦略プラン」で重点的に進めるのが
「２　新宿の高度防災都市化と安全安心
の強化」と「３　賑わい都市・新宿の創造」
である。残りのうち「４　健全な区財政の
確立」、「５　好感度１番の区役所」は行政
の問題であり、「１」は都市計画では難し
いので「２」と「３」を重点的にやるというこ
とは理解できる。ただし、残りの「１　暮ら
しやすさ１番の新宿」はどこでやるのか。
新宿区総合計画の中に並列で基本計画
と都市マスタープランがあるが、こうした
位置づけが理解を難しくしている。私の
考えでは都市マスタープランが上位だ。
新宿区がつくった指針に、エリア戦略を
無理にはめ込んでいるように感じる。「１　
暮らしやすさ１番の新宿」はどこでやるの
か。「２」と「３」を重点的に進めるだけでな
く、「まちづくり戦略プラン」において「１」
に対してはどのような効果があるかという
ことを示してほしい。都市計画だけでな
く、福祉や環境が関係してくる「１」を合わ
せて考えてほしい。

c

意見として伺います。
５つの基本政策いずれも基本計画の中
で示しています。このうち「２　新宿の高
度防災都市化と安全安心の強化」と「３　
賑わい都市・新宿の創造」はとくに、都市
計画部門に関連するため、まちづくり長
期計画では課題別戦略などで示してい
ます。なお、「１　暮らしやすさ１番の新
宿」には健康や障害者福祉、子育て環境
など都市計画部門と連携するようなせ作
については、都市マスタープランやまち
づくり戦略プランに示しています。

240 意見書

まちづくり長期計画と高田馬場駅東口再
開発は、どのような位置づけで進めてい
くのか。

d

質問に回答します。
高田馬場駅東口開発についてはまちづ
くり長期計画を構成する都市マスタープ
ランの各方針やまちづくり戦略プランで
示す課題別戦略及びエリア戦略の高田
馬場駅周辺エリアにおける重点的な取組
みなどを踏まえてまちづくりを進めていき
ます。
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241 意見書

少子人口減少社会が到来することを前
提にした計画でしょうが、私の住所に近
い牛込中央通の商店は跡つぎがいない
店が大多数です。神楽坂にしてもことは
同じでしょう。昔なじみの店が大手チェー
ンの店にとってかわり、個性のないまちに
なってしまうことを心配しています。どのよ
うなまちを想定しているのかvisionを示し
て欲しいものです。

d

質問に回答します。
まちづくり長期計画における都市マス
タープランでは将来の都市像「暮らしと賑
わいの交流創造都市」を示すとともに10
地域ごとに地域の将来像を示していま
す。

242 口頭

どのまちづくり推進エリアにも属さない地
域に、どう波及していくのか説明願いた
い。高田馬場４丁目は駅から離れ、住宅
が多い、戦前の住宅があり火災の面では
弱点がある。空き家問題も話題になって
いる。地元に説明するための方針はない
のか。

d

質問に回答します。
全区的な防災に関する取組みは、主に
都市マスタープランの防災まちづくり方
針とまちづくり戦略プランの課題別戦略
の重点課題１「新宿の高度防災都市化と
安心安全の強化」で示していきます。

243 口頭

課題別に解決の理念をエリアに落として
いくのがエリア戦略ではないか。その関
係がパラレルに動いていない。新宿駅周
辺が中心で、あとは付け足しではない
か。エリアに入っていないところのほうが
多い。課題別戦略とエリア戦略の仕分け
が良く分からない。

d

質問に回答します。
課題別戦略は、防災や賑わいなどにつ
いて区全体で戦略的にまちづくりを進め
るものです。一方で、エリア戦略は、駅周
辺や幹線道路沿道など一定の範囲にお
いて、エリアの課題解決やその効果を周
辺や区全域に波及させることを目指すも
のです。

244 口頭

公共施設管理計画とエリア戦略との関係
が見えてこない。ばらばらに議論してい
て効率が悪い。全体を分かりやすく説明
してほしい。 d

質問に回答します。
公共施設管理計画は、区有施設の総合
的かつ計画的な管理に関する基本的な
方針を定めるものです。
エリア戦略を含めたまちづくり長期計画と
公共施設管理計画は関連計画であるた
め、整合を図っています。

245 口頭

新しく策定するまちづくり戦略プランの位
置づけがよく分からない。都市マスタープ
ランは都市計画法に基づいていると認識
しているが、都市マスタープランと並列で
まちづくり戦略プランと書いてある。 d

質問に回答します。
都市マスタープランは都市計画法に基づ
く都市計画に関する基本的な方針として
策定します。まちづくり戦略プランは、行
政計画として都市マスタープランに掲げ
ているまちの将来像「暮らしとにぎわいの
交流創出都市」の実現のための課題別
戦略とエリア戦略で構成し戦略として重
点的な取組みなどを示します。

246 口頭

上位計画の都市マスタープランが見直し
中だが、まちづくり戦略プランを新たに作
成した理由が書かれていない。

d

質問に回答します。
都市マスタープランの見直しにあわせ、
まちづくり戦略プランを新たに加えまちづ
くり長期計画として策定します。まちづくり
戦略プランは、都市マスタープランで示
す将来の都市像を実現するための重点
的な取組みを示したものです。まちづくり
戦略プランを構成する課題別戦略は、区
全域を対象に、エリア戦略は、駅周辺や
幹線道路沿道などまちづくり推進エリア
を設定し、それぞれ重点的な取組みや
推進方策などを示します。
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247 口頭

東京都が公表した都市づくりのグランド
デザイン（素案）とどのような関係があるの
か。

d

質問に回答します。
まちづくり長期計画は平成30年からのお
おむね10年間の計画として策定します。
東京都が策定を進めている都市づくりの
グランドデザインの計画目標年は2040年
です。まちづくり長期計画を策定を進め
るうえでは整合を図りながら進めていきま
す。

248 口頭

賑わいという言葉が非常に多く使われて
いる。新宿区のような都会では意図しなく
ても賑わいは出てくる。都会で貴重な財
産はむしろ静かさ、やすらぎにあると思
う。私としては静かさを確保してほしい。
新宿区まちづくり長期計画の中では、数
少ない公園で意図的に賑わいを創出す
るために、区民、事業者と事業をしようと
している。その考え方がエリア戦略プラ
ン、「エリアマネジメント」の基本だと思う。
はっきりと説明してほしい。

d

質問に回答します。
基本構想ではめざすまちの姿で「『新宿
力』で創造する、やすらぎとにぎわいのま
ち」を掲げています。都市マスタープラン
ではめざすまちの姿の実現に向けた、都
市基盤等の主にハード整備に関するめ
ざす将来の都市像「暮らしと賑わいの交
流創造都市」を実現するための「めざす
都市の骨格」において、やすらぎや静か
さについて、住む人、働く人、訪れる人な
どが豊かなみどりを感じながらやすらぐこ
とができる空間を形成を示しています。
なお、公園における賑わい創出は、健康
志向に対応する運動の場ややすらぎの
場とともに、新たな視点として加えるもの
です。

249 口頭

都市計画審議会ではエリア戦略と同時
進行で、課題別戦略や都市マスタープラ
ン部門別方針、地域別方針を討議中で
ある。エリア戦略を先行的に原案として固
めている理由が分からない。まちづくり長
期計画骨子に書かれていないこと（土地
利用、建物、公共空間の具体的な手法）
が細かく書いてある。

d

質問に回答します。
本年2月に都市計画審議会から「まちづ
くり長期計画骨子」の答申を受けました。
エリア戦略は骨子としてエリアの設定の
考え方が示されています。このため、まち
づくり長期計画を構成する都市マスター
プランや課題別戦略に先行し、エリア戦
略原案を作成し、皆様のご意見を伺いま
した。
今後はいただいたご意見を踏まえて、８
月までにまちづくり長期計画の素案とし
てまとめます。

250 口頭

緑の審議会で、公園を増やす、緑の面
積を新宿区の８％にするという方針があ
るが、結局は庁内の横の繋がりがないと
何も進展しないという話になった。都市マ
スタープランの計画にあたっては、横の
つながりは考えているのか。

d

質問に回答します。
まちづくり長期計画を含む様々な方針や
計画、事業について、庁内で連携が図ら
れるよう、進めています。

251 口頭

エリア戦略と東京都のグランドデザイン
（案）との問題意識の共有、取り組みおけ
る整合は図れているのか。

d

質問に回答します。
エリア戦略は10年後を見据えた計画とし
て、エリアにおける重点的な取組みなど
を示すもので、東京都が策定している
2040年代を目標時期として目指すべき
年の姿などを示す「都市づくりのグランド
デザイン」と整合を図りながら策定しま
す。
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252 口頭

都市マスタープランの公園の方針と、エリ
ア戦略の方針の関係を説明してほしい。

d

質問に回答します。
都市マスタープランでは都市計画に関す
る基本的な方針としてみどり・公園整備
に関する方針を示しています。エリア戦
略ではエリアの課題を解決するとともに、
生活の利便性の向上や来街者の増加な
どまちの活性化やその効果を周辺地域、
さらには区全体に波及させることを目指し
て、重点的な取組みや推進方策などを
示しています。

〈都市マスタープラン　全体〉

253 口頭

前は10地域のまちづくり方針というものが
あったと記憶している。 d

質問に回答します。
都市マスタープランのなかで区全体を10
地域に区分した地域別まちづくり方針に
ついては８月に素案として示します。

254 口頭

都市マスタープランが確定された場合、
法制化されるのか気になる。区で行うの
か、都で行うのか。震災に対する懸念が
ある。防災など何らかの形が生まれるの
か。

d

質問に回答します。
都市マスタープランは、区のまちづくりの
基本的な方針を示すものです。都市マス
タープランに基づき定める個別の都市計
画や事業において具体的なまちづくりを
進めます。

255 口頭

都市マスタープランを平成19年に策定し
10年がたったが、実現したことは何か。予
算の都合もあろうが、一つも実現していな
いのであれば、今後も同じではないか。 d

質問に回答します。
都市マスタープラン見直しにあたり、これ
までのまちづくりの実績や区民意向等を
調査分析を行い、実績と評価を示しまし
た。都市マスタープランの方針に示され
ていて実績がない取組みなどについて
は見直しの中で検討します。

〈都市マスタープラン　めざす都市の骨格〉

256 意見書

明治通りの整備についても、緑地帯が西
早稲田駅周辺は途切れておりヒートアイ
ランド対策の面でも、整備を求める。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープラン素案の目指す都市の
骨格では、明治通りは「風のみち（みどり
の回廊）」に位置づけており、『賑わい交
流軸となる明治通り及び新宿通りから中
央通りを「風のみち（みどりの回廊）」と位
置づけ、緑陰のある街路樹の整備や沿
道建築物の緑化などを進め、新宿御苑
のみどりや外濠の水辺からさわやかな風
を導く、厚みと広がりをもった、みどり豊か
な都市空間を形成します。』と示していま
す。

257 意見書

落合地域では「みどり豊か」が目標になっ
ている。東京では壁面や屋上緑化が進
められているが、豊かな樹木の残る西落
合、中落合の庭や垣根が残りさらに拡大
するような方策をお願いしたい。 a

まちづくり長期計画素案に反映します。
現行の都市計画マスタープランの目指す
都市の骨格では、「七つの都市の森」の
ひとつとして落合斜面緑地を位置づけて
います。また、落合第一地域まちづくり方
針と、落合第二地域まちづくり方針のど
ちらにも、
地域の将来像に「みどり豊か」を位置づ
け、方針も示していますが、今回の見直
しにあたっても継続しています。
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258 口頭

都市マスタープランにおける「めざす都
市の骨格」の見直しを行っているようだが
変わっていない。大胆な10年越しのプラ
ンが出てくることを期待する。 c

意見として伺います。
現行の都市マスタープランを策定した平
成19年以降の社会情勢やまちの状況の
変化などを踏まえ、大規模地震などへの
懸念や国内外観光客の増加など新たな
視点を追加し、見直しを進めています。

〈都市マスタープラン　まちづくり方針〉

　■土地利用の方針

259 意見書

新宿6丁目地区の地区内内に居住•生活
している人々、ご商売をされている方々
の多くは、隣接の『新宿六丁目西北地
区』や『西富久地区』 において大いに変
貌を遂げた街づくりを間近に見ており、
低未利用地に甘んじている現在の状況
をなんとかして打開できないか、との考え
をもつ方も増えている。 ついては、現在
策定中の『新宿区まちづくり長期計画』に
おいて、当新宿6丁目地区の高度利用化
に向けた検討をお加え頂きたい。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘の地域については、周辺のまちづ
くりの進捗や近接する新宿駅周辺地域の
位置づけなどを踏まえて、土地利用方針
の見直しを行います。

260 意見書

新宿6丁目付近は、「新宿駅周辺地域ま
ちづくりガイドライン」では国際水準の都
心居住環境の整備を誘導する「都心居
住地区」の位置づけがある一方、都市マ
スでは依然「低中層個別改善地区」に留
まる状況。誘導方針の整合性やまちの状
況の変化を鑑み、今回の長期計画で「都
市居住推進地区」へ位置付けの見直し
が必要だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘の地域については、周辺のまちづ
くりの進捗や近接する新宿駅周辺地域の
位置づけなどを踏まえて、土地利用方針
の見直しを行います。

261 意見書

都市開発諸制度活用方針では明治通り
東側は新宿文化センターまでが「複合市
街地ゾーン」とされている。新宿6丁目全
体を「創造交流地区（都市居住推進地
区）」に位置付けるとともに「エリア戦略」
を波及させるまちづくり理念を受け、大久
保地域まちづくりの方針に「新宿駅周辺」
に関する言及が必要だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘の地域については、周辺のまちづ
くりの進捗や近接する新宿駅周辺地域の
位置づけなどを踏まえて、土地利用方針
の見直しを行います。

262 意見書

新宿6丁目地区は、「新宿駅まちづくりガ
イドライン」で“都心居住地区”に位置付
けられているが、マスタープランでは当地
区のみ周辺エリアの“都心居住推進地
区”に挟まれた“低中層個別改善地区”と 
なっており、ガイドラインとの整合性の点
からも“都心居住推進地区＂に見直しを
図り、高度利用地区・再開発等促進区を
活用した容積率・高さの制限の緩和など
による土地の高度利用や、市街地再開
発事業等の推進による周辺地区につな
がる新たな賑わいの創出、開発にあわせ
た道路や広場の整備等を検討すべだ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
ご指摘の地域については、周辺のまちづ
くりの進捗や近接する新宿駅周辺地域の
位置づけなどを踏まえて、土地利用方針
の見直しを行います。

263 意見書

西早稲田駅の戸山地区についても東京
都共済組合施設が効率悪い土地利用が
されており、自然を作る方向でも、賑わい
を作る方向でもどちらにも進んでおらず、
新宿区の健全な発展を阻害している。行
政としてはどちらかの方向性を決め、進
むべき道を示すべきだ。

c

意見として伺います。
ご指摘のとおり、現在、東京都共催組合
の庁舎として使用されています。東京都
の施設活用については動向を注視して
いきます。
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　■都市交通整備の方針

264 意見書

歩道上の駐輪スペースが増加している
が、本来、歩道は歩くスペースである。駐
輪場を増やししてほしい。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
自転車駐輪場の整備等については、都
市マスタープランの都市交通整備の方針
で示しています。
区では、多くの利用者が自転車を駐輪で
きるように、関係機関や民間事業者等の
協力を得ながら駐輪スペースを確保し、
駐輪場の整備を進めていきます。

265 意見書

高田馬場駅の駅前駐車場が極めて少な
いため、駅前地下駐車場整備による利便
性の向上が必要だ。 a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープラン素案の中の、都市交
通整備の方針で「駐車場の需要や特性
にあった駐車場整備ルールの検討の推
進」を示しています。

266 意見書

歩行者優先の概念を明確にすると、車規
制が避けられないので自動車業界や流
通など車にかかわる業界や商店主からは
歓迎されないどころか、むしろ根強い反
対が懸念されますが、歩行者優先によっ
て制約を受ける方々への説明・説得は行
政の役割だと思う。しかも、新宿の拠点整
備の必要性で触れているように『まちづく
りの方向性を官民で共有』しなければ、ど
んな立派な計画でも“絵そらごと”になり
かねない。新宿駅周辺の道路を「自動車
社会から歩行者優先」に変えることを明
確に宣言すべきである。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
現行の都市マスタープランの都市交通整
備の方針の基本的な考え方で、冒頭に
「自動車が主役のまちから歩く人が主役
のまちへの転換」と示しています。
今回の都市マスタープランの見直しでは
さらに「地域特性やその地域で活動する
人に配慮した歩行環境を創出するため
の道路整備の推進」、道路空間をはじめ
とした「公共空間を活用した都市の魅力
向上」を示すことで歩行者空間の充実を
図ります。
また、エリア戦略（原案）では、新宿駅周
辺地区は、「新宿駅周辺地域まちづくり
ガイドライン」による将来像を示しており、
そこには「誰もが快適に回遊できる人中
心のまち」が示されています。

267 意見書

「歩行者にやさしいまちづくり」は１０年後
のビジョンというより、オリンピックを３年後
に控えて喫緊の課題だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
平成19年に策定しました現行の都市マス
タープランの都市交通整備の方針の基
本的な考え方で、冒頭に「自動車が主役
のまちから歩く人が主役のまちへの転
換」と示しており、柱の一つに「人と環境
に配慮した道路整備」を掲げ、道路のバ
リアフリー化に取り組んでいます。

268 口頭

自転車で歩道を走る人たちが多い。自転
車マナー教育についてPRをしてほしい。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
自転車マナーに関する方針については
現行の都市マスタープランに示していま
す。自転車利用が高まっているため、都
市マスタープランの見直しの中で強化す
る方向で検討します。

269 口頭

歩行者に優しいまちにしたい。障害者が
安心して通れる道、歩けるまちにしたい。
歩行者優先の概念を軸にとおしてほし
い。掲げてほしい。 a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランでは、人と環境に配
慮した道路整備を進めることとしていま
す。また、エリア戦略でも高田馬場駅周
辺は、ユニバーサルデザインの推進を重
点的な取り組みで示しています。
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270 口頭

踏み切りの解消は下落合にも反映しても
らいたい。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
下落合も含め踏切の解消のため、西武
新宿線の連続立体交差事業が都市計画
で位置づけられています。現行の都市マ
スタープランの都市交通整備の方針に示
しているとともに、都市マスタープランの
見直しにおいて継続して示していきま
す。

271 口頭

安全安心な道路として、都･警視庁と連
携をとって通学路などで制限速度
30km/hとする所が増えているが、新宿区
はこの部分が弱いと感じる。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープラン素案において、都市
交通整備の方針の中で、ゾーン30を推
進することを示しています。

272 口頭

自転車が通る道をつくってほしい。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランの見直しにあたり実
施した区民意向調査などにおいても、自
転車に関する課題があります、都市マス
タープランの見直しにおいて自転車に関
する視点を強化して関連する各方針で
示しています。

273 口頭

西新宿四丁目に住んでいるが、新宿駅
西口と東口を直接に結ぶ交通手段がなく
不便をしている。WEバス（コミュニティバ
ス）も西新宿四丁目にはなく、地下鉄でも
伊勢丹方面には思うように行けない。全
ての交通手段が西口までであり、東西が
分断されていると感じる。WEバス（コミュ
ニティバス）は地域の要望である。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランの都市交通整備の方
針において、新宿ＷＥバスの利用促進に
ついて示します。

274 口頭

早稲田大学という「点」だけでなく、学習
院大学・日本女子大学（目白通り）～江
戸川橋通り～早稲田大学を周って、回廊
的に地域を考えることが大事である。 a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランの都市交通整備の方
針に、歩きたくなる歩行者空間の充実を
示しています。神田川沿いや外濠沿いは
隣接区と接しており、隣接区と連携しな
がらまちづくりを進めていきたいと考えま
す。

275 意見書

早稲田通りは、歩行者が優先される通り
にしてほしい。

b

今後の取組みの参考とします。
都市マスタープランでは、早稲田通りは
地域幹線道路に位置づけています。地
域幹線道路では、歩道を快適に利用で
きる工夫等について示しています。ご意
見の趣旨を踏まえ、個別施策や事業に
おいて検討していきます。

276 口頭

制限速度をきちんと表示することが大事
だ。ユニバーサルデザインの観点から
は、７時半～９時は歩行者優先道路とし
ている場合は歩行者の絵が描いてある
が、車にバツ印をするような標記に変え
ていく必要がある。

b

今後の取組みの参考とします。
交通制御を誘導するための標示に関わ
るご提案は、具体の取組みにあたっての
参考といたします。

277 口頭

榎町全体のことを説明していただけると
思い参加した。拡幅された外苑東通りの
バス停まで歩いてバスを利用している。
市谷仲之町から市谷駅方面へのバスを
利用するが、市谷仲之町のバス停と靖国
通り交差点（合羽坂）付近のバス停区間
が長く歩く距離も長くなり利用しづらい。
高齢化社会を考えると、こうしたバス停の
位置は見直す必要がある。

b

今後の取組みの参考とします。
現場の状況を把握しながら、引き続き取
り組んでいきます。
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278 意見書

道路占有の特例制度を、都道を含め、区
全体に適用可能としてもらいたい。

c

意見として伺います。
道路は、交通機能、防災機能、空間機
能、沿道の市街地形成機能の４つの機
能を有しており、ご指摘は、空間機能の
一部にあたり、イベントや交流の場、駐輪
場などとしての利用ということになります。
道路占用許可の特例を受けるためには、
道路の敷地外に余地がない場合で、通
常の交通機能に支障を及ぼさないなど
の条件があり、また事前に関係者の合意
を得ておく必要があります。このため、個
別区間ごとの申請となります。

279 意見書

駅近くの駐輪場が少ないようだ。その為、
歩道の両側に自転車が駐輪してあり歩
行者の妨げになっている。高田馬場には
点字図書館があるため目の不自由な方
も多く、非常に危険だ。 c

意見として伺います。
都市マスタープラン素案の中の、都市交
通整備の方針で「自転車、原動機付自
転車及び自動二輪車の適正利用や利用
環境の向上」を示すとともに、放置自転
車対策等の具体的な施策内容を定める
「新宿区自転車等の駐輪対策に関する
総合計画」の策定を行います。

280 意見書

高田馬場駅周辺は、駐輪場設備も少な
く、一般道路上等各所に点在し不便だ。
このため、駅前地下への集約新設による
利便性の向上が必要だ。 c

意見として伺います。
都市マスタープラン素案の中の、都市交
通整備の方針で「自転車、原動機付自
転車及び自動二輪車の適正利用や利用
環境の向上」を示すとともに、放置自転
車対策等の具体的な施策内容を定める
「新宿区自転車等の駐輪対策に関する
総合計画」の策定を行います。

281 意見書

狭い歩道の見直しをしてほしい。見直し
をすれば歩道の植栽も歩行の妨げに
なっているところがあることに気づくはず
だ。緑被率が下がるので環境団体のみ
ならず、区の担当課からも反対の声が上
がりそうだが、歩道には植栽をすると固定
的に決めないで、柔軟に対応してほし
い。高木はさておき、つつじなどの植え
込みは日照りが続くと枯れるので、維持
について多くの課題がある。

c

意見として伺います。
道路は、交通機能、防災機能、空間機
能、沿道の市街地形成機能の４つの機
能を有しており、ご指摘の植栽は空間機
能の一部にあたり、重要な要素の一つと
考えています。
歩道の見直しについては、都市マスター
プラン素案の都市交通整備の方針で「駅
周辺や商店街通りなどは交通需要を踏
まえ、歩行者や自転車利用者の安全な
空間を創出し、自動車と共存する道路空
間の再配分を検討」することを示していま
す。

282 口頭

日常的には中井駅だけでなく、新井薬師
駅を使う人もいる。新井薬師駅は地下化
という課題もあるが、隣接区であっても協
力できるなら協力し合えばよい。どうなっ
ているか教えてほしい。 d

質問に回答します。
西武新宿線について、新宿区と中野区
の共通課題は開かずの踏み切り問題の
解消です。
新宿区内には、複数の踏切を除却する
連続立体交差事業や輸送力増強のため
の複々線化事業が都市計画決定されて
おり、東京都や鉄道事業者と課題解決に
向けて定期的に打合せをしていくととも
に、中野区とも連携していきます。

- 55 -



意見
No.

意見（要旨） 意見への対応

283 口頭

道路のバリアフリー化ということになるか
わからないが、自動車で走ってもデコボ
コして危険な道が区内にはたくさんある。
考えがあれば教えてほしい。

d

質問に回答します。
都市マスタープランでは、部門別まちづ
くり方針における都市交通整備の方針
と、地域別まちづくり方針における落合
第二地域まちづくり方針において、安全
に移動できる道づくりなどを示していま
す。
また、現状で段差などにより著しく危険な
道路があれば、対応できるところは個別
に対応していきます。

　■防災まちづくりの方針

284 意見書

都や区道へつながる幅員4m未満の私道
は、災害時等に救急車、消防車等の救
急車両等が適切に通行できるように、公
道にしてほしい。 b

今後の取り組みの参考とします。
都市マスタープランの防災まちづくり方
針では、道路等の公共的空間の確保に
ついて、細街路の拡幅整備等を示してい
ます。道路等の公共的空間を確保し、引
き続き、まちの安全性を高めていきます。

285 口頭

区民として重要なのは高齢者の安全安
心だけでなく、子どもたちの賑わいと安全
安心の視点だ。木密の対策、道路のセッ
トバックの問題があるが、セットバックをし
ている所としていない所があり揃ってな
い。住民の声を大切にするのは分かる
が、理解を深めてもらった上で、ある程度
の強制力を持ってやっていく必要があ
る。何か支援や援助などの手だてが必要
だ。

c

意見として伺います。
区内に存在する細街路を幅員４ｍに拡
幅するため、建物の建築時期を捉え、細
街路拡幅整備条例に基づき「区民・事業
者が拡幅用地を提供し区が整備を行う」
という協働の仕組みにより拡幅整備を
行っています。また、既存建物の存する
拡幅未整備敷地について区から「声かけ
（協力要請）」を行い、細街路の拡幅整備
を進めます。まちの防災性をより効果的・
効率的に高めるためには、細街路拡幅
整備だけでなく、他の関連事業との連携
が必要であり、引き続き、建物の建替え
に伴う事前協議時に加えて、声掛けによ
る建築主へ拡幅整備の協力要請を行うと
ともに、地区計画等他のまちづくり事業と
連携した啓発活動を進めていきます。

286 口頭

防災について、東京直下型地震など具
体的にどう考えているか。

d

質問に回答します。
首都直下地震については、内閣府が
2012年から30年以内にマグニチュード
7.0クラスの地震発生率が70％であると発
表しています。
防災に関する方針や重点的な取組みに
ついては、まちづくり長期計画では、都
市マスタープランの防災まちづくりの方針
や、課題別戦略の重点課題１「新宿の高
度防災都市化と安全安心の強化」で示し
ています。

　■みどり・公園整備の方針

287 口頭

公園が古くなっていて、親近感を持った
ものになっていない。若者も活用してほし
い。開いた感じの公園の維持管理などを
行ってはどうか。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランのみどり・公園整備の
方針では、公園の魅力向上のための維
持・管理や賑わいづくりについて示してし
ます。
地域コミュニティの拠点として、誰もが気
楽に安心して利用できる公園づくりととも
に、多様なイベント開催など公園を活か
した賑わいづくりを推進しています。
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288 口頭

外濠公園のシュロがはびこり、桜並木を
駆逐しつつあると思う。樹木の老齢化も
あると思うが根からはびこっていると思う。
日本の四季の情景を守っていきたい。 a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランのみどり・公園整備の
方針において、「みどりの記憶」を活かし
た、土地所有者・区民等との協働による
みどりの保全・再生・創出を示しており、
老齢化している桜への対応やシュロの取
り扱いも含め関係機関等と調整を進めて
いきます。

289 意見書

まちづくり長期計画を読むと、まるで新宿
区が寂しい街で、賑わい振興策をしなけ
ればならない所の様な印象を受ける。実
際の新宿は騒々しく、やすらぎと静けさが
貴重で、これらは努力しないと失われる
状況にある。賑わい振興策だけになり、
公道と公園での営利活動を認める方向
である。これは2月10日に閣議決定され
た「都市緑地法等の一部を改正する法
案」の流れに便乗した計画である。

c

意見として伺います。
「やすらぎや静かさ」は、基本構想におけ
るめざすまちの姿で、「『新宿力』で創造
する、やすらぎとにぎわいのまち」として
いるため、大前提にあると考え、このた
め、都市マスタープラン素案における「め
ざす都市の骨格」では、七つの都市の森
において、住む人、働く人、訪れる人など
が豊かなみどりを感じながらやすらぐこと
ができる空間を形成すると示しています。
なお、公園における賑わい創出は、健康
志向に対応する運動の場ややすらぎの
場とともに、新たな視点として加えるもの
です。

290 口頭

四谷地区は、樹木が相当切り倒されてい
る。神宮外苑や新宿御苑があり、明治神
宮も近い。しかしながら、現状を見ると緑
の量はかなり減っており、街路樹は老朽
化し外苑東通りでは植え替えを行ってい
る状態だ。道路緑化を区がやろうとして
も、都道や国道の場合は手をつけられな
いと思うが、都や国との連携はどうか。

d

質問に回答します。
国道や都道の緑化について、新しい道
路整備においては協議を行っています。
既存の街路樹については、それぞれの
維持管理の中で行っていますが、都や
国との連携については、情報を共有する
よう努めていきます。

291 口頭

区が残している樹木が道を狭め障害に
なっている所がある。樹木の保存と安全
の兼ね合いをどうするか考えて頂きた
い。

d

質問に回答します。
街路樹等により歩行障害がある場合は、
伐採をなるべくせず、できるだけ剪定によ
り対応を進めることとしています。

　■住宅・住環境整備の方針

292 口頭

マンションの総会にも参加しない人たち
は、町会・自治会への加入は難しい。そ
の先には進めない。

b

今後の取組みの参考とします。
都市マスタープランの中の住宅・住環境
整備の方針では、地域コミュニティを主
体とした魅力ある住まいづくりを掲げてい
ます。マンション等、集合住宅居住者に
町会・自治会活動への理解や参加を促
す周知活動を検討・実施してまいります。

293 口頭

新宿区の高齢化率は35％越えだが、戸
山ハイツは60％を超える特殊な地域であ
ること、また周辺もいずれそうなるというこ
とを少子化とともに頭に入れてまちづくり
を進める必要がある。

c

意見として伺います。
都市マスタープランにおける住宅・住環
境整備の方針では、公共住宅の建替え
等にあたっては、若者から子育て世帯、
高齢者世帯など多様な世帯、または文化
が共存できるミクストコミュニティ形成を進
めることを示しています。
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　■誰もが豊かに暮らせるまちづくりの方針

294 意見書

新宿区は地形上坂が多いが、線路との
交差のための急傾斜が意外に多いことに
気づいた。雨の日や冬の降雪時には健
常者にとっても急坂は危険だ。とりわけ弱
者対策がどこまで徹底しているか、行政
の姿勢が問われるところだ。急坂には滑
り止めが必要だ。障害者にとってはまさ
に喫緊の課題だが、１０年後の目標とし
ても大事な視点だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランの見直しにあたり、ユ
ニバーサルデザインまちづくりの推進を
踏まえ、部門別まちづくり方針に「誰もが
豊かに暮らせるまちづくりの方針」におい
て「道路や駅前広場、地下歩行者通路の
バリアフリー化を進める」などを示してい
ます。

295 口頭

ユニバーサルデザイン、バリアフリーを実
施検証してほしい。点字ブロックがぷつ
ぷつきれている。建物の前は行政指導で
きないとの回答を得た。これはおかしいと
思う。障害者用トイレは一部に限られ不
便だ。

b

今後の取組みの参考とします。
点字ブロックが連続していない部分や障
害者トイレについては、まちづくりを進め
るなかで検討していきます。まち歩き点
検などによる実証実験は、今後の検討課
題とします。

296 口頭

来街者も使いやすい素敵なトイレを設置
してほしい。

b

今後の取組みの参考とします。
公共のトイレの改修や新設にあたって
は、ユニバーサルデザインの考え方を踏
まえた対応をしていきます。

　■環境に配慮したまちづくりの方針

297 意見書

ゴミ問題に終着はない。都の最終処分場
はあと40年位と言われている。区は「共に
環境を改善する」「みどり豊かで、安全・
快適なまちをつくる」「資源を大切にした
循環型社会をつくる」「粟境負荷を減ら
し、地球温暖化を防ぐ」を基本目標として
いるが、掲げられた個別目標を着実に遂
行していくことが、次の世代へ引き継ぐこ
とができる「環境都市新宿」を目指す上で
必須事項だと思う。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランの見直しでは、環境
施策をまちづくりにおいてもさらに推進し
ていくため、部門別まちづくり方針に新た
に「環境に配慮したまちづくり方針」を追
加しました。環境に配慮したまちづくりの
方針では、資源循環型のまちづくりを示
しています。ごみの適正管理とリサイクル
や、建設リサイクル法による再資源化や
廃棄物の適正な処理などを進めていきま
す。

298 意見書

大規模施設へのICTによるエネルギーの
管理等が記載されているが、今後の区の
方針として、他地域でも同様の施策が展
開されるのか。
施策目標は、「東京都国土強靱化地域
計画」にあるのか。

d

質問に回答します。
全区的なエネルギー施策は、主に都市
マスタープランの環境に配慮したまちづ
くりの方針で示します。
「東京都国土強靱化地域計画 」では、
「災害時の自立分散型エネルギーの利
用拡大」が示されており、区でも検討をし
ていきます。

〈都市マスタープラン　地域別まちづくり方針〉

　■箪笥地域まちづくり方針

299 口頭

エリア戦略は重点的に整備していくという
観点でありエリアを限定するのは理解で
きるが、外れたところは格差が生じない
か。たとえば、神楽坂早稲田通りは商店
街で歩道もしっかり整備されているが、外
れると急に歩道が狭くなったり車椅子が
通りにくく、段差があったり、傾いていたり
する。このような格差をどう考えるか。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープラン素案の箪笥地域まち
づくり方針において、快適な歩行空間の
確保と整備について示しています。
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300 口頭

都市マスタープランの箪笥地域まちづく
り方針の将来像に「坂と水　歴史を綴る　
粋なまち　箪笥」とあるが「箪笥」ではなく
地域一帯の中心地である「牛込」が正し
いのではないか。今回は中間見直しなの
で継承するということは承知しているが、
「箪笥」というのは行政の呼称であって、
まちづくりを考えるときには正しい名称で
はないと考える。まちづくりは土地の歴史
や地形などを踏まえて検討していく必要
があるがそうなっていない。「坂と水　歴
史を綴る　粋なまち」はこれでよいと思う
が、これは「箪笥町」のことではない。

c

意見として伺います。
箪笥地域の将来像である「坂と水　歴史
を綴る粋なまち　箪笥」は、現在の都市マ
スタープランの策定の際に、おおむね20
年後を展望し、地区協議会を中心とした
地域の方々に取りまとめていただいた意
見書に基づき定めています。都市マス
タープランの見直しにおいて、この「地域
の将来像」は継承します。

301 口頭

当地域の将来像は、なぜ牛込としないの
か。箪笥町は小さい。

c

意見として伺います。
箪笥地域の将来像である「坂と水　歴史
を綴る粋なまち　箪笥」は、現在の都市マ
スタープランの策定の際に、おおむね20
年後を展望し、地区協議会を中心とした
地域の方々に取りまとめていただいた意
見書に基づき定めています。都市マス
タープランの見直しにおいて、この「地域
の将来像」は継承します。

302 口頭

神楽坂はもとは三業地だった。柳町の外
苑東通りの拡幅工事も終わる。まちづくり
のビジョンはどうなっているのか。

d

質問に回答します。
まちづくり長期計画を構成する都市マス
タープランの箪笥地域まちづくり方針で
は、地域の将来像を示したうえで、土地
利用・市街地整備、道路・交通、安全･安
心なまちづくり、みどり･公園、都市アメニ
ティ、コミュニティに関する各方針を体系
的に示しています。

　■若松地域まちづくり方針

303 口頭

都市マスタープランがよく分からないので
話がつながらない。昔、大江戸線が通る
ところで若松・河田地区のまちづくり協議
会をやっていた。その時に、女子医大通
りをどこにするかという話になった。女子
医大の所が塞がると水野原通りへ抜ける
ことができず、救急車も消防車も入れず、
打開策がでなかった。現行の都市マス
タープランを検討した頃に水野原通りを
抜ける道の計画案があったはずだが、こ
の計画案はどうなったのか。今日の説明
に全く出てこないので、全貌が全く分から
ない。 d

質問に回答します。
都市マスタープランは都市計画法に基づ
き、都市計画の基本的な方向を示すもの
です。平成19年に策定して10年が経ち、
その間、社会状況やまちの状況の変化を
踏まえた見直しを進めています。
ご指摘のまちづくり協議会については若
松・河田町地区のまちづくりについて検
討していただき、区に提言をいただきまし
た。これを踏まえ、区は平成11年に「まち
づくり整備計画」を策定し、まちづくりを進
めてきました。その後、平成19年に策定
した都市マスタープランの若松地域のま
ちづくり方針においても「まちづくり整備
計画」の内容を反映したものとなっていま
す。
現在策定を進めているまちづくり長期計
画における若松地域のまちづくり方針で
も、まちの防災機能の向上として主要区
画道路の整備や、女子医大通り、箱根山
通り等の歩行者空間の充実といった方針
を示しています。今後も方針に基づき、
女子医大等の大規模建築物の建替え等
に対して、区から女子医大通り等の拡幅
などを要請していきます。
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304 口頭

昔作成された地図があるが、そこには新
しい道路の取り付けなど全部書いてあ
る。その方針は変わらないのではない
か。しかし、現在高層ビルが建ち、これを
壊してしてでもやるのか。住宅の建て替
え時に、すでに計画されている道路の敷
地に建物を建てるわけにはいかない。住
民に知らせる前に計画して、事業化する
時に強制立ち退きでは皆困る。状況に
よって変わってもよいが、変更するなら変
更するといわないと住民は分からない。
平成11年から協議してきたことの積み重
ねがあるから出席したが、変更したという
説明はない。しかし、町はどんどん変
わっている。

d

質問に回答します。
平成11年に若松・河田地区ではまちづく
り整備計画を策定しました。整備計画で
は、大規模敷地等の開発に合わせた区
画道路に沿った壁面後退による歩道状
空地の整備の誘導、大規模敷地の開発
に合わせた通り抜け通路の確保の誘導
などの歩行者ネットワーク整備の基本方
針を示しています。
平成19年に策定した都市マスタープラン
において若松地域まちづくり方針で整備
計画を踏まえた方針を示しています。現
在策定を進めているまちづくり長期計画
についても、都市マスタープラン若松地
域まちづくり方針に引き続き示すことで、
まちづくりを進めてまいります。

305 口頭

若松・河田地区の説明会時に配布され
た計画資料を持っている。ここ（水野原通
り等）に道路をつくるといったことが示され
ていた。都の計画案だと思った。東京都
のレベルで計画案を新しくつくっていた
のではないか、確認してほしい。それが
見直しで変更になったかどうか。道路を
つくった時の賠償はどうするのかと質問し
たところ、土地利用を見直し高層化でき
るようにして土地を接収すると聞いた。か
なり具体性があったのではないか。それ
が凍結して、新しい条例もできて高層化
も禁止になった。状況が変わってきた。
区で条例をつくれるとしても、東京都がつ
くっているマスタープランがあるなら、どう
整合性を図れるのか。

d

質問に回答します。
ご指摘の計画資料については、平成１１
年に区が地元からに提言に基づき策定
した若松町・河田町地区のまちづくり整
備計画のことと思われます。整備計画で
は、主要な区画道路の拡幅・整備の誘導
や大規模敷地の開発等に合わせた歩道
状空地の整備などを示しています。整備
計画により一定区間の道路拡幅や歩行
者空間の確保などの整備を行いました。
未整備部分については、平成１９年に策
定した都市マスタープランにおいて地区
内主要道路及び主要区画道路として位
置づけ、引き続き大規模開発等に合わ
せた整備の誘導を示しています。

　■戸塚地域まちづくり方針

306 口頭

高田馬場四丁目は、高田馬場駅周辺エ
リアの範囲から外れている。昭和30～33
年に区画整理が行われ、６ｍ幅員道路が
半分、３ｍ未満が１／３程度を占めてお
り、私は３ｍ未満の道路に接した所に住
んでいる。この状況は70年たっても変わ
らないのだから、2～30年たっても変わら
ないだろう。こうした場所は区全体にある
と思う。エリアから外れている場所の問題
も拾ってもらえないか。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランにおける戸塚地域ま
ちづくり方針では、安全・安心まちづくりと
して、避難路の整備や市街地における防
災まちづくりの推進などを示してます。

307 意見書

明治通りから戸山3丁目に入る道は車道
も狭く、また、歩道も１ｍ程度と狭く、人間
の歩行、車椅子等の通行が大変厳しい。
現在は早大の学生の往来も多く、是非、
歩道を新設していただきたい。

c

意見として伺います。
現行の都市計画マスタープランの若松地
域まちづくり方針では、ご指摘の道路は
「歩行系幹線道」に位置づけられ、歩行
系幹線道は歩行空間の充実などを図る
こととしています。素案においても引き続
き方針を示します。

　■落合第一地域まちづくり方針

308 口頭

聖母病院前の聖母坂通りは、ガードレー
ルや歩道があって歩きにくい。

c

意見として伺います。
聖母坂通りでは、平成29年度内の完成
を目指し、道路の無電柱化の整備を進め
るとともに、歩きやすい歩行者環境の実
現を目指しています。
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　■落合第二地域まちづくり方針

309 意見書

落合第二地域は、住宅地の防災･防犯な
ど必要だ。また、車などの移動手段も住
民にとって安全なものとなるよう願う。 a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープラン素案の落合第二地
域まちづくり方針では「居住者の安全を
重視した生活道路の整備」、「火災・地震
に強いまちづくり」、「犯罪がおきにくいま
ちづくり活動」などを示しています。

310 意見書

歩行者に優しい街にしてほしい。西落合
あたりは生活道路のいたみと歩道の整備
不足が目立つ。高齢者で身体に少し障
害を身で、歩行補助機を利用している
と、少しの道路のデコボコでも、車は動か
ず、その都度持ちあげ、苦労がいっぱい
だ。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープラン素案において、落合
第二地域の都市アメニティで、人にやさ
しいまちづくりの推進を示しています。道
路の段差の解消や坂道の安全対策など
を進めていきます。

311 意見書

落合・中井地区は緑の減少が進んでい
る。町会や地区協議会まちつくりの会等
の活動を通じ、みどりの保全・育成や植
栽等を進める必要がある。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープラン素案では、落合第二
地域まちづくり方針において、みどりの保
全・充実のため、まちづくりのルールの検
討を進めることを示しています。

　■柏木地域まちづくり方針

312 口頭

北新宿は寂れている。考えたほうがよい。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
都市マスタープランにおける柏木地域ま
ちづくり方針では、既存の商店街の活性
化について示しています。

313 口頭

北新宿４丁目はエリア戦略に含まれてい
ないが、周辺の開発によって、地域が多
様化していることについての影響が記載
されても良いのではないのか。 a

まちづくり長期計画素案に反映します。
まちづくり長期計画素案における都市マ
スタープランの柏木地域まちづくり方針
では、土地利用・市街地整備、道路・交
通、安全・安心まちづくり、みどり・公園、
都市アメニティの各分野ごとに方針を示
すことで、ご指摘の地域の特性に応じた
まちづくりを進めていきます。

〈まちづくり戦略プラン　課題別戦略　全体〉

314 意見書

課題別戦略の中に住宅確保要配慮者に
対する住宅政策を書き加え、エリア戦略
の中に具体的な住宅施策を書くことが必
要である。住宅セーフティネット法案の国
会提出に対応して、「新宿区でも都市計
画部と福祉部との連携を強化し、まちづ
くり長期計画の中に高齢者等の住まいの
安定確保に向けた施策を書き込む。新
宿区でも居住支援協議会を設立する。」
を望む。

c

意見として伺います。
課題別戦略では、基本計画における5つ
の基本政策のうち「2新宿の高度防災都
市化と安全安心の強化」と「3賑わい都
市・新宿の創造」を踏まえたものであり、
区内全域を対象としています。
具体的な住宅政策については、都市マ
スタープランの「住宅・住環境整備方針」
に「高齢者や障害者等の住まいの安定
の確保」を受け、各分野の個別計画であ
る住宅マスタープランのなかに位置付
け、取り組んでいきます。　
また、区はすでに住宅・建築・福祉に携
わる関係団体と区が意見交換を行い、総
合的な施策を検討する場として「新宿区
高齢者の住まい安定確保連絡会」を設
置し、関係部署間、団体との連携を図っ
ています。
このなかで高齢者、障害者の住まいの安
定確保を図る取り組みに対応していま
す。
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315 口頭

課題別戦略は、新宿区総合計画・基本
計画の５つの基本政策のうち２番目（新
宿の高度防災都市化と安全安心の強
化）と３番目（賑わい都市・新宿の創造）
に取り組むことになっているが、住宅の話
は１番目（暮らしやすさ１番の新宿）であ
る。この１番目を組み込まないと防災に強
いまちづくりができても、そこからは外れ
てしまう問題が残る。

c

意見として伺います。
課題別戦略は5つの基本政策のうち主に
都市計画分野に関する「新宿の高度防
災都市化と安全安心の強化」「賑わい都
市・新宿の創造」を重点課題とし、重点的
な取組みなどを戦略として示していま
す。住宅に関する方針などについては、
都市マスタープランの部門別まちづくり
方針の「住宅・住環境整備の方針」など
で示しています。

316 口頭

初めての参加で、記載内容で良く分から
ないことが多い。課題別戦略は何を課題
として捉えているのか、もう少し具体的に
示してほしい。 d

質問に回答します。
課題別戦略では、区の5つの基本政策の
うち特に「新宿の高度防災都市化と安全
安心の強化」、「賑わい都市・新宿の創
造」の２つを都市計画分野としての重点
課題としました。

〈まちづくり戦略プラン　課題別戦略　重点課題１〉

317 口頭

地域の防災、防犯の担い手の育成も必
要になる。都市計画道路などによる線だ
けでなく、細街路や防犯、防災、医療な
どのネットワークを面として捉えたまちづ
くりが必要である。

a

まちづくり長期計画素案に反映します。
課題別戦略では高度防災都市化と安全
安心の強化を重点課題の一つとして、戦
略において防災体制の強化を重点的な
取組みとして位置づけています。

318 口頭

防災の取り組みはどう扱うのか。

d

質問に回答します。
防災の重点的な取組みは、区内全域を
対象に課題別戦略の重点課題１「新宿の
高度防災都市化と安全安心の強化」に
おける戦略で示します。

319 口頭

都市型災害における帰宅困難者の受け
入れ態勢をつくることでわれわれも動い
ているが、まだ確立できていない。都市
型災害時の帰宅困難者を中心とした動き
について、まちづくり、都市マスタープラ
ンの中でどのように位置づけていくのか。

d

質問に回答します。
大規模建築物の計画には帰宅困難者退
避スペースの設置を誘導するなどの取組
みを行っています。
都市型災害については、課題別戦略に
防災体制の強化を戦略として示し、帰宅
困難者対策などを重点的な取組みと位
置付けています。
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３．その他の意見

320 意見書

都電の高田馬場駅前までの延伸を検討
してほしい。

b

今後の取組みの参考とします。
都電荒川線を所管する東京都に確認し
たところ、現段階では延伸の予定はない
とのことです。
しかしながら、新たな交通システム等の導
入について検討していきます。

321 意見書

高田馬場のリサイクルセンターや新宿東
宝ビルの地下駐輪場などは素晴らしい。
古い駐車場を変更するなど駐輪場の整
備を進めてほしい。 b

今後の取組みの参考とします。
建築物内に整備されている駐車場及び
駐輪場は、東京都や新宿区の条例等に
基づき附置が義務付けられている場合が
あります。利用者が使いやすく魅力的な
駐輪場の整備については、建築計画等
の機会を捉えて、引き続き、事業者や設
計者へ促していきます。

322 意見書

新宿駅周辺におけるホームレス支援につ
いて、民間の協力を得て強化してほし
い。

b

今後の取組みの参考とします。
ホームレスに対しては、国や東京都、地
域住民などと連携を踏まえ、路上生活か
ら脱却を促すよう支援して参ります。ま
た、元ホームレスの再路上化を防止しま
す。ご指摘は、具体の事業を行う際の参
考と致します。

323 意見書

信濃町駅一日平均乗降客数は51,000
人、しかも定期より乗車券利用客が多
い。新国立競技場が完成すると、イベント
時には80,000人以上の乗降客になる。現
在の駅施設状況では大変な混雑が予想
され、入場制限どころの騒ぎでは収まら
ないことも予想され、また、通勤・通学に
利用している住民にとっては大変な迷惑
だ。信濃町駅の整備をJR東に速やかに
着手されることを願う。

b

今後の取組みの参考とします。
信濃町駅については、平成28年6月にJR
東日本よりオリンピック開催に向けたバリ
アフリー等の整備計画が公表されまし
た。ご指摘の件についても、周辺のまち
づくりの状況などの動向を踏まえ、必要
に応じて鉄道事業者に要請していきま
す。

324 意見書

戸二小を含めた再開発が必要だ。この場
所に小学校本当に必要か。現状は子
供、地域に双方ともよい環境ではない。こ
のため、総合的な視点でPPP（パブリック
パートナーシップ）を検討すべきだ。戸二
小を環境のよりよいエリアに移転し、特徴
あるモデル校へ変革も望む。

b

今後の取組みの参考とします。
個別の施設のあり方については、公共施
設等総合管理計画に基づき、別途検討
するものです。

325 意見書

【①建て替えによる小学校機能の向上】
【②建て替えによる土地の有効活用】【③
建て替えによる防災拠点としての強化】
【④建て替えによる駐輪場、駐車場の集
約化】【⑤建て替えによる高田馬場駅周
辺地区のまちづくりとの協調】
以上にあげた５つの観点から戸二小建て
替えを積極的に検討していくことが戸二
小関係者、地域住民、高田馬場駅利用
者など全ての人々にメリットがあると考え
る。

b

今後の取組みの参考とします。
個別の施設のあり方については、公共施
設等総合管理計画に基づき、別途検討
するものです。
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326 意見書

榎地域に引越して２か月足らずだが、す
でに２組ほど「文学散歩」の個人とグルー
プに出会った。弁天町コンビニ店と道路
で。工事中も訪ねる人がいるのでその
方々に配布できるインフォメーション＆地
図を渡せるように事前PR要。ちなみに私
は榎町地区センターを挙げた。偏った情
報より正確さ重視。プレPRをぜひ。観光
でなくても住民ホスピタリティとして当然。

b

今後の取組みの参考とします。
榎地域には、新撰組の近藤勇が道場主
を務めた「試衛館」の跡地や小さな寺が
集まっているなど、特徴ある文化資源が
点在しています。
区がエリアごとの観光マップを作成し、榎
町特別出張所ほか区施設等で配布して
います。
ご指摘いただいたＰＲなどについては、
今後の参考とします。

327 口頭

説明会で広く意見を求められているが、
参加者が少ないのが残念だ。まちの賑わ
い、駅周辺のあり方などといったテーマ
に対しては、商店街、また地場産業であ
る染色業界にも声をかけてほしい。次回
はぜひお願いしたい。

b

今後の取組みの参考とします。
地域説明会や意見募集については、区
のホームページ、広報に加えて、町会・
自治会の掲示板での周知等も行いまし
た。今後はさらに広い周知について検討
し、幅広いご意見を頂けるようにしたいと
考えています。

328 口頭

町会の参加率は50％にも満たない。地
域とのつながりは区が旗を振っても動か
ない。町会の入会、参加の条例をつくっ
て全世帯参加になればよいが、自由参
加なので仕方がないと思っている。これ
からも支援をお願いしたい。

b

今後の取組みの参考とします。
町会・自治会は、区民の任意団体として
地域住民のコミュニティの醸成に寄与し
てきたのと同時に、行政と地域住民を結
ぶ役割を担ってきました。区は、新宿区
町会連合会と連携して、町会・自治会へ
の加入促進と活性化策を検討、実施して
まいります。

329 口頭

新宿区の都市行政で問題なのは高層建
築物について何も講じていないことであ
り、結果としてむやみやたらに高層建築
物が建つことになっている。大久保３丁
目に高層建築物が建ったが、国有地から
民間不動産会社に渡った経緯も含めて
まったく議論がない。早稲田通りの100坪
にも満たない土地に40ｍの高さのホテル
計画も進行している。住民が何も関心を
持たない結果でこうなったのかもしれな
い。法令上は問題ないのかもしれない
が、地域全体の環境を考える必要があ
る。

b

今後の取組みの参考とします。
区では良好なまちなみ景観の形成を目
的に、区内の約８割の区域に、建物の高
さの最高限度を定める「絶対高さ制限
（高度地区）」を、平成18年3月31日に導
入しました。建物の高層化など土地の高
度利用は都市計画法に基づくとともに周
辺地域の住民意向を踏まえて進めてい
ます。

330 口頭

行政は区内全域を歩いて区民一人ひと
りの声を聞くことが大事だ。しかし、一番
の問題は町会、自治会の形骸化で、若
い人が参加してくれない。もう一度一人
ひとりが地域をどうするか考えるべきであ
る。

b

今後の取組みの参考とします。
課題である若年層に、町会・自治会活動
への理解や参加を促す周知活動を検
討、実施してまいります。

331 意見書

諏訪通りの線路傍に設置されるエレベー
ターについて、案を変更することはできな
いのか。

c

意見として伺います。
エレベーターの設置については、バリア
フリーの観点からも重要と考えています。
諏訪通りの横断歩道橋に設置されるエレ
ベーターについては、東京都が都市計
画道路の整備として計画し、整備を進め
ています。
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332 意見書

特別出張所、警察署、消防署の名称に
「高田馬場」を用いてほしい。

c

意見として伺います。
特別出張所をはじめ警察署や消防署な
どの名称には、所管する行政機関の条
例等に基づき定められています。
高田馬場駅は、乗降客数が1日あたり約
90万であり、全国的にも広く知られている
駅です。名称の変更については、意見と
して伺います。

333 意見書

「新宿区民ファースト」をやってもらいた
い。

c

意見として伺います。
新宿区基本計画（答申）では、基本政策
として「暮らしやすさ１番の新宿」や「好感
度１番の区役所」を掲げ、ご指摘の趣旨
の施策を進めていきます。

334 意見書

歌舞伎座を大久保公園で再現してもらい
たいが、すでに色々なイベントが実施さ
れているため、西大久保公園でできない
だろうか。

c

意見として伺います。
都市計画マスタープラン骨子のみどり・
公園整備の方針では、「公園を活かした
賑わいづくり」を示しています。また、誰も
が豊かに暮らせるまちづくりの方針では、
「都市空間を活用した文化・芸術の発信
による賑わいや活力あるまちづくりの推
進」を示しています。ご意見として伺いま
す。

335 意見書

生活弱者の方々が、相談や休憩のでき
る施設を整備してほしい。

c

意見として伺います。
区では個別施策であるセーフティネット
の整備充実として、生活保護受給者や生
活困窮者などの自立支援の推進等の事
業のなかで相談支援などの取り組みを
行っています。

336 意見書

JR高田馬場駅の戸山口は朝夕の通勤･
通学する人であふれ、ホームは大変危
険。駅から出てくる人は主に北方に歩
き、道路が人で一杯だ。戸山口は一時工
事中で拡張整備すると期待していたが、
部分改修のみで人の移動の改善につな
がっていない。

c

意見として伺います。
高田馬場駅戸山口に利用者が集中して
いる事は課題として捉えています。このこ
とも踏まえ、鉄道事業者と連携しスロープ
を設置し、周りの化粧直しを行いました。
また、駅のホームは安全柵を設置してい
ます。
エリア戦略においては重点的な取組みと
して、駅との接続方法に配慮したバリアフ
リー化を示しています。

337 意見書

区立戸塚第二小学校も時代の流れで複
合施設化することが望まれる。通学する
子供にとっても地域まちの発展双方に
とってもきわめて問題が多いとの多くに指
摘があるため、都市計画的視点からも検
討すべきと思われる。
駅前再開発は大規模になる可能性もあり
小学校の土地活用は、地域全体のエリア
戦略でも欠かせない課題だ。

c

意見として伺います。
個別の施設のあり方については、公共施
設等総合管理計画に基づき、別途検討
するものです。

338 意見書

落合第二地区協議会では、「まちの写真
展」を毎年開催し地域の魅力を発信して
いる。10地区協議会も同じ活動を進めて
おります。区はこれらの活動の援助を願
いたい。

c

意見として伺います。
区は平成30年度から、新たな助成制度
により地区協議会を含めた多様な主体が
行う事業に補助を行う予定です。このよう
に、補助金申請に基づき、活動事業への
支援を行っていきます。
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339 意見書

エリア戦略の中で、新井薬師駅周辺は、
中野区に関係するところが多い分けだ
が、駅前の踏み切りを利用する新宿区民
も多く、開かずの踏切対策について、数
年前の環境審諧会の中ででも駅を地下
化した場合の地上の空地の利用につい
て検討したことがあった。立体交差事業
等の計画を中野区と共に進めてもらいた
い。

c

意見として伺います。
西武新宿線について、新宿区と中野区
の共通課題は開かずの踏み切り問題の
解消です。このため連絡をとりあいまちづ
くりを進めています。新井薬師駅は中野
区で先行して線路や駅を地下化して駅
周辺のまちづくりが進められています。中
井駅周辺の踏切部の歩行者交通量は、
南北自由通路により減少していますが、
自動車等の横断交通の問題が残ってい
ます。鉄道立体化の都市計画は昭和の
時代からありますが、地下急行線をつくる
都市計画もあります。なお、鉄道事業者
に対しては課題解決に向けて定期的に
打合せをさせて頂いています。

340 意見書

各地区で環状4 号線についての「まちづ
くり協議会」が立ち上がり数年たったが、
ここ数年は、ほとんど活動が滞っているよ
うに感じる。住民との積極的な意見交換
の場数や機会を多く作っていただきた
い。また、環４沿道エリア住民や各関係
団体が一堂に会する、説明会や意見交
換会開催を希望する。 c

意見として伺います。
環状4号線の沿道では、現在２つの地区
でまちづくりの取組みを進めています。ま
ず初めに、余丁町を中心とした「環４沿道
余丁町・河田町地区」ですが、直近では
平成29年2月に分科会を開催し、まちの
将来像について検討したところです。現
在、住民の方々の意向を把握するために
にアンケート調査等を実施しています。
次に、富久町を中心とした、「富久地区ま
ちづくり協議会」です。こちらは、「富久公
園」の方向性が決まるまで活動を休止し
ています。今後も地域の皆様のご意見を
伺いながら、まちづくりを進めていきま
す。

341 意見書

6月9日に住宅宿泊事業法（民泊新法）が
成立し、条例により住居専用地域でも民
泊が可能になった。住宅が民泊に利用さ
れる様になれば、住宅の値段、家賃は上
がり、観光客による賑わい（騒音）により
住環境は悪化する。 c

意見として伺います。
今年6月、住宅宿泊事業法（民泊新法）
が公布され、新しい法制度が整備され、
１年以内に施行されます。
区としては、住宅宿泊事業を、既存のホ
テルや旅館等の宿泊施設を補完し、観
光客の宿泊需要に対応するものと考えて
いますが、区民の安全と平穏な生活環境
を守ることを優先して、事業者が適正な
運営をするよう条例制定に取り組んでい
きます。
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342 意見書

航空機落下リスクをエリア戦略に明示す
ること。課題別戦略c「防災体制の強化」
に関連して、航空機落下事故に対応した
地域防災計画の見直しを求める。また、
都心上空を飛行するに関して、航空機の
騒音の環境評価を行ない、それに対応し
て エリア戦略の策定を求める。。航空機
落下の危険と航空機の騒音に悩まされな
い生活を送りたい。 c

意見として伺います。
区地域防災計画では、大規模事故発生
時には、区及び防災関係機関は相互に
協力体制をとり、災害対策本部を設置す
るなど、災害地周辺への拡大防止及び
救援救護が的確かつ迅速に行われるよう
態勢を確立することとしています。市街地
における航空機事故については東京消
防庁の大規模災害出場計画等により防
災機関と連携し対応することとしていま
す。このため、区独自に都心上空の飛行
を対象として地域防災計画を見直す予
定はありません。
また、騒音についてはご意見を踏まえ
て、国に対しては騒音、落下物など、広く
安全・安心対策を進めていくよう引き続き
要請していきます。

343 意見書

この通り（漱石山房通り）左右狭い道で、
全体の拡幅がすでに図面になっている
のではないか。周辺の民有地や学校の
通学ボランティアも見かけたが、こうした
将来の拡幅予定やスミ切りなどの説明等
は「住民」にどう周知しているか。この通り
だけでも丁寧な計画説明必要。

c

意見として伺います。
漱石山房通りの道路工事にあたっては、
周辺にお住まいの方々等を対象に説明
会を行いました。
今後も道路工事等にあたりましては、丁
寧な説明を行っていきます。

344 意見書

6月12日のNHKニュースでは、全国で少
なくとも2万2000戸の公営住宅で発がん
性のあるアスベストが使われ、23万人に
吸い込んだ可能性があると報道したが、
区の危機管理体制は大丈夫か。

c

意見として伺います。
区営住宅を含む区有施設については、
平成17年以降、吹き付けアスベストの除
去工事等を行っています。現在区営住
宅では１施設で吹付けアスベストが残存
していますが、封じ込め囲い込み等の適
切な吹付けアスベストの飛散防止対策に
ついて実施を完了しています。
こうした区営住宅を含む区有施設の吹付
けアスベスト対策の実施状況については
区のホームページで公表しています。

345 口頭
山手線全線の上空を遊歩道にしてはどう
か。 c

意見として伺います。

346 口頭

外苑東通り沿道において、ある団体が展
開している。一般の人は入り込めない。
法に触れていないのでどんどん展開でき
るということだが、行政で制約を課すこと
は不可能なのか。このままでは、信濃町
駅周辺のまちづくりは絵空事になる。

c

意見として伺います。
信濃町駅周辺地区では、地元の町会や
商店会等を中心にまちづくり協議会を設
立し、まちづくり構想の策定に向けて取り
組んでいます。平成29年6月に、まちづく
り構想の骨子を取りまとめました。今後
も、地域の皆様のご意見を聞きながら、ま
ちづくりに取り組んでいきます。
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347 口頭

国交省ホームページでは平成29年９月
末まで、活動を行う居住支援協議会に対
し補助をするとあり、国も力を入れてい
る。都は居住支援協議会をつくり、23区
では千代田、江東、豊島、板橋、杉並、
世田谷の6区で居住支援協議会がつくら
れている。新宿区は区議会でも一切議論
されておらず、新宿区はこの制度を活用
していく考えはないのか。この議論は、ま
ちづくり長期計画、都市マスタープランの
中でやることではなく、住宅マスタープラ
ンの中でやるのか。都市マスタープラン
の中でやるのであれば説明会を丁寧に
行うのか。

c

意見として伺います。
区はすでに住宅・建築・福祉に携わる関
係団体と区が意見交換を行い、総合的
な施策を検討する場として「新宿区高齢
者の住まい安定確保連絡会」を設置し、
関係部署間、団体との連携を図っていま
す。
都市マスタープランでは、住宅・住環境
整備方針に居住支援に関わる方針を示
すとともに、新たな住宅マスタープランで
は、より具体的な施策を位置づけていくこ
とになります。

348 口頭

歌舞伎町にある大久保公園はイベントを
行っているが、再整備を行い、劇場をつ
くったほうがよい。歌舞伎町は戦後、芸能
のまちとして歌舞伎座を呼ぶといったこと
を検討したが実現できず、名前だけが
残ったまちだ。有名な歌舞伎役者などを
呼びたい。

c

意見として伺います。
歌舞伎町エリアでは、歌舞伎町タウン・マ
ネージメントと連携して様々なイベントの
ほか、情報発信、安全・安心、環境美
化、地域活性化、まちづくりの各事業を
実施しています。

349 口頭

ホームレス対策がおざなりにされる。保
護、自立支援対策を忘れずに。

c

意見として伺います。
区は現在、「新宿区第Ⅲ期ホームレスの
自立支援等に関する推進計画」に基づき
対策に取り組んでいます。ホームレスを
個々に訪問しての相談や、生活保護法
や生活困窮者自立支援法等に基づく保
護、自立支援を実施しています。

350 口頭

民生委員をしており区民に直接会って話
をするのだが、特に西新宿６、７、８丁目
あたりでコンシェルジュが配置されたマン
ションが増え、マンション内での移動に苦
労している。一戸ごとにエントランスまで
戻り、何度もマンション内を上下すること
になる。

c

意見として伺います。
建築事業者などが集合住宅等について
区に建築相談する際等には、入居者の
町会・自治会への加入を勧めることを要
請するなど、色々な方法で対応していま
す。

351 口頭

高田馬場駅、早稲田駅など右側に立つ
ようになっている。大手町駅や新宿駅な
ど大きい駅は左側であるが、JR、私鉄は
右側が多くなっている。本来関東は左側
であり、外国人も含めて混乱しないように
しなければならない。

c

意見として伺います。
駅構内等の通路や階段における歩行者
の通行指示が場所によって左右が異な
るのは、構内の動線需要を踏まえた上
で、最適な動線となるようそれぞれの施
設管理者が適宜定めているものと考えて
います。

352 口頭

ユニバーサルデザインは都市計画の問
題だけではない。３月に開設した下落合
図書館は、ユニバーサルデザインを無視
した設計である。

c

意見として伺います。
下落合図書館では、わかりやすい案内
標識（ピクトグラム）、音声案内装置を備
えただれでもトイレ、聴覚障害者の方も
気軽に講演会等イベントに参加できるよ
うに、磁気ループシステム（高齢者や難
聴者が音響機器の音声を聞き取りやすく
するための設備）を設けるなど、ユニバー
サルデザインの考え方に基づいた、施設
整備をしています。
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353 意見書

道路計画の規制で建物の建替えができ
ず困っている。老朽マンションに対する
規制緩和をのぞむ。

d

質問に回答します。
区では、地区計画制度や都市開発手
法、マンション建替え法に基づく緩和制
度の活用により、マンション等の建替えを
引き続き支援しています。
また、まちづくりと連携したマンションと周
辺敷地との共同化による建替えを促進す
る「マンション再生まちづくり制度」等の活
用なども検討していきます。

354 意見書
諏訪通りのJRと西武線のガード付近の工
事は、今後どうなるのか。 d

質問に回答します。
現在、東京都が平成33年3月を目途に整
備を進めています。

355 意見書

区開催の「西新宿５丁目まちづくり協議
会」に「西新宿五丁目南地区準備組合」
が含まれ、ダブっている。
また、区のHPに「西新宿五丁目南地区
準備組合」をリリース（認知）すべきではな
いか。

d

質問に回答します。
事業が進行している市街地再開発事業
等についてホームページで公表していま
す。
ご提案についても、権利者等の合意形
成や行政協議の状況などまちづくりの進
捗に応じて公表していきたいと考えてい
ます。

356 意見書

東京都無電柱化推進条例は是非実現し
てもらいたい。区でも大きな予算が必要
だが、無電柱化についての実行計画を
示して貰いたい。 d

質問に回答します。
主な幹線道路を対象に無電柱化に取り
組んでいます。
なお、今後の取組みについては、新たな
実行計画を今年度策定し、進めていく予
定です。

357 意見書

観光振興協会発行のマップで、戸塚馬
場編計画はあるのか。また、教育文学文
芸マップ予定はどうか。

d

質問に回答します。
戸塚・高田馬場地域は、新宿観光マップ
「高田馬場・早稲田・大久保」があり、区
施設等で配布しています。
また、教育文学文芸関係のマップとして
は、新宿区史跡めぐり地図を新宿歴史博
物館、新宿コズミックセンター、林芙美子
記念館等で販売しています。

358 口頭

防災について北朝鮮ミサイルなど具体的
にどう考えているか。

d

質問に回答します。
区では、国民保護措置を的確かつ迅速
に実施するために、国民保護法に基づき
「新宿区国民保護計画」を策定し、武力
攻撃事態や緊急対処事態に備えていま
す。具体的には、弾道ミサイル情報など
があった場合は、国は全国瞬時警報シス
テム（Ｊアラート）により情報伝達を行い、
区内の防災スピーカーから自動的に特
別なサイレン音とともに避難等のメッセー
ジを流します。併せて、区は、危機管理
対策会議を設置し、警察、消防、関係機
関等と連携して応急活動を実施します。

359 口頭

西武新宿線は高架なのか、地下なのか。
駅は新宿駅まで伸ばせるのか。

d

質問に回答します。
西武新宿線は昭和44年に中井駅から高
田馬場駅までの立体交差事業が都市計
画決定しました。また、平成5年に輸送力
アップのために地下急行線をつくる計画
ができました。区としては下落合駅、中井
駅周辺の開かずの踏み切りを解消したい
と考えています。なお、新宿駅まで地下
急行線の延伸が都市計画決定されてい
ます。
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No.
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360 口頭

山手通りの無電柱化について、事業主
体はどこか。

d

質問に回答します。
道路の無電柱化など道路整備は、道路
管理者が事業主体となります。山手通り
は都道であることから東京都が事業主体
となり無電柱化を実施しました。

361 口頭

区の宿泊施設の客室数は把握している
か。それに対して区としてどの程度民泊
が必要と考えているのか。

d

質問に回答します。
区は旅館業法の許可に基づいて、客室
数の把握をしています。
民泊については、今年6月に住宅宿泊事
業法（民泊新法）が公布され、新しい法
制度が整備され、１年以内に施行されま
す。
区としては、住宅宿泊事業は、既存のホ
テルや旅館等の宿泊施設を補完し、観
光客の宿泊需要に対応するものと考えて
おり、区民の安全と平穏な生活環境を守
ることを優先して、事業者が適正な運営
をするよう条例制定に取り組んでいきま
す。

362 口頭

エリア戦略はこれまでになかった。基本
計画、都市マスタープランも改定中だ
が、整合性は都市計画審議会で評価し
ていると考えて良いか。 d

質問に回答します。
総合計画を構成する基本計画と都市マ
スタープランは整合性を図り策定してい
ます。そのうえで、都市計画審議会では
都市マスタープランとエリア戦略を含むま
ちづくり戦略プランで構成するまちづくり
長期計画について、調査・検討を行って
います。

363 口頭

区民の意向調査とは別に町会･自治会の
意見聴取、まちからの意見の吸い上げは
やっているか。 d

質問に回答します。
町会･自治会には昨年の２月から５月に
かけてご意見を伺いました。地域の皆さ
まのご意見を踏まえて、まちづくり長期計
画の策定を進めていきます。

364 口頭

12月８日に開催された地域別説明会で
意見を述べ、パブリックコメントも提出した
が、その後返事をいただけない。３月に
は区長への答申案が提出され、その間
に意見に対する都市計画審議会の考え
方というものが出された。パブリックコメン
トで意見を求めたのに返事もせずに、一
方的な考え方を示すだけでよいのか。こ
れでは民意の反映とは言えないと思う。

d

質問に回答します。
パブリックコメントで出された全ての意見
については、新宿区パブリック・コメント制
度に準じて、区のホームページ上で都市
計画審議会の考え方を公表しました。
今後公表する際は、広報等により周知し
ます。
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